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決算特別委員会会議録 
 

平成２１年１０月２９日（木） 

（開 会）   ９：５８ 

（閉 会）  ２０：０２ 

○委員長 
 おはようございます。ただ今から、平成２０年度決算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。本日からの実質審査につきましては、

お手元に配付しております平成２０年度決算特別委員会の審査順序に記載のとおり審査してい

きたいと考えております。最初に監査委員の監査意見書に対する質疑、２番目に各款ごとの質

疑に入ります。お手元の資料に示していますように歳出は６つに、歳入は３つに区切って質疑

をいたします。続いて、一般会計に対する総括質疑を行い、討論、採決については保留して最

後に行いたいと思います。３番目に、特別会計の審査に入ります。特別会計につきましては歳

入、歳出、一括して質疑を行っていただきます。なお、討論、採決につきましては、一般会計

と同様に保留して最後に行いたいと思います。４番目に、財産に関する調書、基金の運用状況

に関する調書に対する質疑を行っていただき、最後に一般会計から特別会計の順に討論、採決

を行いたいと思います。以上のように委員会審査を進めてまいりたいと思いますがよろしいで

しょうか。 
（ 異議なし ） 
ご異議がないようですから、そのように運営させていただきます。次に、審査を行います過

程で、案件に関係のない職員で事務に支障を来す場合には各職場で仕事をしていただくことと

して退席させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
（ 異議なし ） 
ご異議がないようですから、そのような取り扱いをさせていただきます。最後に、執行部の

皆さんに要望いたします。この特別委員会がスムーズかつ能率的に運営できますように、審査

を行う款に関する課の方はできるだけ前方の席にお着きいただき、各委員からの質疑に対して

は、その内容を確実に把握され、はっきりと的確に答弁していただきますよう特に要望してお

きます。また、審査対象となる方々につきましては随時交代して、前のほうに着席していただ

きますようお願いいたします。それでは審査に入ります。最初に、監査委員の意見書に対する

質疑を許します。質疑はありませんか。  
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですので、監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 
「認定第１号 平成２０年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」を議題といたします。各

款ごとの質疑に入ります。まず、第１款 議会費、及び第２款 総務費、１０３ページから１

２７ページまでの質疑を許します。なお、質疑をされる際には事項別明細書のページ数と費目

を示して質疑されるようお願いします。まず質疑事項一覧表に記載されています楡井委員に質

疑を許します。 
○楡井委員 
 おはようございます。どうぞよろしくお願いします。質問に入ります前に、質疑事項通告一

覧の中にあります質問事項の削除をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

通告一覧表１ページ目の下から５段目の「人権擁護委員会の活動と人権相談開設に関して」で

す。４ページの下から３段目、「教育分野の同和個人給付について」、それから次の５ページの

上から３段目と４段目、「就学援助の現状、充実について」、「いじめ、暴力等の推移について」、

以上４項目を削除していただきたいと思います。これは一般質問、さらには事前の打合せ等で



 2

通告をいたしましたけれども、質疑の必要がなくなったというふうに感じましたので削除をお

願いしたいと。よろしくお願いいたします。 
順番に従って質問をしていただきたいと思います。まず、職員数の減少と住民サービスの関

連についてでありますけれども、これは要求しました資料の１１ページ等に関連してでありま

す。第１問といいますか。第１項目はですね、職員数の推移についてお尋ねしたいんですが、

平成１９年と平成２１年の見込みの比較があります。これで見ますと正規職員は１９人の減少

ということになりますけれども、嘱託職員、さらには臨時職員、それぞれ何人減少しているの

かについてお尋ねいたしたいと思います。 
○人事課長 
 今ご質問の１９年度と、２１年度の嘱託職員と臨時職員の人数の減少ということでございま

すが、お手元のほうにございます資料のとおり、まず嘱託職員につきましては、１９年度１７

７名が１４６名ということで３１名の減、臨職については３５３名が３６１名ということで、

８名の増という状況になったということになります。 
○楡井委員 
 一緒にすればよかったですけど、再任用の職員は現在何人になっておりますか。 
○人事課長 
 再任用の職員数につきましては２１年度６３名となっております。 
○楡井委員 
 それでは次に、職員給料の推移についてお伺いしたいんですけれど、平成１９年と平成２１

年の見込みを比較をして正規職員、嘱託職員、臨時職員それぞれ何％減少しているのか。その

際再任用の方々は正規というふうに聞いておりましたので、正規職員の中に入ってるんじゃな

いかと思いますけれども、入ってなければ再任用職員の給料の減少についてもお尋ねしたいと

思います。 
○委員長 
 楡井委員さん、２０年度の決算ですからできたら１９年度と２０年度の比較がよろしんじゃ

ないでしょうか。２０年度の決算ですから、その辺を考えて質問をしてください。 
○人事課長 
 １９年度と２０年度の比較ということでお答えをさせていただきたいと思いますけれども、

減少率、ちょっと今計算中でございますけれども、職員につきましてはこれ平均給料で申し上

げますと、１９年度の行政職の職員の平均給与は３５１,８０８円ということになります。２０

年度につきましては平均給料が３５０,７６５円というような形になります。正規の職員、１９

年２０年対比で９.４８％の減少ということになります。それから臨職と嘱託職員につきまして

は１９、２０の比較では同額ということで推移をしております。 
○楡井委員 
 それは２０年と１９年と比較いたしましてですね、この間に減少した給料の総額は幾らにな

りましょうか。 
○人事課長 
 申し訳ございません。今精査しておりますが、約３億円の減少ということになります。 
○楡井委員 
 １９年と２０年では３億６,３００万円余りじゃないかというふうに思います。さらに２１年

度の見込みということになれば、６億１,６００万円ぐらいになるんじゃないかと思うんですね。

それで職員数も先ほどお聞きしたように、随分減っているという状況の中で１,２００人体制で

あったときの仕事を、それからの後の経過を見ますと、それ以上にやっぱり複雑で、量的にも

増大した仕事をこなしているんじゃないかというふうに考えるわけですけども、市長はその点
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での認識がございますでしょうか。 
○人事課長 
 職員数の減少についてのご心配というふうにお受けいたしましたけれども、合併後、特にで

すね、１,２５６人という体制で合併をいたしまして、現在は１,００９人ということで２００

人程度の職員が減少しておりますが、これは合併後直ちに行財政改革に取り組みまして、その

一環といたしまして行財政改革推進室、人事課と入りまして、所属ごとのヒヤリングを実施を

しております。その中で当初つくりました組織についての見直しを行う中で、意思決定あるい

は指示命令、これが迅速に行われる組織体制というようなことから検討いたしました結果、か

なりその組織については見直しが可能だというようなことで、翌１９年度からでございますけ

れども組織体制を見直しております。そういうことで職員の数の減少が今ご心配されるような

ご指摘に当たるというようには考えておりません。 
○楡井委員 
 合併したときよりも２５０人ぐらい今減ってるんですけども、この間の組織見直しをやって

仕事量その他ですね、現在の体制で十分だと、こういう答弁じゃなかったかと思うんですね。

そういう意味で今回、５年前も、それから今回も、６年前になりますか、大きな災害があった

んですけども、この災害のときに嘱託職員や臨時職員、これは非常召集の対象になりますでし

ょうか。 
○人事課長 
 非常召集の対象になるかというような質問でございますが、現在の飯塚市の防災体制は基本

的には定数内職員を前提として、体制組まれておるというふうに認識をしておりますが、その

後いわゆる第４配備といいましょうか、現在第３配備になっておりますけれども、全員体制と

いう中では嘱託職員、臨時職員も動員するような形で対応をとらせていただいておるところで

ございます。 
○楡井委員 
 その辺の区切りといいますかね、どういうふうになったらこの嘱託職員や臨時職員等が非常

召集の対象になるのかという判断の基準といいますか。同時に平均年齢でもですね、職員の方

の平均年齢も随分年齢も高くとなっていってるんじゃないかというふうに思いますんで、防災

体制を整えるという意味ではそれなりの困難があるんじゃないかというふうに思うんですが、

嘱託職員ないし臨時職員の非常召集の採用基準といいますか、これが分かれば教えてください。 
○人事課長 
 先ほど申しましたように、現在の第２配備までの体制につきましては定数内職員を前提に配

置数等定められておりますので、そこで臨時嘱託、再任用等を使うということは想定をいたし

ておりませんが、先ほど申し上げましたように全員体制というふうな体制が敷かれた場合につ

きましてはそれぞれの班長の判断で、嘱託、臨時職、再任用の動員ということを行っておりま

す。 
○楡井委員 
 その際、嘱託職員や臨時職員の方たちがケガがあったりとかですね、被害といっていいんで

しょうか、そういう負われたときにその際は正規職員と同じような身分で補償されるのか。 
○人事課長 
 基本的に嘱託職、再任用につきましては採用２年目からは、公務災害の適用となります。で

ございますので職員と同等でございますが、それ以前１年間につきましては、労働災害補償法

の適用となりますので、ほぼ今指摘のけが等の対応につきましては職員と同じような条件で補

償が受けられます。 
○楡井委員 



 4

ケースワーカーの方たちが担当する保護世帯に、アンバランスと過重があるということも指

摘をしてきたところですけれども、いまもってまだ改善の方向ではないんじゃないかというふ

うに、今改善の方向はあるしてもですね、改善されているというふうには見えないんです。そ

ういうところで職員のストレス蓄積と同時に市民への責務を放棄するというようなことにも、

今のままならそういう体制じゃないかというふうに思うんですけれども、その点についてはど

うでしょう。 
○保護第１課長 
 たびたびご質問を受けておりますけれども、ケースワーカーの配置基準といたしまして、社

会福祉法の中で担当件数は８０世帯を標準とするというようになっております。今委員が申さ

れますように、若干標準を上回った持ち件数を持っております。このことにつきましては担当

地区の地理的条件とか、あるいはケースの特性、そういうところを考えますと、持ち件数が、

単純に多い少ないという判断も難しいのが実情でございます。そのような状況ではございます

けれども、現状の体制で創意工夫しながら保護業務を執行しているところでございます。例え

ば、訪問活動等におきましてもケース格付に応じた効率的な訪問により、被保護者の指導、支

援を行っているところであります。また高齢者世帯の見守りにつきましても地区委員とか、あ

るいは地区民生委員、福祉委員の方々と連携いたしまして、被保護者の方々が安心できるよう

な支援指導を行っているところでございます。またケースワーカーの持ち件数が増えたり偏っ

たりした場合につきましては、各ケースワーカー、あるいはスーパーバイザー、当然私どもも

いろいろな形でフォローしながら業務を行っているところでございます。そしてそれ以外に、

面接相談員、就労支援員、母子自立支援員等を配置しておりますので、これらの職員の協力体

制をとりながら適正な保護業務も進めているところでございます。以上が現状でございます。 
○楡井委員 
 一般市民の方たちの協力を得ながらということでありますけれども、市民の方たちの協力は

あくまでも協力があって、責任ということからすればそうはならないんじゃないかと思うんで

すね。そういう意味では基準どおりの地方行政をやっていくというふうにすれば先ほど人事課

長が言われたような、大丈夫ですというようなことにはならないんじゃないかというふうに考

えております。市民を大事にするという考え方ですね。これはやっぱり職員体制でもきちんと

表すというふうにしていかなきゃならんというふうに思いますので、ぜひ検討改善というもの

をお願いしたいというふうに思います。この項については以上です。 
○委員長 
 引き続き楡井議員に質問を許します。 
○楡井委員 

コミュニティバスの状況についてお聞きしたいと思うんですが、資料の１３ページでしたか

ね、あるんじゃないかと。まず利用者数がですね平成１８年、１９年、２０年、部分的にその

コースによっては増えてるとこもありますけども、全体では減少してきています。旧市町別に

見たら平成１９年に比べて穂波と頴田で増加していますし、穂波の４コース、頴田の５コース

と、こまめにコースを作って所要時間が短いというのがその理由じゃないかというふうに思う

んですけども、どのようにお考えでしょうか。 
○総合政策課長 
 確かに穂波と頴田につきましては２０年度は１９年度と比べまして増加はしておりますが、

１８年度と比較いたしますと減少しております。従いまして、コースの所要時間が利用者の増

減に影響しているということは一概には言えないのではないかというふうに考えております。 
○楡井委員 
 所要時間の関係でいいますと、平成２１年度の分が９月までですけども参考資料等出てます
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ね。決算年度の範囲外だと委員長からおしかりを受けるかもしれませんけれども、減少が著し

いですよね。これ１つに思うのが、時間が長いと。乗って目的地へ行くまでに随分長い時間か

かるというのが大きな１つの減少の原因だと思うんですよ、まだその他にもありますけどね。

そういう意味では今ご答弁あったような状況ではない。そういう認識であれば、今後これは改

善の見込みがないんじゃないかというふうに考えますけどいかがですか。 
○総合政策課長 
 今のところですね、一概にコースが長いということが原因ではないというふうには考えてお

りますが、今から、これまでの２１年度実施し始めまして、特に一番長い頴田庄内の中廻線と

いうのがございますが、これについては約２時間の所要時間ということでございます。これに

つきましては今から先といいますか、これまでいただいたご意見の中で確かに長いのではない

か、目的まで時間がかかり過ぎるということがございますので、今後２２年度に向けましては

改正の余地はあるのかなというふうに考えております。 
○楡井委員 
 時間の長短が利用者の増減に関係ないというふうに言いながら、今の質問では時間の長短関

係あるというような答弁ですよね。目的地に着くまでの時間が長いということははっきりして

おるわけで、この改善を要請しておきたいと思います。それから運賃が７５０万円ぐらいです

か、利用料が。これは今年の分ですから質問できませんね。これは撤回します。時間の関係で

見ればやっぱり長くなってるということはしっかりしていただきたい。またコースについても

短くすると、この時間との兼ね合いがありますけど。そしてコースを多くするということも検

討の対象になるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いしときたいと思いま

す。 
○委員長 
 次に岡部委員に質疑を許します。 
○岡部委員 
 おはようございます。私がお尋ねしているこの１１３ページの地域振興費の報奨金とそれか

ら委託料と２つお尋ねしているわけですけど、ここに関して私がお尋ねしたかったのは合併前

の継続事業、各旧町を取り組まれてきたようなこういう事業がどのぐらい残ってるのかなとい

うのがお尋ねしたい趣旨だったんですけど、大体話をする中で理解がいきましたので、この２

つに分けて報奨金と委託料と出してますけど、一括してせっかく質問通告をしてますので、簡

単にお答えをいただきたいと思うわけでございます。この庄内地区が地域づくり報償金謝礼金

というのを挙げられてますよね。これについて、これはどういうもので、いつごろから続いて

るもので、この内容がどんなものなのかお尋ねをいたします。 
○庄内支所総務課長 
 謝礼金についてお答えいたします。旧庄内町をおきましては、平成１６年度から福岡県の補

助事業であります福岡県個性ある地域づくり推進事業を活用いたしまして旧庄内町の地域づく

りに取り組んでまいりました。ご質問の庄内地区地域づくり懇談会謝礼金８０,０００円につき

ましては、この地域づくり懇談会委員として出席していただいた方に対して１回あたり８００

円を支給しています。謝礼金としての支給は地域づくりを始めました平成十六年度から支出し

ております。 
○岡部委員 
 それでこの質問通告出した時点でだいたいこれと、その下の委託料、珍しい名前でただなら

ぬ地域資源づくり事業というふうな形で書いてありますけど、これも事業の性格が同じようで

すので、これはどういう内容なのかお尋ねをいたしたいと思います。 
○庄内支所総務課長 
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 内容といたしましては、庄内町の発展と言っていいんですかね、そのために一応平成１６年

に策定した庄内町個性ある地域づくり推進計画に基づき、平成１６年度はまちの駅事業とただ

ならぬ地域づくり事業、地域主権の掘り起こし活用事業、ごみの不法投棄対策事業、３事業を

委託したものであります。また他といたしましては、安全・安心な通学路づくり事業に取り組

んでまいりました。 
○岡部委員 

このただならぬ事業がですね、これはだいたい取り組んだ年度は分かったんですけど、これ

を委託している委託先はどこなんですか。 
○庄内支所総務課長 
 これが回答になるかよく分かりませんけれども、ただならぬ地域づくりの「ただならぬ」と

は神宮皇后が朝鮮から帰られるときに由来したものです。今お尋ねの、委託業者につきまして

は、株式会社まちづくり計画研究所であり、平成１６年度が２０年度まで委託しておりました。 
○岡部委員 
 この事業としての成果は。 
○庄内支所総務課長 
 庄内町の地域づくりにつきましては今あげました４点ですけれども、その成果といたしまし

ては地域資源の掘り起こし活用事業につきましては、コスモス園にかかしの設置を行いました。

平成１９年度には２０体、２０年度には３０体を超えるかかしが展示されました。また昨年の

１０月には一般住民向けのかかしづくり体験学習会を実施し、多くの子供たち、人たちの参加

を得て、かかしが作成され、あわせてコスモス園に設置いたしました。安全・安心な通学路づ

くり事業といたしましては１９年度に庄内小学校、２０年度に幸袋小学校において大声出し訓

練を実施しました。ごみの不法投棄対策事業といたしましては、しめ縄設置による不法投棄対

策を行ったところ、以前はごみを捨てられていた箇所が、地元住民の手で現在は著しく畑に生

まれ変わるなど、地域住民の意識面や警戒面でも大きな成果をあげてます。またこれら取り組

みの成果はテレビ等で広く紹介されました。 
○岡部委員 
 合併前の引き継ぎ事業と申しますかね、合併前に各町で取り組まれていた事業というのは今

回決算書の書類に目を通させていただきましたけど、他の町名ではないようなんですけど、こ

れはもう庄内だけに限ったことであるのか、それが１つと、それからこういった事業は時限が

定められている事業でこれからも継続してあるのかどうかちょっと教えていただけますか。取

り組まれろうとしなきゃいけない事業なのか。 
○庄内支所総務課長 
 庄内町の地域づくりに関して言わせてもらいますと、一応この事業は県の補助事業を活用い

たしまして１６年度から５年間の事業で行っておりました。２１年度につきましては引き続き

かかしづくりやまちの駅の事業等を行っております。 
○岡部委員 
 だからね、例えば委託料でも２７３万円出てますよね。県からの支出金というのはうちの方

がいただいているのは、１４７万円ぐらいの資料として上がってきて、こういった差額をおそ

らく飯塚市の方が負担しながらやっていくわけですけどね。私としてはこういう事業がこれか

ら残すべきではないと、基本的にはそう思ってるわけですよ。だから旧町時代の事情がどれぐ

らい残ってるのかということを少しお尋ねをしたわけですけどね。もう合併して何年になりま

すか。４年かな。だからこれ１６年度ぐらいからの事業で取り組まれておるわけですけどね。

やはり新しい体制になっても年数が経っておりますので、きちっとしたところの見直しをして、

当然ないのやったらもうないで、あたしはもう結構ですけど、旧町時代の引継事業と、こうい
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ったものについてはきちっと目を通して区別をしていっていただきたいと思うんですけどね。

いかがですかね。 
○総務部長 
 質問者言われますとおり、この事業につきましては合併時に旧庄内町がやっていたというこ

とで、合併の中の協議の中で合併後についても申請年次につきましては取り組もうということ

でやったものでございます。この事業につきましても合併後につきましてはこの期間だけに限

定しておりまして、以後につきましては縮小と。２１年度につきましても県の採択になってお

りませんで、実施はいたしていないというところでございます。 
○委員長 
 次に、兼本委員に質疑を許します。 
○兼本委員 
 １１５ページの電算管理費ですか。電算システム適正化等行政評価制度支援業務委託料との

関連についてということで質疑を出しておりますが、実は行政評価制度支援業務委託料という

のは予算に上がっていた訳ですけどね、２１年の２月の委員会でこれを全面債務負担行為を取

り消したという事例がございまして、どこで質問したらいいかなと思うとりましたけど、その

ときの答弁の中で電算システムとの位置づけというような答弁があっておりましたので、ここ

で質問させていただきます。平成２０年度の当初予算に計上しておりましたこの行政評価制度

支援業務委託料というのを２１年２月の委員会で削除したわけですけど、この理由についてで

すね、再度お尋ねいたします。 
○総合政策課長 
 行政評価制度導入に際しましては既存の行政評価システム、これを使用することとしており

ましたが、２３年度に電算システムの入れ替えが予定されていたため、既存のシステムを使用

した場合にそのまま移行できない可能性があり、また移行可能であっても相当の費用が生じる

ということのため、新システムの導入後に実施した方がよいとの判断を行ったところでござい

ます。 
○兼本委員 
 今答弁ございましたけど、これを導入するときの予算のときの説明の中では旧飯塚市ではこ

の研修と申しますか、これをやっとったと。ところが合併で新しい職員が増えたので合併後の

職員を対象にするためにもこういうものを導入したというような予算委員会での説明があって

おりました。今、電算システム等の関連性があるからということで削除したという答弁ですけ

どね、これが２部にわたるとかですね３部にわたるとかいうような部署であれば横の連絡がつ

かないから電算の構築等を行政評価制度の導入支援というのが相反するようなことがあったと

しても、これは一歩引いてしょうがないかなという感じがするわけですけど、これは同じ部な

んですよね。だから同じ部で予算要求をするときに片一方は行政評価制度の支援、もう一方は

電算のシステム構築というような形で予算要求をやるわけですよ。同じ部で、課は違いますけ

どね、同じ部で予算要求をやるときに予算のやり方が正当のものか、また財政がそういうもの

が出たときに簡単に２月の委員会で削除しましたというような形でポンと報告がありましたけ

どね、そういうものがこの行政評価制度というのは、後で聞きますけどね、非常に今の行財政

改革のとっては非常に大事なことなんですよ。これが１歩また進みますと事務事業の仕分けと

かも進むわけですけどね。そういう中で簡単に予算の中では、同じ部から２本出しとったやつ

が電算のシステム構築と連動しないと行政評価制度をやってもだめだということで削った、そ

れを受けて財政が簡単にこういうことで削りましたということでご報告があったわけですけど

ね。私はこのようなものは同じ部で予算要求をやったのに、予算のやり方そのものにも問題が

あるんじゃなかろうかと思うわけですけどね。まずそれをお聞きするためにそもそもこの行政
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評価制度とはどういう目的で実施して、どのような効果があるというふうに考えて、２０年度

の予算要求をしたのか、その点お尋ねいたします。 
○総合政策課長 
 行政評価制度とは市の政策や施策、事務事業についてどの程度の成果を上げたのか、また期

待できるのかなど市民の視点で客観的な成果目標を設定するなど目的や成果、効果をできるだ

け数値化しましてさまざまな観点から評価を行う行政経営の仕組みでございます。この結果を

総合計画の策定、行政改革、また予算編成などに活用することによりまして効率的で質の高い

行政運営を実現していくもので、また市民へも評価の結果を公表いたしまして事務事業の実施

状況、達成状況等を分かりやすく説明するということが可能となるものでございます。 
○兼本委員 
 今縷々答弁がありましたように非常に大事な事業なんですよ。これと電算システムとか関連、

連動しなければできないかというとですね、職員の研修等々ではそんなこと関係なくしても研

修はできると思うんですよ。例えば、職員一人一人の危機意識とか、職員一人一人が経営者と

しての感覚を養うとか、それから市長が言っている協働のまちづくりというような形のものか

らいうと、ぜひこれはやはり１日も早く取り組まなければならない事業だと私は思うわけです

よね。それを電算システムと関連しなければできないというような形でポンとその削除したと

いうことは、私はいささか市の目的とするところと事業が全然内容が一致してないと思うんで

すけどね。だからこういうものをやっていくことが、今言うように市民に対して１次評価、２

次評価、それからこれは予算のときに安藤委員が質問してるんですよね。安藤委員は直方の事

業仕分けまで考えてんのかというようなことまで質問した事例なんですよ。それをあなた達は

そういう形の中で２１年度は試行、２２年度は完全実施をやりますというような形で、大見栄

を切った事業を簡単にポンと削ったということは、私はどうも本当に行政がそういうふうな改

革をやろうという意識が本当にあるのかと、でこれを削ることについて部長それから副市長、

市長も大事なことだから電算室とも関係なくてもやれないのかというぐらいの指摘があってし

かるべきと、私はそう思うわけですよね。この点担当部長はどうですか。 
○企画調整部長 
 確かに質問者がおっしゃるとおりでございまして、行政の無駄をなくす質の高いそして効率

的かつ友好的な行政運営を行うためには、この行政評価システムの導入を早期に取り入れなけ

ればならないということは十分に認識をいたしております。先ほど担当課長が申し上げました

ように、まだ合併前の旧飯塚市においてはもう執行段階までに既に進んでおりました。しかし

合併を迎えて平成１８年度から新たに旧４町の職員に改めて職員研修を行うとともに、試行段

階そして本格導入という計画を立てておりましたけど、その時点においては新システムに移行

できるという考えのもとで、平成２０年度に委託料の予算も計上し、債務負担行為もご議決を

いただいてたという経緯がございます。しかしながらその後、担当部課でございます情報推進

課等々と十分に協議検討を行いました結果、新電算システムに移行させるには費用がかかると

いうようなことを聞きましたものですから、あえて新電算システムの導入と同時に改めてこの

行政評価システムを取り入れようという考えに至りましたものですから、削減させていただい

たと同時にまた新電算システムに併せまして、早く行政評価システムに取り組みたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○兼本委員 
 残念ですね、改革がそういうふうな、もう他市ではこういうことをやってるのはもうたくさ

んあるわけですよ。そういう中で電算が２３年でしょ、電算のシステム機構がとすれば２３年

からこれに取り組むとすれば２年かかれば２５年ですよ。改革が遅れるわけですよ。今この財

政は非常に厳しい中でのどうしようかという中で、改革が遅れるということはどうなりますか。
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大変なことやないですかね。たまたまこれを打合せしてましたら、今度のあの行革の本をいた

だきました。その中で行革の中にこの行政評価というような文言が出てこれに取り組むという

ような文言が出とりましたけどね。これはどういうものか、そしてこれは、電算システムとは

関係なくちょっと改革が遅れたなという意識のもとで、１日も早く取り組んでやろうとしてる

のか。行革お願いします。 
○行財政改革推進室主幹 
 行政評価制度導入につきましては、行財政改革を推進する上で最も重要な項目だと認識をい

たしております。現行の行革の実施計画の推進項目、また現在作成しております実施計画第１

次改訂版の推進項目におきましても、事務事業仕分けを活用した行政評価制度の導入を重要な

推進項目ということで掲げております。先ほど総合政策課長また企画調整部長がご答弁いたし

ましたように、行政経営という視点に立った中でＰＤＣＡサイクルに沿いながら点検評価改善

を行い予算や計画に早期に反映させることが必要であるとともに、職員の意識改革にもつなが

ることから、行財政改革推進の総括部署であります行財政改革推進室のほうで所管をいたしま

して、既存の行政評価システムは使用せずに、今年度から実施をいたしております。 
現在各課におきまして全事務事業の整理、洗い出しを行い、事務事業ごとに事務事業を評価

シートを作成をしている段階でございます。今後、事務事業シートが適正に作成されているか

などを行財政改革推進室のほうでチェックを行いながら、また職員の作成また点検評価スキル

を高めながら所管部署で第１次評価、またその次には第２次、第３次評価を行いながら抜本的

な改善見直しにつなげていきたいというふうに考えております。 
○兼本委員 
 やれるんですよね。電算システムと関係なくやり方を変えればできるんですよ。できること

だったらもう予算でそういうものをあげておいたら、予算と今の従前と関係なく別の方法でや

れると今答弁がありましたように、やれるんですよ。やれるものは１日も早く取り組んで改革

に取り組む、そして特に今は政権が代わってこんな事務仕分けについていろいろとやるという

ような形で無駄なものを省くというようなものも今、政権が変わったところでやってるわけで

すよ。まさにそういうものをやろうかという前段ですよ、これは。だからやれるんですよ、や

ろうと思えば。それを電算システムと連動しなければだめだからやりませんよという形でやっ

たらだめですよ、これは。 
今後十二分にこういうふうな改革に伴う事業をやるときには、やるかやらないかについては

こういうシステムでこれをやらないと絶対ダメだというものであれば我々も認めますけどね、

あなた達は何も我々に報告なしに電算システムの関連がありますから止めますということだけ

言って、継続しろと言ったってできないわけですからね。だからやっぱり予算で出して削る場

合には、例えば土地の買収が出来なかったとかね、そういうものだったら分かりますよ。だけ

どこういうものについては改革のものですから１日も早く、１時間でも早く取り組まなければ

ならない事業ですね、やめるとか何とかある場合には議会にこうこうこういう事情で止めます

よというぐらいの事前の報告があって私は然るべきだと思いますので、今後こういうことのな

いように申し添えて終わります。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質問を許します。 
○楡井委員 
 それでは決算書の１１５ページから１１７ページにかけて、人権同和推進費に関連してお聞

きいたしたいと思います。資料でいえば、資料要求した資料の１４ページから８８ページにか

けてになりますけど、まだ全部が全部質問するということではありませんが、第１点はですね、

資料の１４ページ、１５ページに人権同和対策事業決算総括表というものがありますから、こ
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の中から何点かお聞きしたいと思います。 
まず最初にお聞きしたいのは歳入の項目の中に同和団体への補助金、ちょっと言葉があれで

すね。歳出のほうでですね、同和団体への補助金というのをいろいろ出しております。この中

でその団体補助金を出すための財源として、この歳入の中にその団体補助金の県ないし、県か

らのこの助成金、その他があるかどうかそれをまず教えてください。 
○人権同和推進課長 
 歳入の中に運動団体に対する補助金に該当する財源があるかということでございます。県支

出金等はございません。一般財源の中から支出いたしております。 
○楡井委員 
 団体補助金は全く飯塚市独自のものだというご答弁ですね。それからこの表の中で、１番上

の表の隣保館事業補助金というのがありまして、これが３０９,０００円ほど減額になっている

と思うんですね。これらについての理由を説明していただきたいと思います。 
○人権同和推進課長 
 隣保館事業補助金の削減額３０９,０００円につきましては１７、１８、１９年度の３カ年の

モデル事業といたしまして、高齢者に対するデイサービスのモデル事業を行っておりましたが、

その金額は６００万円補助金がありましたが、これが１９年度に終わりまして、２０年度から

は正式にデイサービス事業という補助金で行うようになりまして、それが１カ所当たり２,５４

４,０００円ということで２カ所行っておりますので、その差額９０万円ほどと、また補助金、

隣保館運営費補助の補助単価がこちらのほうは上がっております。デイサービスのほうは若干

下がっておりますけど、補助単価のほうは上がっております。これを相殺いたしまして金額的

には３０９,０００円減少しているという状況でございます。 
○楡井委員 
 次に、それと同じ欄の一番右の方に穂波人権啓発センター無許可使用損害金ということで１

９３,０００円上がっておりますが、この中身はどういうことでしょうか。 
○人権同和推進課長 
 この件につきましては決算、予算、それぞれの委員会等でもいろいろご指摘を受けました。

穂波の人権啓発センター内に運動体、穂波町協が入っておりました関係の部分、１９年１１月

いっぱいで退去するようにという指導を行っておりましたが、そのまま退去せずに１９年１２

月から２０年の６月まで使用をしていた関係、許可はいたしておりませんでしたので、指導不

十分でありましたが、結果的には無許可、無断使用という形になりまして、損害請求を行いま

した金額がこの金額でございます。 
○楡井委員 
 解放同盟の事務所が約束通り退去しなかったと。それからそのために市に損害金が生じたと。

その損害金を県がこの補助してくれたとこういうことですか。 
○人権同和推進課長 
 雑入でございますので、あくまでも運動団体から損害金を受け取っておりますその金額でご

ざいます。県からではありません。 
○楡井委員 

それでは次にですね、人権同和教育の関係で啓発費補助金というのがあります。これの目的、

それから事業内容、これについてお聞きしたいと思います。 
○委員長 

誰が答弁しますか。暫時休憩いたします。 
休 憩 １０：５６ 
再 開 １１：０６ 
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委員会を再開いたします。 
○人権同和教育課長 
 大変失礼しました。質問の趣旨をちょっと把握しきれおりませんでしたので回答させていた

だきます。福岡県人権同和問題啓発事業補助金の交付要綱によりますと市町村が実施する同和

問題を始めとする人権問題啓発事業に対する経費に対する補助を行うことによりまして、人権

課題の早期解決に資することとなっております。なお、その事業内容につきましては歳出、教

育費になりますけれども、大まかなご説明といたしますと街頭啓発の実施、講演会、研修会の

開催、啓発冊子等の作成、以上のような内容でございます。 
○楡井委員 
 次にですね、今の問題はまた後ほど質疑したいと思います。次に、この総括表の歳出のほう

に一番上の段の右から３つ目に補助金というのがありまして、これはその６,５５６,０００円

ほど減ってるわけですね。この内容について、どういう理由で減額になったのかについてお聞

きしたいと思います。 
○人権同和推進課長 
 この補助金の大半は運動団体に対する補助金がほとんどでございますが、実質６,５５６,０
００円削減になったということは運動団体への補助金の削減であります。 
○楡井委員 
 それから、今の答弁で６,５５６,０００円ですかね、減ってるわけですけども、先ほどの答

弁では、歳入はなかったという話ですけど、これ全部、市の歳出ということになるということ

になると思います。それから次にですね、二段目の真ん中あたりに、農業関係の歳出があるん

ですけども、同和関係の農業土木のことだと思うんですが、改良工事で昨年に比べて、約２倍

半までいかないけど、２.３８倍くらいになってると思うんですよね。この事業と言いますか、

工事の内容についてご説明願いたいと思います。 
○農林課長 
 事業費が２倍程超えることになっている理由でございますが、農業の改良工事といたしまし

ては、水路の改良等がこの件の支出の主でございますが、事業的な仕分けをしますと、同和対

策事業というような感じで資料を提出させていただいておりますが、農業用水路につきまして

は、上流下流の取水排水の関係、浸水的な関係がございますので、個々の昨年度、一番大きな

要因は、穂波町の小正という所の改良工事をしたわけでございますが、これに伴いまして、上

流と下流との水利の調整なり、浸水の対策に支出するために、個々の工事によってこの地区だ

けでなく、上流下流の水路がスムーズに流れるというかたちで取り組んだ次第でございます。 
○楡井委員 
 一番下の表ですね、人権同和教育の補助金で、これが昨年に比べて４４％に下がっています。

このことについて、内容を説明してください。 
○人権同和教育課長 
 ただ今のご質問でございますけれども、総括表の１５ページ、人権同和教育費補助金、前年

度比で８,３８５,０００円の減となっております。減額となった主なものについてご説明申し

上げますと、平成１９年度限りで、２０年度に廃止になった事業、幼稚園就園費奨励金、授業

料補助金から小中学校高校大学の入学支度金、就学奨励金が合計で６,４９０万円の減額、併せ

まして、これは２０年度の継続事業でございますが、嘉麻市、桂川町と共同実施の人権啓発交

流フェスティバル事業、この事業につきまして、平成１９年度は本市が、県の再委託金を代表

して受け入れまして、負担金として支出しております。なお、この事業つきまして、２０年度

については再委託金を受けておりませんので、この事業費１,０８９,０００円の減となってお

ります。併せて、人権同和教育研究協議会補助金につきまして、補助金額を１０％、６４９,
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０００円を減額したことが主な内容でございます。 
○楡井委員 
 続いてですね、資料によるところの解放同盟、更には同和会の決算書からお尋ねいたしたい

と思います。まず、解放同盟の決算書、０８年の年度の分ですけれども、数字上の違いなのか

どうかよくわかりませんので、まずその点からお聞きしたいんですが、表のですね、一番右の

欄の一番下に１,２２０,０７７円という数字があります。この数字がですね、繰越金の数字と

違うんですよね。これはどういうことなんでしょうか。まず、そこからお聞きしたい。 
○人権同和推進課長 
 今ご覧になってる決算書につきましては、残額というのは、あくまでも予算現額に対する決

算額の比較でありまして、下の繰越額はあくまでも歳入から歳出を引いた差額が繰越額になり

ますので、当然違ってきているというふうに思います。 
○楡井委員 
 そうすると、そういう違いがこのどのページにもあるのかなというふうに今思うんですけど、

計算の仕方の問題だというふうに今思いますんで、それくらいにしておきますが、次に、決算

書の収入の方のですね、会費の問題があります。平成１９年度に比べて、今回の会費が５６２,
８００円ほど減少してるんですよね。これの原因についてお聞かせ願いたいと思いますし、会

費は月額幾らなのか、そして会員数は何人なのかですね、お知らせ願いたいと思います。 
○人権同和推進課長 
 まず低下してる要因でございますが、主な要因がですね、会員数が１９年度、１,１４７人で

したが、２０年度は１,０９２人と会員数が低下しておりますので、当然、会費総額は下がって

くるというふうになっております。会費につきましては、２０年度につきましては、飯塚市協

に統合されまして、一本化されましたので、同時に会費が月額６００円になっております。１

９年度につきましては、４町協につきましては４５０円、飯塚市協につきましては１,０００円

というばらばらな状況でございました。そういう状況です。 
○楡井委員 
 会員の減少が会費収入の減少だというふうに言われました。そして、会費が飯塚市協の方は

そのままですけども、４町の方からの分は４４０円が１,０００円になったと、こういうことで

すよね。そうすると、会員数の減少は５０人なんですよね。私、計算が間に合いませんけども、

会員の減少は約５０人弱ですか。それから、会費は６００円上がっているわけですから、会費

は増えてしかるべきじゃないかというふうに、今ちょっと印象的に思うんですよね。掛け算す

るとどうなるか分かりませんけど。それはどうですかね。 
○人権同和推進課長 
 今、議員が認識されたのとはちょっと違ってると思います。１９年度の会費は旧飯塚市協は

１,０００円でした。残りの４町が４５０円で、今度は２０年度になりまして組織は統合されま

して６００円という形になっております。会員数で、１９年度が１,１４７人から２０年度１,
０９２人下がっております。５５人、人数で下がっております。 
○楡井委員 
 会費が、私１,０００円になったのかというふうに思いましたので、会費は２０年度は全員６

００円ということですね。そうすると、数字が合うかもしれませんけど、一応そういうことを

お聞きしておきます。次に、補助金ですけども平成１９年度１市４町分を合わせると４１,３７

７,０００円余りになるんではないかと思うんですね。その金額と２０年度の補助金を計算しま

すと平成２０年度は６００万円位増えてることになるんではないかというふうに思うんですが、

そういう認識でいいかどうかですね。ちょっと、私の計算が間違ってるのかどうか教えて下さ

い。 



 13

○人権同和推進課長 
 今、申されましたのは、あくまでも旧飯塚市協、それに４町協分と新市協との比較でござい

ますが、１９年度までは、嘉山地協というものが別にありまして、その分も補助金として支出

が９,３０７,８００円程出しておりましたので、と足した分で１９年は比較いたしますので、

そういうかたちで数字が変わってきております。 
○楡井委員 
 私、計算したのはですね、各１市４町の市町協に支出された金額なんですよね。その金額の

中にその金額と今回の金額との差ですから、今回の金額の中に上部団体への負担金というのが

あるんですか。それを加えておるという、向こうでいえば、地協ですかね。そういうことなん

ですか。 
○人権同和推進課長 
 ちょっと、若干違うようでございますが、上部団体の納付金的な部分じゃなくてですね、行

政から１市協、４町協に対して補助金を出してる以外に、上部団体でありました嘉山地協とい

うものがありましたので、それがそこにも補助金を出しておりましたので、それも合わせた部

分で、前年度の補助金の比較表には入っておりました。２０年度につきましては、あくまでも

その上部団体である嘉山地協がなくなりましたので、１市協、４町協が一つになりまして、飯

塚市協１本になりましたので、当然下がったという形になっております。 
○楡井委員 
 先ほど私言っていますようにですね。平成１９年度のですね１市４町への、いわゆる市協、

町協ですね、そこへの補助金の金額が４１,３７０,０００円余りなんですよ。ところが今度４

７,３７０,０００に増えているんじゃないかというふうに言っているわけですけど、それはど

うなんですか。 
○人権同和推進課長 
 私はあくまでも、行政から組織に対して支出してる補助金の比較でこの総括表を出しており

ますので、１９年度につきましては１市協、４町協プラス嘉山地協に行政から出しました補助

金も含めた金額が１９年度入っております。２０年度につきましては、嘉山地協という組織が

なくなりましたので飯塚市協にだけ支出しております。委員が言われますように、１市協、４

町協分とそれと２０年度の１市協だけを比較しますと、金額的には上がっているというふうに

思います。 
○楡井委員 
 今説明されるような方向であれば、２０年度の分が下がるのが当たり前でしょう。１９年度

は上部団体への分も９３万円入れてたわけですからね。ところが、１９年度の分９０万円を入

れるならですね、もっと下がることになるんじゃないですか。だから、私が言っているのはそ

の上部団体の分は別にしてですよ、市協、町協に出していた補助金を合計すれば４,１３７万円

だよと、今度は４,７００万円になっているから６００万円上がってるやないかと、だから、９

３万円とかいう嘉山地協に出していた分は全然外してるわけですよね。あなたが言ったことと

逆になるじゃないかと思うんですよね。 
○人権同和推進課長 
 説明が不十分で申しわけありません。たしかに委員が言われるですね、部分の比較になりま

すとですね、上がっておりますが、あくまでも旧上部団体であります嘉山地協、その下に４町

協、それとは別に飯塚市協というものが１９年度までございました。それが２０年度に嘉山地

協というものがなくなりまして、旧飯塚市協と４町協が１つの組織になりまして、飯塚市協が

去年４月に発足しております。その部分で１年間との経過措置としてですね、嘉山地協として

取りまとめていた分の取りまとめが今度は１市協になりましたので、そこのところ配慮いたし
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まして、経過措置として若干の上積みをしておるという状況でございます。 
○楡井委員 
 空間の数字のやり取りでは混乱しますね。１市４町のね、１９年度の補助金を合計して下さ

い。それと今回の４７,３７０,０００円ですか、これを比較すればすぐわかることじゃないで

すか。だからその質問については、保留します。 
○委員長 
 わかる人が答弁して下さい。数字上だから簡単に説明すれば終わること。 
○企画調整部長 
 今の質問者のお尋ねは、飯塚市が一般財源として各運動団体に出してる補助金ということで

お答えを申し上げます。平成１９年度におきましては５０,６８５,０００円、これを飯塚市か

ら各運動団体の方に補助金として支出をいたしております。それが平成２０年度実績としては

いたしまして、これが４７,３７７,０００円という補助金を支出しております。差し引き約３

２０万円程度の補助金の減額ということになっております。 
○楡井委員 
 同和団体一般を見ないでもらいたいんですよ。そして、上部団体とか下部団体とかというの

も考えから外してもらいたいんですよ。ただ、今でいえば市協、１９年度は市と町協、市と町

協ですかね。この比較を単純にしたいわけですよ。ですから、１市４町のそれぞれの団体に出

していた補助金の合計は、幾らですか。それと今回の分を足せば、非常に単純なんですよね。

と思うんですよ。どうですか。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １１：２７ 
再 開 １１：２７ 

委員会を再開します。 
○人権同和推進課長 
 議員が言われますように、１市４町の１９年度でいいますと、飯塚市協、４町協と、それと

２０年度の飯塚市協との比較になりますと先ほど申されましたように１９年度が４１,３７７,
５００円になりまして今度の２０年度の新市協に対する補助金が４７,３７７,５００円になっ

ておりますから、言われますように６００万円増えたかたちになっております。理由は先ほど

述べましたように１年経過措置として、そういうかたちで措置しております。 
○楡井委員 
 非常に単純なのにね、何分かかったかわからんけどもきちんと数字はですね、把握をしてい

きたい。この１年間、昨年に比べて、６００万円増えてるわけですね約、この６００万円増え

た理由、更には、この６００万円をどげなふうにしてこの４７,３７７,０００円を計算したの

か、そこをきちんと報告して下さい。 
○人権同和推進課長 
 先ほども、前の質問の中でご説明いたしましたように、その６００万円分につきましては、

先ほど申しました１９年度につきましては嘉山地協という上部団体があって１つの組織構成が

でき、その下に、４町協というものがございました。それと別に離れて旧飯塚市協というもの

がありました。それが、ひっくるめて嘉山地協というものが２０年度なくなりましたので、そ

れが一つになりました関係で、もと上にあった嘉山地協、それと旧飯塚市協、そして４町協、

そういう組織が１つになりました関係でスムーズな一本化移行をですね、求めておりましたけ

ど、１年間の経過措置で嘉山地協に出しておりました９,３０７,８００円も含めた１９年度の

予算から含めて６００万円程度のですね、上積みをしたということでございます。 
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○企画調整部長 
 今、担当課長は６００万円の上積みという答弁してますけど、平成１９年度の実績としまし

て、嘉山地協、ここに９３０万円の補助金を出しておりました。しかしながら、１年間の経過

措置ということで、この９３０万円を６００万円に減額したということで、この差し引きが約

３３０万円生じております。１９年度と２０年度を比較しましたら、先ほど私答弁しましたよ

うに約３３０万円、ここの減額が当然に嘉山地協の分の、先ほど言いました３３０万円と、い

わゆる突合するということでございます。 
○楡井委員 
 １年間の経過措置３００万円を削って３３０万円出したと、こういうことを言われるわけで

すね、上部団体に。違いますか。もう一遍。 
○企画調整部長 
 平成１９年度は嘉山地協に対しまして、９３０万円の補助金を出しておりましたが、嘉山地

協というのが平成２０年度になくなりましたけど、経過措置ということでこの９３０万円を６

００万円に減額したと、この差が３３０万円出てきてるということでございます。上部団体と

いうその名称は別にしまして、１９年度は嘉山地協と各４町協があったということで、平成２

０年度は嘉山地協がなくなりまして、各４町と飯塚市協という団体の枠組みであったというこ

とがございます。 
○楡井委員 
 角度を変えますと昨年、平成１９年度の分が４１,３７０,０００円ですね。今回の分が４７,
３７０,０００円。この間に６００万円の差があるじゃないかと、ですね。一方、嘉山地協とい

うところに平成１９年は９３０万円ほど出していたと、これを平成２０年度は経過措置になる

ものを言いながら６００万円減らして３３０万円上納することにしたということですか。３３

０万円削って６００万円にしたとこういうことですね。その６００万円が結局、去年と今年の

比較をして６００万円増えてる。そういう内容だとこういうことですね。それでいいですか。 
○人権同和推進課長 
 今、委員が言われましたとおりでございます。 
○楡井委員 
 そうするとですね、日頃担当課その他がですね、同和団体の補助金を減額してきたと、努力

を認めてくれというふうに我々によく言います。そういう意味では１９年と２０年の差異は、

全く差がないということになりますし、上部団体というありもしないところにね、６００万円

もお金出すというのはいかがなものかというふうに思います。この９,３９０,０００円を６０

０万円にしたということがですね、妥当なのかどうか、このことについて、どういう理由で３

３０万円削って６００万円にしたのか。更には、４７,３７７,０００円、これがどういういう

基準で支給されたのか、先ほど質問しましたけどご答弁ありませんので、再度質問します。 
○人権同和推進課長 
 今、申されました削減の努力をしているということに対してですね、数字的にはなってない

ということで言われますが、組織としての構成上、嘉山地協があり、その下に４町協、また、

向こうの方にもあった４町協、嘉麻市にいった分もありますけど、上部組織があって、その下

に町協がございました。そして、別に飯塚市協がありました。そういうものに対しましてです

ね、組織の統合、一本化というものをですね、当然運動団体と十分協議しながらですね、そう

いう努力を進めた結果ですね、先ほど部長も答弁いたしましたが、全体の中ではですね、５千

万円ほどに嘉山地協分も含めてなりますが、５千万円ほど出していたものをですね、４,７００

万円ということで、３３０万円ぐらいでありますが、そういう削減をしたということで、協議

の中でそういう努力をしております。ただし、沢山あった組織を１つにまとめたということで
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ありましたので、１年間は経過措置というかたちで、１年間６００万円を加えております。そ

ういう状況でございます。 
○楡井委員 

支給基準を言わないんですよね。言ってください。 
○人権同和推進課長 
 支給基準についてでございますが、支給基準についてはですね、算出的な根拠はございませ

ん。団体の年間事業、事業実績等のボリューム等を参考にさせてですね、補助金額は決めてお

ります。 
○楡井委員 
 今の答弁にあったようにですね、確たる支給基準が全くない、根拠はないんですよね。です

から、３９３万円を６００万円にしたとかいった形の、掴み金を支出しているというような状

況が続いているわけですよ。こういう法律に基づかない、条例などに基づかないですね、支出

が依然として続いているということは、非常に不正常だというふうに思います。それから、先

ほど総括表で質問しました補助金はですね、全体として減少しているということなんですけど

も、ここで言えば、それに逆行してるんだという説明があっている、そういうふうに思います。

次にですね、県連への会費の上納、これは会費の上納や負担金があります。これを差し引けば

ね、会費やカンパによる自主財源は、２０８万円くらいにしかならないんですよ。いいですか、

それ確認したいんですが。 
○人権同和推進課長 
 自主財源にあたる部分でございますが、今委員が申されましたように会費、カンパでござい

ます。 
○楡井委員 
 その会費、カンパ、自主財源からですね、上納金、負担金を支出すれば、残りが２０８万円

くらいんしかならんでしょうというふうに言っているわけですよ。それも確認できますね。 
○人権同和推進課長 
 今委員が申されますように、当然県連に会費の中から上納する分を引きました自主財源とな

りますものは、委員が言われました２,０８５,６００円でございます。 
○楡井委員 
 そうするとですね、この２,０８５,６００円という自主財源ではですね、解放同盟の事務所

それから会議費、この合計にも足りないということになりますが確認できますか。 
○人権同和推進課長 
 自主財源を主に投入するのは、行動費等に投入いたしております闘争費等に充当しておりま

すので、他の事務費、人件費も含めまして補助対象経費から出されております。 
○楡井委員 
 行動費と言えばですね、２,７２９,０００円、約２,７３０,０００円、ほぼ先ほど言った２,
００８,０００円よりもこれ少ないんです、やっぱりね。そうなってくると、人件費の１５,６
４７,０００円を始めその他の活動費全部がですね、市民の税金ということになるわけですが、

確認できますか。 
○人権同和推進課長 
 補助金の趣旨であります行政の補完という形で活動していただいておりますので、それに伴

う経費として、今委員が申されました人件費、事務費等につきましては補助対象経費というこ

とで認めて支出いたしております。 
○楡井委員 
 支出の認めるとか認めんとかということではないですけども、答弁でも明らかなように人件
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費そのものはですね、全額市民の税金だと県の方からの補助金はないわけですから、全部市民

の税金だということを確認しますね。それから、平成２０年度のですね、飯塚市協議会は嘉山

地協から別れたと言いますか、脱退したと言いますか、別組織になったわけですよね。平成１

９年の嘉山地協の決算の際にですね、２,２５６,７３７円という剰余金ありまして、それを飯

塚市が１,０７０,５９３円、嘉麻と桂川地協で１,０２６,１４４円に分割しています。このお金

がですね、行方がハッキリしていないじゃないかというふうに思いますが、これはどういうふ

うに説明していただけますか。 
○人権同和推進課長 
 その差額となります１６万円程でございますが、２０年の３月で嘉山地協というものがなく

なっておりまして、その３月までの電気代とか、電話代等は遅れて請求がありますので、その

分の支払いのため１６万円が使われております。 
○楡井委員 
 本来これはですね、２００８年度の繰越金というところにですね、加ってこなきゃならない

というふうに思うんですよ。この５団体の剰余金、これは１,２７４,０００円あるんですよね。

そして、今の１,０７０,５９３円というのを加えると、２,３４５,５００円という余りになるん

ですが、決算書の数字が違うということになりますけど、これはどうですか。 
○人権同和推進課長 
 先ほども申しましたように、決算で剰余金として出ました数字とですね、新たに設立されま

した飯塚市協、また嘉麻市・桂川側の嘉麻桂川地協に分配いたしました金額とそれ以外の部分

で、先ほどからご指摘受けてます１６万円につきましては、嘉山地協が３月までありましたの

で、その分の未払い分がですね、電気代・電話代等遅れてですね、請求があります。未払い分

が当然ありますので、１６万円は未払分にそれは支出しておりますので、決して不明瞭な支出

ではありません。 
○楡井委員 
 次に、給与規定について、お尋ねいたします。ここで言うところのその給与とですね、それ

から決算書上に出てくる行動費、この違いについて、定義についてですね、説明していただき

たいと思います。 
○人権同和推進課長 
 基本的にはですね、給与規定、給与というものは常勤の役員に支払う部分でございまして、

行動費というものは非常勤の役員の行動費というかたちで支出いたしております。 
○楡井委員 
 常勤の方の生活費を補うものと、これが給与、それから、非常勤の方達の日常活動その他に

使う費用が行動費と、こういう仕分けといいますか、定義だというふうにご説明を受けたよう

に思います。現在、この解放同盟の飯塚市協は給料の中で夏冬各２ヵ月と年４カ月の一時金、

ボーナスといいますか期末手当と言いますか、いうことになっていますが、今飯塚市の職員の

期末手当は４ヵ月ありますか。 
○人事課長 
 ご質問でございますが、期末・勤勉合わせまして４ヵ月以上ございます。４.４号月という支

給をしております。 
○楡井委員 
 それからこの給与の方は当然やられているというふうに思うんですが、行動費に関して、源

泉徴収、更には所得税の課税対象になる金額ですかね、この行動費というのは。 
○人権同和推進課長 
 大変申し訳ありませんが、その行動費でされた個人ベースでのものが課税対象になっておる
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か、源泉徴収されておるのかということは申し訳ありません把握しておりません。 
○楡井委員 
 行動費が課税対象になるかならないか、把握していないということですが、これをきちんと

把握していただかなければならないと思うんですよね。何人の方が受けとっているかわかりま

せんけれども、年間これ１２０万円になるんですよ。ですから、１２０万円だけならね、課税

対象にならないと思いますけれども、その方達が他の収入などと合わせてですね、課税対象、

非課税を超えるような状況になっておればですね、問題になるというふうに思いますので、き

ちんと把握して、また後ほど報告をしていただければというふうに思います。 
 続いて、同和会関係の決算書からお聞きしたいと思います。市の補助金がですね、平成１９

年度と平成２０年度ではですね、７１％に減額されています。これは、きちんと人数が出てま

したから人数一人あたりどうなんだろうかなというふうに、思いましたら一人あたりが３６,
６５１円というふうになってるわけですね。これがちなみに、平成１９年度の金額だったら３

９,９８２円、約４０,０００円に一人あたりになっているんですね。一人あたり４０,０００円

が３６,６００円に減ってるわけです。この理由ですね、平成１９年は、平成１８年度と１９年

度を比べれば、９０％になってます。それが今度は、７１.１％に後退しているという状況なわ

けですね。それと、一人あたりの金額を今言ったとおり、この理由について、説明して下さい。 
○人権同和推進課長 
 補助金額を決める段階で、先ほど解放同盟の部分でも言いましたが、補助金額につきまして

は、団体の年間事業計画、それに事業実績等のボリューム等もですね、参考にさせていただい

て、補助金額を決めておりますが、前年度の活動状況等も踏まえまして削減をいたしておりま

す。 
○楡井委員 
 そうすると、解放同盟のほうはですね、上部団体の関係もあってほぼ横ばいと言いますか、

いうような状況、６００万円を多いと、前年に比べて、いうようなことに今なってる。一方で

は、７１％にまで減額されていると。今、活動のボリュームとかいう言葉が出てきましたけど、

この団体の活動状況は非常に低調だということを言われたんですか、お尋ねします。 
○人権同和推進課長 
 低調ということではなく、あくまでも先ほど申しましたように、当該年度の年間の事業計画、

また、昨年度の事業実績等を十分考慮いたしました結果、こういうかたちで削減をいたしてお

ります。 
○楡井委員 
 活動実績、更には平成１９年度の活動実績、そして、平成２０年度の活動計画、これを勘案

したということでありますけれども、結局そういう活動が不活発だということで２０％、前年

比で２０％、約３０％削ったということになりますけども。そういう理解でいいですか。 
○企画調整部長 
 ただ今の質問者の質問は、全日本同和会に支出している補助金の平成１９年度と２０年度を

比較して約１００万円減額してる内容、これにつきましては、いわゆる平成１９年度の事業実

績、それから２０年度におきますこの全日本同和会の事業計画、ここらあたりを十分に精査、

検査しました結果、金額としまして平成２０年度は３７０万円という補助金にしております。

その事業の内容が低調であるのかとは、そういうことじゃございませんでいわゆる事業の中身

をしっかり把握した中で、これ位の補助金が適切であるというふうな中で、補助金を出したわ

けでございます。 
○楡井委員 
 今の説明でも、削減の理由が活動実績、活動計画、これを市の皆さん方が判断をして、やっ
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たということですよね。結局、予算額を縮小していってるということは、活動が低下、低調だ

ということをお金の額で表したものじゃないかというふうに思うんですよ。 
それでですね、もっと別の面からこの今の活動内容の数字を検討しますと、平成１８年の会

費納入、資料にあります。これから類推するとですね、全日本同和会全体で５５.５人というの

は数字になるです、会員さんが。それが平成１９年は１２０人になってます。それから、平成

２０年は１０人減って１１０人です。１８年度と比べれば、平成２０年度１０人減ったにして

も２倍の会員さんに増えてるわけですよ。 
今の状況で大衆団体と言いますか、こういう私的な団体の会員さんが増えるというのは、非

常に珍しいことですよ。私どもも色々団体の方達と接触しますけど、中々会員さんが増えない

と、組合員さんが増えないということで、悩んでおられるわけですね。事実、解放同盟は減っ

ているわけでしょ。どのような活動でこの会員さんが増えたのか、その内容を十分にその精査

したということであれば教えて下さい。 
○人権同和推進課長 
 会費から類推するとということで、１８年度につきましては５５人余りというかたちで出さ

れておりますが、１８年、１９年、今年は２０年の決算でありますが、１８年の決算の段階か

ら特別委員会で不十分な会計処理が同和会等で行われているんではないかというですね、あの

厳しいご指摘を受けておりましたので、１９年、２０年につきましては、組織とも十分精査い

たしまして、本来の会員数そういうことまで含めてきちっとした数字を１９年度以降出させて

おります。大変１８年度の決算については、指導が不十分でこういうかたちになっております

が、これは実態をきちっと客体把握ができていなかったという不十分さがあったからの数字で

ありまして、新たな取り組みをしたから会員が一遍に増えたとか、こういうことをしたから増

えたということじゃなく、それだけの会員数と決算処理が不十分な部分があったということで、

そういうかたちで、現在は正しく数字が上がってきているというふうになっております。 
○委員長 
 楡井委員さん、この団体の補助金を組む時の予算についての質問に移行しているみたいなん

で、これは決算なので、つけたときの理由よりもこの決算をどういうふうに使ったか、決算に

相応しい質問に切り替えて下さい。 
○楡井委員 
 決算の数字で質問してるつもりなんですけども、今言われたことはですね、今の答弁は非常

に重要だと私思いました。というのもね、１８年度の分はきちんと掌握してなかったからこう

いう数字だというふうに言われたんですよね。つまり、１８年度の決算書は私たちがつくりま

したということですよ。今の説明はそうなるじゃないですか。 
それから質問先に移ります。一般質問の際ですね学校教育課のとのやりとりで、５月に研修

会を行いましたという質疑がありましたね。そのときに同和団体は研修会に呼ばなかったとい

うふうに言われたんですよ。そういうふうに市の方から同和会を排除しておいてですよ、活動

が低調だということで補助金を削減している。結果的に決算でなっとるわけでしょ。その点ど

うですか。 
○人権同和推進課長 
 一般質問の折に学校教育課に対しまして、５月の研修会の等々の質問がありましたが、その

折の答弁の中に同和会は研修会に参加してなかったということがありました。その部分につき

ましては、私のほうで分かりませんが、全日本同和会のほうの活動は就労対策、結婚差別等の

解消に向けた努力をしていただいてるというふうに十分確認できておりますので、その上で補

助金等も適正に支出いたしております。 
○楡井委員 
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 この項の質問をこれで終わりますけど、参加しなかったというのではないでしょ。呼ばなか

ったんですよ。これは全然違いますよね。そのことを指摘しておきます。 
○委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 

質疑がないようですから、第１款議会費及び第２款総務費についての質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。 
休 憩 １２：００ 
再 開 １３：００ 
 委員会を再開いたします。次に、第３款民生費及び第４款衛生費１２７ページから１５９ペ

ージまでの質疑を許します。まず質疑事項一覧表に記載されております楡井委員の質疑を許し

ます。 
○楡井委員 
 長寿祝金のことについて幾つかお尋ねいたします。この長寿祝金の目的についてお聞かせ願

って数字上の問題はまた、その後にお願いしたいと思いますので、長寿祝金はどういう目的を

持ってるのかということについてお尋ねいたします。 
○高齢者支援課長 
 ７７歳、８８歳、９９歳、１００歳以上の方に対して支給することにより、長年の功績に対

する敬意を表して支給をいたすものであります。 
○楡井委員 
 その目的を実行するのになぜ７７歳、８８歳、９９歳、１００歳というふうに、まあ１００

歳以上にだけ４つに、４つの年齢だけに絞ったのかという理由をいただけますか。 
○高齢者支援課長 
 行革の一環として節目での支給の見直しをしたものでございます。ご理解をお願いいたしま

す 
○楡井委員 
 行財政改革ということで、そのしわ寄せがお年寄りにどんといったことになるんですけど、

例えば長寿社会といいましても７７歳の人が８８歳になる間に資料９３ページによりますと８

００人以上の方がこの間、この１１年間に亡くなっているということになると思うんですね。

この数字が正確なのかどうかわかりませんが、今この数字を比較すると、そうなると思うんで

す。それから８８歳の人が９９歳になる間に４００人の方が亡くなっているということになる

と思うんですよね。当然その間に増えている人も、その該当の年齢になる方もおりますので、

単純にこの数字じゃないと思うんですけども、分かり易い数字で言えば、こういうことになる

んじゃないかというふうに思うんですけども、果たしてそういう数字で理解していいのかどう

かですね、実際の内容と少し今私が言ったことでは実際の内容にそぐわないものがあるんじゃ

ないかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうかね。 
○高齢者支援課長 
 受給対象者のご質問かと思われますが、確かに資料からいきますと７７歳から８８歳までに

３分の１程度、また９９歳以上になると２０分の１程度に減ってくると、これはどうしてもそ

ういう転入転出またあるいは死亡というものがございますが、これから先につきましては団塊

の世代の方がますます高齢化していく中で、対象人口が逆に増加していくものかと考えており

ます。 
○楡井委員 
 １９年から２０年にかけて、また１８年からという資料があるんですけど、７０歳以上の高
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齢者の方から７５,５３０,０００円ほど取り上げたと、この方達はそういう７５,５３０,０００

円がとの喜びを失ったということになるんじゃないかと思うんです。市の側からは、お祝いの

気持ちを７５,５３０,０００円分表さなかったということになるんじゃないでしょうかね。そ

ういう認識を市長は持っておられますか。 
○保健福祉部長 
 長寿祝金の実施状況につきましては、平成１７年度につきまして、以前につきましては各町

それぞれの基準に基づいて実施させていただいたところでございます。また１８年度につきま

しては、７０歳以上ということで実施させていただきました。非常に厳しい財政状況の中で、

合併ということに踏み切ったわけでございますけれども、この長寿祝金につきましても合併協

議の中でもいろいろ論議いたしまして、またその後財政状況の厳しい中いろいろご批判もござ

いました、またあのようなお金を子育て支援等に使っていただきたいというような声もいろい

ろと伺っております。いまだにお叱りを受けるところもございますけれども、一言で言いまし

て非常にやっぱり財政状況、いつもこればかり申し上げまして申しわけないんですけれども財

政状況の厳しい中、節目支給というふうに変えさせてただいておりますのでご理解方よろしく

お願い申し上げます。 
○楡井委員 
 目的がしっかりしているわけですね。財政厳しい状況とか、それから行革とか言われるなら

ですね、全体がこういう状況にいけばいいんですけども、飯塚市の行政は必ずしもそうなって

ないわけですよね。今までは７０歳からもらっていたわけですが、７０歳から７７歳までは７

年間あります。それから７７歳から８８歳までは１１年間あるわけです。さらにまた８８歳か

ら９９歳までは１１年間あるわけですね。この間も長生き、長寿という意味では変わらないと

思うんですよ。そういう意味で、この間の７年、１１年、１１年という間は市から長寿を祝っ

てもらう具体的な動きがないということになるんだと思うんですね。嘉麻市の場合は、１００

歳になったら１０万円の祝金が支給されるということについては御承知ですか。 
○高齢者支援課長 
 確かに嘉麻市では１０万円となっております。なお、１０１歳以上につきましては記念品の

支給となっております。 
○楡井委員 
 嘉麻市の方が飯塚市よりも財政的には非常に厳しい状況だと思うんですよ。そういうところ

が、飯塚市よりも３倍以上のですね、１００歳になったら喜んであげているということになる

わけですね。このことをきちんと指摘しておきたいというふうに思います。そういう意味では、

飯塚市のお年寄りに対する、これだけではないと思うんですけれども、この問題で言えばです

ね、非常に冷たいということを指摘いたしておきます。この件は以上です。 
○委員長 
 次に、田中裕二委員に質問を許します。 
○田中裕二委員 
 今の楡井委員の質問と重複する点があろうかと思いますので、主に要望だけさしていただき

たいと思いますが、一点だけ質問させていただきます。制度が改正されて、この制度改正の目

的は行財政改革の一環だということだと思いますが、この表を見ますと１８年度から２０年度

の金額を比較しますと、９２,８３２,０００円の削減効果があったというふうにされておりま

すが、この削減された分で高齢者福祉に対してはどのように活用されたのか、この中でどのく

らい高齢者福祉に活用されたのかお尋ねいたします。 
○高齢者支援課長 
 財源の充当先は高齢者福祉費というわけではなく、一般会計全体の中での財源に有効に活用
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させていただいているものであります。 
○田中裕二委員 
 最初に言いましたように高齢者福祉だけに活用できるものではないとは思いますが、しかし

ながら９２,８３０,０００円のお金が、俗にいう言い方すれば浮いたわけですから、この中で

少しでもこの長寿祝金に変わる高齢者福祉に活用していただきたいということを要望いたしま

して質問を終わります。 
○委員長 

次に、楡井委員に質問を許します。 
○楡井委員 
 それでは老人クラブの問題についてお聞きしたいと思います。これは資料を９４ページにな

ると思うんですけども、それを参考にしながらお聞きするのですが、ここでもまず目的をはっ

きり述べていただきたいというふうに思います。 
○高齢者支援課長 

老人クラブの目的につきましては、高齢者の方の生きがいづくり、また地域での活動、生き

がいづくりに取り組んでおられるとこであります。 
○楡井委員 
 お年寄りの生きがいづくり、またそのお年寄りの力を地域の活動に生かすというようなこと

を説明されたと思うんですが、この資料によりますと平成２０年度の老人クラブの会員さんは

６,００１人です。１８年度の７０歳以上の方が先ほどの資料によりますと２２,２００人とい

うようになっていたと思いますので、それからすればこの６,０００人というのが先ほどの目的

に合致した数字なのかどうかということに疑問が湧くわけです。クラブ数も１３８という資料

が出ております。ちなみに飯塚市の行政区がいくつあるのかですね、それをお聞きしたいと思

うんです。 
○高齢者支援課長 
 自治会数は、２７６ということでよろしいでしょうか。 
○楡井委員 
 ２７６ということであれば、クラブ数はほとんど半分ということになると思います。この２

７６ある行政区のうち、老人クラブがないところが半分ありますね。それから先ほど言ったよ

うに、会員数は２万人を超す高齢者の方がおられる中で６,０００人、高齢者の方達の中には身

体的条件等もあってこういう活動には参加できない人たちも当然おられると思うんですけれど

も、その人たちの数を差し引いても、果たしてこの６,０００人で組織されていて、先ほどの目

的に合致した活動が十分なのかどうかということについてはいかがでしょう。 
○高齢者支援課長 
 老人クラブの数、また会員数が非常に少ないということでありますがこの原因につきまして

は、老人クラブの会員の方のアンケートによりますと会員の高齢化、それと合わせまして、そ

の高齢化により役員のなり手がない、新規加入が少ないということにより老人クラブが減少し

ている一因になっております。しかしながら老人クラブでは、二瀬地区、鎮西地区、鯰田地区

筑穂地区で新たに単位老人クラブを設立され、会員の加入に取り組んでこられたとこでありま

す。 
○楡井委員 
 これらの団体に対して助成金がいま支給されておりますよね。この助成金は、どういうよう

に決められて支出されるのか、そのあたりを説明してください。 
○高齢者支援課長 
 老人クラブへの補助金は、老人クラブ連合会に対するものと単位老人クラブへの補助金があ



 23

ります。単位老人クラブへの補助金につきましては、１単位老人クラブ当たり年額６０,０００

円となっておりますので、平成２０年度では１３８クラブでしたので、８,２８０,０００円を

補助しております。 
○楡井委員 
 会員さん１人あたりというような助成金の支給はないですか。 
○高齢者支援課長 
 老人クラブ連合会に対しまして、会員１人当たり７２円という積算の部分がございます。 
○楡井委員 
 そうすると、１３８の団体に対して年間６０,０００円が支給額。そこの会員さんにどのくら

いの助成金が行くかというのは、連合会からの支出というんですか、支給というんですか、そ

ういうことでいいですか。 
○高齢者支援課長 
 先ほどご答弁しましたとおり、補助金につきましては老人クラブ連合会に対する補助金と単

位老人クラブへの補助金というふうに２つに分かれております。 
○楡井委員 
 老人クラブ、人数の多いところ少ないところもあるんじゃないかと思うんですね。そう意味

では、人数のたくさんおるとこの会員を抱えたクラブでは年間６０,０００円ということでは活

動にいろいろ支障をきたすのではないかなというふうにも思いますけれども、とにもかくにも

今言われたクラブ単位６０,０００円、そして、市連合会全体で１人７１円というのが支給額に

決められてるということを確認しておきたいと思います。 
この款の最後ですけども、資料の中に老人クラブ活動推進委員設置補助金というのがありま

すね。ここで活動している人数とか活動内容とか、それからどういう人がこの推進委員になる

ことができるのかですね。同時に補助金が１,８８０,０００円というのが支給されてますので、

その活用等についてご説明願えればお願いします。 
○高齢者支援課長 
 老人クラブ活動推進委員とは、老人クラブ連合会が配置しております活動推進、いわゆる事

務局長ということになります。業務の方は、老人クラブ連合会の事業計画、各支部との連絡調

整、各種行事への参加の申込みと会員さんのお世話、それと老人クラブの会計処理に当たられ

ております。人員につきましては、１名ということになっております。 
○楡井委員 
 今推進委員という人が１人ということで、ちょっとびっくりしたんですけれども、今説明さ

れた活動内容からして、この１人というのは大変な激務じゃないかなというふうに思うんです

ね。それで、もう１つ質問してたのは、どういう人がこれになれるのかということをお聞きし

たんですけれども、再度この点についてご答弁をお願いいたします。 
○高齢者支援課長 
 事務局長は、当然会員の中から皆さんで相談をされて決められておるということです。 
○委員長 
 次に、岡部委員に質疑を許します。 
○岡部委員 
 １３２ページのシルバー人材センターの負担金補助及び交付金について、お尋ねをさしてい

ただきます。このシルバー人材センターについてはですね、添付されております資料の９５ペ

ージに経営状況等が記載をされております。私の知りうる限り、数年前まで大変経営状況がよ

くなかった。市からの借入金なんかが発生しておりましたけど、現在はこの事業運営がどのよ

うになっているのかお尋ねをいたします。 
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○高齢者支援課長 
 お尋ねのシルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、定

年退職などの高齢者に臨時的かつ短期的、またはその他の軽易な収用に係る機会を確保し、組

織的に会員さんに業務を提供する事業を行う公益法人で、さらに会員の生きがいや健康、仲間

づくりに貢献されております。センターは市町村単位に設立されておりますし、このセンター

の設立に関しましては、本市も大きく関わっております。 
シルバー人材センターの運営につきましては、事業収入から平均して８％程度の事務手数料

と原材料費を除いた金額を会員に配分をされております。基本的には、この事務手数料が主で

あることから、全国どこのシルバー人材センターでも運営が厳しく国、市町村が補助金を交付

しているとこであります。補助金につきましては、１市４町統合のおりに一時的に増額となり

ましたが、その後は段階的に削減され平成２３年度には９５０万円まで補助金が削減されてい

くたところであります。 
○岡部委員 
 そこで、この人材センターそのものの運営というのは実務、つまり常勤の実務者というのは

何人くらいおられるんですかね。 
○高齢者支援課長 
 職員が８名となっております。内訳としまして正規職員が５名、嘱託職員２名、非常勤嘱託

が１名となっております。 
○岡部委員 
 ここに挙げられている運営補助金、負担金で２４,２８０,０００円、それから委託料で１７,
８１０,０００円と、合わせて約４,２００万円という支出が上がってるわけでございますが、

シルバー人材センターが扱っている収益事業の種類、またその中身についておわかりいただけ

れば、お示しをいただきたいと思います。 
○高齢者支援課長 
 事業の種類といたしましては、資料の９５ページの（２）の事業の実績にあらわしておりま

すように、技術からサービスまでの７種類ありまして、割合は技術で１.１％、技能で１１％、

事務で１.１％、管理部門で２９.３％、折衝外交０.３％、軽作業４６.１％、サービス１１.１％

となっております。主なものとしては、剪定などの技能が４０,７９０,０００円、草刈り等の

軽作業が１７０,５４３,０００円、駐車場などの管理業務１０８,２７１,０００円となっており

ます。 
○岡部委員 
 今の説明でいきますと剪定とか草刈りとか市が発注している事業ってのはかなり大きなウエ

イトを占めているようでございます。この部分だけちょっと聞かせていただきますけど、この

全体事業の中で、市のほうも私資料を見ておりますと、ほとんど各款わたってこういう草刈り

とか剪定とかいうのがまたがっておりますけど、この総量はどれくらあって、そのうちどれく

らいがシルバー人材センターのほうにいっているのか、これをお尋ねいたします。 
○高齢者支援課長 
 ２０年度に市が発注しました草刈り、樹木管理等は総額で約１００,００４,８２０円余とな

っております。この金額に占めますシルバー人材センターの金額は４７,４４６,０００円余り

で約３２％となっております。 
○岡部委員 
 かなりのウエイトを占めてるわけですけど、この市からの発注方法といいますか、形態はど

ういうふうになっておりますか。どんな方法で発注をされているのか。 
○高齢者支援課長 
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 ほとんどが随意契約となっております。 
○岡部委員 
 私考えるに、高齢者福祉という形の中で高額の補助金、負担金が出されている現状、これは

収益事業として、おのずから限界といいますか、民間の業者とのやはり分岐点というのがある

のではないかなというふうに私は考えておるわけですけど、これについてどう思いますか。 
○高齢者支援課長 
 ある程度制限があるのではないかというご質問ですが、高年齢者等の雇用の安定に関する法

律の第４０条で、国及び地方公共団体の講じる措置としてシルバー人材センターの育成と高齢

者への就業の機会の確保に努めるようになっております。また自治法では、随意契約のできる

相手とはなっておりますが、センターの会員さんが高齢者であることでもありまして、高いと

ころなど危険な作業や専門的な技術を要するものについては、配慮を要する必要があるという

ふうに考えとります。 
○岡部委員 
 このシルバー人材センターに登録するに当たって、年齢的な制限があることは私も承知して

おりますけど、そのほかに登録に当たっての制約といいますか、あるいは審査といいますか、

そういったものは何かございますか。 
○高齢者支援課長 
 年齢要件だけで、特に資格等はないというふうに聞いております。 
○岡部委員 
 私は、今回この問題についてお尋ねをした１つの大きな要因は、私の知る限りシルバー人材

センターに登録するに当たっては年齢以外に何ら制約も制限もないと。ただ、私も今団塊の世

代ですけど、非常に増加の一途をたどるんではないかというふうに思っとるわけですよね。そ

うしますと、今でさえ委託事業等で市のほうは、会員さんの面倒を見なきゃいけないんで市が

発注するこういう委託事業等の草刈り等なんかに至りますと、かなりのウエイトを人材センタ

ーの方に随意契約で発注をさせている、しておられるわけですよね。そうしますと、これから

ますます登録者数がふえていくセンターの運営を、あなた方は一番最初の私の質問の中でも設

立に対して本市も大いにかかわっておるというふうな説明がございましたけど、そうなってく

るとシルバーセンターの運営を維持していくために、登録者数がこれから増加の一途をたどる

と、この現実の中で果たして会員さん全員に仕事が回るのかと、私は回らないというふうに思

うわけですよ。そのときにあなた方がとられる手は、何かあったら市が発注する仕事を随契で

やると、そうするとこういう業務については、民間の業者もいるわけですよ。そういう方たち

にとっては、ハンデのついた状態の中で同じ土俵に上がらなきゃいけないという問題が今現実

に起きていると私はそう思うんですけど、いかがですかね。 
○高齢者支援課長 
 質問者がおっしゃるとおり、民間事業者を圧迫していかないよう調整の必要があろうかと考

えております。シルバー人材センターでは、センター本来の目的である高齢者の生きがいづく

りや社会づくりの促進といったセンター本来の目的を達成するために、公共部門だけにといい

ますか、市が発注します事業だけにかかわらず、一般家庭等での剪定とか、民間業者の方を圧

迫しない考えの中で会員への就労の機会、生きがいを提供されているものと考えております。 
○岡部委員 
 わかりました。それでね、最後に私からの意見ですけど、今あなたが答弁されたように、こ

のシルバー人材センターの高齢者に対する生きがい対策事業としての価値観というのは私も十

分に認めておるわけですよ。ただ、今何点かお尋ねしていく中で、果たして登録した方にそれ

だけの仕事が回るのかというふうな問題になってきますと、やはりその分だけどっかで補おう
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かなというふうな問題も出てきます。そういうふうな形にならないように、あなた方はきちっ

とコントロールをしながらやっていただきたいというふうに要望してこれを終わります。 
○委員長 
 次に、柴田委員に質疑を許します。 
○柴田委員 
 同じ１３２ページ、２０節の扶助費、老人ホーム措置費についてお尋ねいたします。ここに

老人ホーム措置費が１６７,４９０,０００円ということになっておりますが、今このような決

算という状況の中で、この措置費を使っているところで待機者がいるのかどうかお尋ねしたい

と思います。 
○高齢者支援課長 
 この措置費を施行します養護老人ホームにつきましては、待機者は今のところおられません。 
○柴田委員 
 今老人ホームに、独り暮らしになられて入る方がふえてきておりますけれども、待機者がい

いないということで、少々ええっという思いで今おります。ほとんど老人ホーム等にも回りま

すけれども、待っているという状況がありますが、この老人ホームの今状況においてですね、

愛生苑も示していらっしゃるかなと思いますね、この状況においてはですね。それで、今愛生

苑もあそこはいま５階建てですかね、状況としては愛生苑何階ですかね、３階建てですかね、

そうですか。そういう状況の中で、エレベータがないとか、相部屋とかいう状況のことをちょ

っとお聞きしましたが、今回の頴田の方に移転するということで、少し変わってくるのかなと

思いますが、そういう老人ホームの方に待機者がいないということには、今の時代そうなのか

なという思いがいたしました。少し決算から離れるところがあるかもしませんが、軽費養護老

人ホームとかまた元気な方が入れるような施設、またその待機者についても参考のためにお尋

ねしたいんですが。 
○高齢者支援課長 
 市内に軽費老人ホームが１カ所、有料老人ホームが１２カ所、ケアハウス４カ所、シルバー

ハウジング１カ所、高齢者優良賃貸住宅が４カ所、合計の２２カ所となっとります。待機者に

つきましては、把握できておりません。 
○柴田委員 
 こういう民間とか、そういうところでやられているところが徐々に今できてきてるんじゃな

いかなと思いますが、今からほんとに、先ほどもお話が出ましたけれども、団塊の世代の方々、

また高齢化が進んできて大分部の方々が自分の最後は施設でという方々がふえてきております。

現在持ち家の方々もだんだんひとり暮らしになって、老人ホームという状況が出てきておりま

すので、このような年金等で入れるような養護老人ホームを飯塚市としても今後のためにしっ

かり取り組んで、今から一挙に老人が増える時代を迎えますので、しっかりこのことに取り組

んで高齢者が入れる、年金で入れるような施設を取り組んでいただきたいということを要望の

ために質問いたしました。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質問を許します。 
○楡井委員 
 配食サービスに関連して何点かお聞きしたいと思います。資料でいえば９４ページの下の段

に資料が二つ出ておりますけども、まずこの資料を見てびっくりしたんですけども、障害を持

っている方が配食サービスを受ける状況が随分ふえてるわけですね。これは、いいとか悪いと

かじゃなくて、例えば１８年度はゼロだったんですね。それが、今回２０年度では１,１１９と

いうことになっておりました。まず、この中身から説明していただきたいと思います。 
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○社会・障がい者福祉課長 
 配食サービスにつきましては、平成２０年度で申しますと延べ数で２,３３５食、前年度に比

べて全体で７１９食の増となっております。これは、主に利用者が前年度に比べて３名、内容

で申しますと新規利用が８名、また入院、ヘルパー等の利用により廃止された方が５名、差し

引き３名ふえたことが主な要因となっております。１人の方が３６５日使われれば３６５食増

えますので、利用者の人員の増減によって毎年変動いたしております。 
○楡井委員 
 ここに出てる数字は、１食ということの様ですから、かなり数の増減があるということなん

ですけども、それにしましても、庄内地区で１９年に比べると２０年度は２００食から減って

ます。２００食といっても今の説明では１人の方がやめられればそのくらいの数字にはなると

いうふうには思うんですけども、それにしても、この２３食とはどうしてかなというふうに思

うわけですね。ご説明願います。 
○社会・障がい者福祉課長 
 配食サービスにつきましては、週１食が原則といたしまして、１週間当たり最低で１日、ま

た最高で７日の利用が可能となっております。例えば週１回利用された場合は、年間で５２週

ですから５２回の配食数と、非常に少ない数になりますし、先ほど言いましたように、毎日利

用されれば３６５食と多い数になってまいります。今庄内地区の２３食の方につきましては、

１人の方が利用されておりましたが、途中入院されまして配食サービスが中止となっておりま

す。そのような状況から２３食となっております。 
○楡井委員 
 ちょっと後先戻ってすいませんけども、配食サービスの目的については答弁していただけま

すでしょうか。 
○社会・障がい者福祉課長 
 障がい者への配食サービスにつきましては、在宅の重度障がい者の方で調理が困難な方を対

象に障がい者の自立支援及び家族の負担軽減等を目的に実施いたしております。また内容とい

たしましては、栄養のバランスのとれた食事の提供及び訪問時における安否確認、異常時の関

係機関への連絡等を行っております。 
○楡井委員 
 委託されている側からこう見た場合、結果として見て急に増えたり減ったりという状況が出

ると、仕事をしていく上でかなり困難になるんじゃないかといいますか、計画が立たないとい

うようなことにもなるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういう委託をされて

いる業者の方からのそういうご意見はありませんか。 
○社会・障がい者福祉課長 
 委託業者につきましては、決算資料の中にも上げておりますとおり、高齢者の配食サービス

と同時に行っている事業所が多うございます。そのため障がい者の若干の異動につきましては、

それほどの影響はないものと思っておりますが、そういうことを条件として事業所の方との協

議を行っておりますので、その辺はご了解を得ているものと考えております。 
○楡井委員 
 一番最後の数字になるんですけれども、８１,５６１食ということになるんですけれども、先

ほど言われたように途中で入院されたり、いろいろ途中でやめられたりとなかなか大変でしょ

うけれども、飯塚市全体で、配食サービスを利用されている方が何人ぐらいなのかという数字

はおわかりになりますか。 
○社会・障がい者福祉課長 
 すいません、障がいの方につきましては私の方で、平成２０年度が１５名、年間１５名でご
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ざいます。それと高齢者の方が別にございます。 
○高齢者支援課長 
 高齢者の配食に係ります実利用人数が２０年度決算では５３６名の方というふうになってお

ります。 
○楡井委員 
 これが１食あたりは、個人負担が４００円でしたと思うんですけども、市の方の負担１食あ

たり幾らぐらいの委託料という形になっていますか、その数字をお示し願いたいと思います。 
○社会・障がい者福祉課長 
 障がい者への配食サービスにつきましては、高齢者の配食サービスと同じく１食あたりの７

５０円を事業所へ支払っております。うち利用者の負担といたしまして４００円をいただいて

おります。 
○楡井委員 
 質問は悪かったですね。配食サービス全体で、どの位の委託料になっているのかなというふ

うにお聞きしたかったわけです。それで５３６人と１５人の利用者の方たちに対する市の委託

料、全体でどうなっているかというのが聞きたかったわけですね。高齢者支援課の方がいいか

なと思うんですが、いかがでしょう。 
○高齢者支援課長 
 資料６４ページの８１,５６１食に１食あたり７５０円ですので、市全体として６１,０１７

０,７５０円と２０年度はそういう決算になります。 
○楡井委員 
 それで６,１１７万円ですか、そのうちに利用者の方から４００円が市の方に入ってくるとい

うことになりますので、差し引きすると２,８５０万円ぐらいになりますか。その確認だけお願

いいたします。 
○高齢者支援課長 
 ご質問のとおり４００円の利用料負担で、その差額として２８,５４６,３５０円となります。 
○委員長 
 引き続き楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 障害者支援センターの運営に関してお聞きしたいと思います。２点です。一つはこの活動の

具体的な内容、それからどういう人員構成で活動しているのかについてまずお示しいただきた

いと思います。 
○社会・障がい者福祉課長 
 障がい者への生活支援センター事業につきましては、障がい者の自立支援法施行以来障がい

者、障がい児、またその保護者、介護者等からのいろいろな相談に応じまして必要な情報の提

供、便宜を供与し、いろいろな相談業務にのっております。活動状況といたしましては、基本

的には職員２名を配置いたしまして、主に戸別訪問、最近では非常に個別訪問がふえておりま

す、それぞれの自宅まで訪問いたしまして、事情等をお聞きしながら適切なアドバイス等を行

っているところでございます。 
○楡井委員 
 資料の９７ページに運営事業の実績ということで相談支援の状況ということで表が出ており

ますけども、平成１８年に比べて平成２０年は仕事量といいますか、これが４.７倍になってい

ると思うですね。委託費は、その間約１.９倍です。仕事量はたくさん増えているのに委託料は

１.９倍というこの関係はどういうことなのかご説明お願いします 
○社会・障がい者福祉課長 
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 障がい者生活支援センターにつきましては、平成１８年の障がい者自立支援法の施行に伴い

平成１８年４月に１カ所、続きまして、同年１０月に新たに２カ所、また平成２０年４月に１

カ所を追加設置し現在４ヵ所の支援センターで相談支援を行っております。 
相談件数の大幅な増加につきましては、段階的に設置箇所を増やしてきた経緯等もございま

すが、当初設置から３年が経過しこれまでの市報、ガイドブック等による周知活動及び利用者

間の情報伝達等によりまして支援センターの周知度が向上したものと考えております。ご質問

の相談件数の増加と委託料につきましては、障がい者生活支援センターの行う相談支援が電話

で対応できる比較的簡単なものから自宅まで訪問し数日をかけて対応するもの、あるいは数カ

月を要する困難事例などさまざまな事情等がございますので、単に相談件数を基本に委託料を

算定することは困難となっております。現在の積算内容といたしましては、先ほども答弁いた

しましたように職員２名体制を基本とし、各センターの必要経費を積み上げ方式により積算を

いたしております。 
○委員長 
 続けて楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 福祉タクシーなんですけど、これは利用者が減少しているように思います。数字を見てもで

すね、１８年５６６それから１９年が５１３、２０年も５１３、その１９年度との比較でと言

われれば増えておりませんが、この利用状況というんですかね、減少というふうに言わしてい

ただきたいんですが、高齢者が増加している、また障がいの方が増えているんじゃないかとい

うふうに今思いますので、そういう意味では減少しているんじゃないかというふうに思います

が、そのあたりはどんなふうに理解といいますか、評価されているのかお聞きしたいと思いま

す。 
○社会・障がい者福祉課長 
 福祉タクシーの利用につきましては、在宅の重度の障がい者を対象に市民税非課税世帯を要

件といたしておりますことから、利用人員のご指摘のありました平成１８年度に対し、１９年

度２０年度との比較の中の減少につきましては、この主な要因といたしまして平成１７年度の

税制改正による市民税非課税世帯の見直しが平成１８年の７月から実施されたため、毎年４月

に利用券のほとんどを交付する福祉タクシーにつきましては、平成１８年度は余り影響がなか

った反面平成１９年度以降にその影響が出たものと考えております。また、タクシー券の交付

枚数に対します実際に利用されたタクシー券の利用率について分析いたしますと、平成１８年

度が６９.１％、１９年度が７０.８％、平成２０年度が７２.７％と年々増加傾向にあるものと

考えております。 
○楡井委員 
 ここでも非課税世帯だったのが、非課税世帯でなくなったということから減少、対象者が少

なくなったというふうな説明だったというふうに思うんですけど、年金暮らしの人達の控除が

減ったと削除されたというようなことの反映かなとも思います。それで、説明がありましたけ

ど月に３枚、それから料金が初乗りぐらいですか、６２０円というふうに支給されているわけ

ですけども、その利用率も少しずつ上がってきておるという状況なんですけども、この福祉タ

クシー事業といいますと、目的からいってですね、ここに目的が書いてあります、日常生活の

利便と社会活動の範囲の拡大を図るというふうに書いてありますが、この福祉タクシーを利用

できる該当者の方がもう少しこの５１３人程度ではなくてですね、もう少し多いんじゃないか

なと今思うわけですよ。そういう状況は、把握しているかどうか、また把握できないのかどう

か説明していただければお願いします。 
○社会・障がい者福祉課長 
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 福祉タクシーの助成基準といたしましては、障がいの程度区分といたしまして身体障がい者

の総合判定一級など、例えば知的障がい者についてはＡ判定、精神障がい者は１級の方など重

度の障がいをお持ちの方を対象に交付をいたしております。またその要件といたしまして、在

宅の方で非課税世帯が対象となっておりますので、障がいの程度、また非課税世帯等につきま

しては、ある程度うちの方でも数値が把握できますが、在宅の方となりますとそれぞれ実情が

違いますので、現在のところ申請方式により交付をいたしております。ただこの申請につきま

しては、毎年市報等で定期的にご連絡をし、また市役所の窓口、それから先ほど言いました生

活支援センター等におきまして、随時ご案内をしているところでございます。 
○楡井委員 
 最後は要望になると思いますが、６２０円、１メーターということでいえば、そう長い距離

乗れる距離ではないんですね、私タクシーをあまり乗ったことないので申し訳ないんですが、

従って通院とかいうような状況に使おうとしても、これにいくらか足さなければ、利用しても

足さなきゃならんというような状況だと思うんです。そういう意味では、６２０円という内容

をもう少し引き上げるような、いわゆる充実というような方向を検討していただければなとい

うふうに思いますので、支給をされているタクシー券の７割ぐらいが利用で、あと３割が利用

されていないということであれば、そこに予算の差が出てくると思うですね。これを活用する

という方向もいいんじゃないかというふうに今思いますので検討をよろしくお願いしたいと思

います。 
○委員長 
 引き続き楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 次は、乳幼児医療の充実についてということでありますけれども、現在乳幼児の医療費は就

学前までということになっていると思うんです。現在の乳幼児医療費についての市の負担とい

うのはありますでしょうか。 
○健康増進課長 
 現在就学前までの医療費の助成を行っております。その助成部分といたしましては、対象者

が６,５８７人に対しまして医療費が２３２,５９４,０００円、その２分の１が県からの補助金

が充当されることになっております。 
○楡井委員 
 そこでですね、私もう少しこの年齢を引き上げていただきたいなというふうに思うわけです

ね。そこで、今まで市が見ていた分を国が補助するというようなことに切り上がっていたとい

うことがありますから、そこに２年分とか３年分とかの余裕も生まれているんじゃないかとい

うように考えますもんで、小学校３年生まで、さらには６年生まで、さらにはもう少し引き上

げて中学校を卒業するまで、この医療費を無料にするというふうにした場合、どのくらいのお

金が要るものなのか、この試算がありましたら教えてください。 
○健康増進課長 
 試算といたしましては小学校３年までと、小学校６年生までの試算の数字をもっております

ので、その数字で説明させていただきます。小学校３年までに拡大した場合に、これが２１年

の９月３１日現在の対象人数で試算しますと、３,４００人で医療費が９７,０６７,０００円と

なります。これを小学校６年生まで拡大しますと、４年生から６年生までで対象者が４,０９６

人、医療費が１０２,８２２,０００円となります。１年生から６年生までの負担増といたしま

しては、１９９,８８９,０００円の負担増となります。 
○楡井委員 
 小学校６年までということでいえば２億円かかるというようなことの説明だと思います。そ
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ういう方向も、今まで使ってきた分を活かしてぜひ充実させてもらいたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １３：５８ 
再 開 １４：１０ 
 委員会を再開いたします。次に、兼本委員の質疑を許します。 
○兼本委員 
 １３９ページ母子福祉費の母子家庭等日常生活支援事業委託料についてお尋ねいたします。

この事業は２０年度の子育て支援に関する新規事業ということで、１年たってどのようなもの

かということを検証する意味でお尋ねするわけですけど、この利用状況はどのようになってる

のか、まずその点からお尋ねいたします。 
○児童育成課長 
 生活援助につきましては、述べ３８世帯の方が利用され利用回数延べ１５９回、利用時間、

延べ４８３時間、子育て支援につきましては延べ２世帯の方が利用され利用回数延べ３回、利

用時間１６時間となっております。 
○兼本委員 
 今の利用状況をとらえて、これが新規事業として十分なものであるかどうか、検証という形

ですので、どのようにお考えかお尋ねいたします。 
○児童育成課長 
 日常生活支援事業は県内１１市で実施いたしており、延べ利用回数及び延べ利用時間の合計

は４番目に多い方で、初年度といたしましてはまずまずではないかと思っております。 
○兼本委員 
 ４番目といいましてもね、１番目と４番目が１００も２００も違えば４番目ですからね、数

を言わないところがなかなか妙を得た答弁じゃなかろうかと思っておりますが、あんまり深く

聞きますまい、それは。これはいろんな病気とか、それからいろんな理由でどうしても一時的

にということでの事業だったと思っておりますが、何かお願いするときの期間というものが確

かありましたよね。何日前とか何とかの形であったと思いますが、その点はどのようなもので

したですかね。 
○児童育成課長 
 基本的には、申請を受けまして翌日に利用依頼の方への対応となっておりますけど、調整が

つけば当日からいたすようにいたしております。 
○兼本委員 
 ちょっと意味がよく分からないけど、例えば明日お願いしたいということを今日言えば、も

う明日から対応できるということというふうにとらえていいんですか。 
○児童育成課長 
 そのとおりです。 
○兼本委員 
 その点につきましても、予算委員会のときにそのように利用できやすいような状況をという

ことをお願いしとりましたが、そのとおりの方法でやっていただいてるようでございますので、

非常にこれを利用する方には助かっている事業ではないかと思いますが、今言われたように１

１市で実施し４番目ということですけど、これをせめて３番目くらいまでの中に入るようにす

るためには、どのような形でこれをどう展開しようというふうに考えておるのか、その点はい

かがでしょうか。 
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○児童育成課長 
 支援員宅での子供の世話をする子育て支援の利用回数、利用時間が思ったより少なかったの

ですが、両者の自宅で家事援助や子供の世話などの支援を希望される方が多いということで、

生活援助の実績がふえております。昨年１０月に母子家庭の方を対象にアンケートを実施しま

した結果、事業を知っていると答えた方が６６％、子育て支援をしてくれる人が近くにいると

答えた方が６１％、事業を利用したいと答えた方が２８％あり、今後もさらなる事業の周知に

努め困ったときにいつでも利用できる事業にしたいと考えております。 
○兼本委員 
 それでは、今言うように利用実施したいという方が２８％、この２８％が多いか少ないかと

いうことですけど、知っている方が６０何％と言われたね、６６％の方が事業を知っていると、

反面３４％の方が知らないということですよね。だから、せめてこういう事業を、例えば予算

をつけて、先ほどシルバー人材センターの方に委託してるということで、７０何万かの予算上

がっておりましたけど、でも、これから見ますと１００万円ほど不用額はあるということは、

当初の計画よりも事業として私は少なかったんではなかろうかというふうに考えております。

これを例えばこういう事業をやっていますよということを２０年度にやって調査した結果が、

昨年１０月にアンケートした結果が６６％の方が知っていると、逆に３４％の方は知らないと

いうことについては、３４％の方には知ってもらわないかんわけですよね。でないとこの新し

い事業としての取り組んだ効果、行政がですね子育て支援とかそういうもので、何とかこうい

うお手伝いをしてあげようという気持ちが３４％の方にも届いてないということは、極端に言

うとやっぱり周知方が徹底してないのではないかなというふうに思うわけですね。 
だから今、事業展開をという中で、その点がどういうふうにするということが答弁になかっ

た。その点については、どのように考えているのか。１００％の方が知るということは、これ

は無理かもわかりませんけど、せめてやっぱり８割ぐらいの方は、こういう事業があってます

よということを知らせると、予算の時にも言いましたように、急になんか病気になったとか、

急に何処に行かなくてはならなくなった場合に利用する方も増えるのでなかろうかと思います

が、その点はどのように考えているのか、その点を最後にお尋ねいたします。 
○児童育成課長 
 現在、市報やホームページに掲載はもちろんですが、保健センターや子育て支援センター公

民館等にもチラシを配布しております。また保育所連盟を通じて会議のときに所長さんを通じ

て保護者の方へ配布していただいたり、幼稚園連盟の方にお願いして保護者の方に配布を依頼

しております。また民生児童委員会の会議の席に行きまして、また事業の周知説明を行ってお

るところでございます。 
○兼本委員 
 そういうことで、例えば児童クラブとか保育所、幼稚園とかそういうところにも置くとか、

いろんな意味でタウンミーティングのときに資料として渡すとか、いろんな形で周知をしなが

ら、一人でも多くの方に知っていただいて、一人でも多くの方に利用してもらうと、そして飯

塚では、こういうときには自分の子供を安心して預けるところがあるんよというような形にな

ると、いろんな意味で飯塚市の定住人口の増というものにも繋がる１つの事業と思いますので、

しっかり取り組んでください。終わります。 
○委員長 
 次に、田中裕二委員に質疑を許します。 
○田中裕二委員 
 １４１ページで保育所費の障がい児等保育指導員謝礼金についてお尋ねをいたします。この

障がい児等保育指導員に対しての謝礼金でございますが、この指導員はどのようなことをされ



 33

たのか、お尋ねいたします。 
○保育課長 
 保育所現場より軽度発達障がい児と思われるような児童がいるので、専門家により早急な対

応が必要という要望を受ける中で、平成２０年度、試行的に専門職の指導員により各公立保育

所において子どもの特性に気づき適正な支援策を講じるために、軽度発達障がい児などに対す

る早期発見と支援を行った謝礼金でございます。 
○田中裕二委員 
 軽度発達障がい児などに対する早期発見と支援を行ったということでございますが、どのよ

うな内容で行われたのか、お尋ねいたします。 
○保育課長 
 内容につきましては、厚生労働省の軽度発達障がい児に対する気づきと支援のマニュアルを

使って、各公立保育所から３名以上出席して指導員による勉強会を３回行いました。その後、

勉強した保育士が３、４、５歳の児童に対し厚生労働省が出しているＳＤ級チェックシートと

いうのがございます。そのチェックシートを使って行いました。また指導員が核保育所を巡回

してもらった中で、早期発見に努め、支援をしていただきました。 
○田中裕二委員 
 それでは２０年度に実施されたこの指導員による効果といいますか、軽度発達障がいと思わ

れる児童は何名ほどいらっしゃったのかお尋ねします。 
○保育課長 
 公立保育所の３歳、４歳、５歳の児童は合計で、その時点で８１７名でございましたけど、

軽度発達障がい児と思われる児童は２１名でございました。 
○田中裕二委員 
 ８１７名中の２１名ということは、ぱっと暗算しましたら約２.５％という数字なろうかと思

いますが、だいたい５歳児健診で、他の都道府県で行われている５歳児健診の結果では、大体

６％から８％ぐらいの児童生徒が疑いがあると言われているというふうに言われてたと思いま

すので、それから比べるとちょっと少ないような気がいたしますが、これまた別の機会に確認

をさしていただきたいとおります。それで２１名の方が軽度発達障がいの疑いがあると思われ

るということがございましたが、発見をしてもその後に支援を受けたり治療に結びつかないと

意味がないわけでございますが、この２１名の方はそういった相談なり治療なり支援センター

などに行かれたのか、このあたりはいかがでしょうか。 
○保育課長 
 各公立の保育士より保護者の方に療育指導の説明を行い、福岡県発達障がい者支援センター

ゆう・もあ、障がい者生活支援センターサンアビ、かさまつ、ＢＡＳＡＲＡ、北九州市の療育

センター、また専門医療等の照会を行いました。全員が行かれたわけでございませんが、１１

名が行かれております。軽度発達障がい児の理解については、保護者の方がなかなか受け入れ

てもらえない実態がありますが、粘り強く１０名の保護者の方に理解をしていただくように現

在も努力しております。 
○田中裕二委員 
 約半数の方がまだ受け入れていらっしゃらないということで、このあたりが非常に問題にな

ろうかとは思いますが、これは先ほどのご答弁の中で２０年度に試行的に公立保育所幼稚園で

実施したということでございました。２１年度になれば若干、すいません決算なので申し訳ご

ざいませんが、２１年度に若干ふれさせていただきたいと思いますが、２１年度は確か私立の

保育園、保育所幼稚園でも実施されるというふうにお伺いしておりましたが、そのような認識

でよろしいしょうか。 
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○保育課長 
 ２１年度においては、健康増進課において乳幼児育成指導事業巡回相談事業として公私立保

育所、公私立幼稚園、各支援センター、在宅の児童を巡回訪問し、３歳、４歳、５歳の児童に

対して軽度発達障がい児などを早期に発見して支援する事業が現在行われているところでござ

います。 
○田中裕二委員 
 この発達障がいに関しましては、もう何回も代表質問また一般質問で取り上げさせていただ

きましたので、ほんとに皆様方も耳にたこができるほどお聞きになってらっしゃると思います

けど、ほんとに早期発見早期治療が何よりも不可欠であるということを言われております。今

のご答弁の中にも、早期発見がされても、半数ぐらいの方がまだ受け入れられていないという

現状もございます。どうかしっかり早期発見をする、そして早期治療に結びつくような取り組

みを今後行ってきたいとこのように要望いたしまして質問を終わります。 
○委員長 
 次に、兼本委員に質疑を許します 
○兼本委員 
 青少年対策費、委託料、ファミリーサポートセンター事業等についてお尋ねいたします。こ

れもファミリーサポート事業それから子育て短期支援事業、それから産前産後生活支援事業と、

これは先ほどお尋ねしましたものと同様に、２０年度の新規事業であったというふうに覚えて

おります。ファミリーサポート事業はお願いする会員、それからお願いされる会員、そういう

会員の研修をやってそして児童をお任せすると支援するというような事業ということであった

と思いますが、現在は数としてはどのようになっていますか。 
○児童育成課長 
 会員数につきましては、提供会員、まかせて会員ですね、これが２２名、依頼会員、お願い

会員が７０名、両方会員が１４名、計１０６名でございます。また会員相互の支援件数は、４

８件となっております。 
○兼本委員 
 これは予算委員会のときに、親同士はいろんな研修とか何とかを受けてやるんですけど、実

際の実施になったときに、お願いしますという子どもさんが相手のその会員の方になじむかな

じまないかというようなことについて若干懸念があるんじゃなかろうかというふうにお尋ねし

ましておりましたけど、一年間やってみてそのようなことはなかったですか。例えば子供さん

が、私の子どもを江口委員の方にお任せしますとしたら子どもが嫌、この人は嫌とかですね、

この人やったら私は、迎えに来てもらっても一緒に帰らないとかいうことのですね、江口さん

のことを言っているんじゃないですよ、例えばのことですからね、そういうふうなことの懸念

があるのじゃなかろうかと思うとったわけですけど、そういうふうなことはありませんでした。 
○児童育成課長 
 私が聞いた範囲では、そのようなことはあっておりません。 
○兼本委員 
 まああったかも分かりませんけどね、いいですそれは、これの今現状をどのように捉えて、

そして将来の展開をどのようにしたいのか、その点の意気込みをちょっとお聞かせください。 
○児童育成課長 
 現状につきまして、会員数につきましては１０６名の会員となっており初年度としては１０

０名以上の会員登録を行っておりますので、当面の目標は達成してると考えております。今年

度の会員数は、９月末時点で１３７名となっており徐々に増加している状況でございますが、

これは提供会員の会員登録には子供を預かるという責任のある支援となり、最低でも支援に必
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要な知識、心構え等計４回の講習会の受講が必要で、制度を十分に理解してもらった上での会

員登録となるため、このように徐々に増加する傾向になっておると考えられます。 
また会員相互の支援の件数につきましては、平成２０年１０月からの実施でありましたが、

４８件の支援を行っており、初年度では会員の登録業務のみを行うセンターもございますので、

年度途中からの支援開始にしましては件数は少ないかもしれませんが、支援を行うことができ

てきたと思われます。今年度につきましては、９月末時点で９８件の支援を行っており、目標

としては年間２００件を見込んでおります。また今後の事業展開でございますが、会員増加の

ため事業周知活動はもちろん、講習会の開催を各地域で行うことにより広い範囲での会員の確

保を行い各地域の住民の方々と協働の関係を築きながら、それぞれの地域で十分な支援を行う

ことができる体制を構築できるよう、事業展開していこうと考えております。 
○兼本委員 
 続けて、子育て短期支援事業委託料についてお尋ねしますが、これの２０年度の利用状況は

どのようになっていますか。 
○児童育成課長 
 利用状況につきましては、宿泊を伴うショートステイ事業の延べ利用世帯は７世帯１３名、

延べ利用日数が３４日となっております。夜間休日利用のトワイライトステイ事業につきまし

ては、利用はございませんでした。 
○兼本委員 
 これの問題点は、預けるところが確か鞍手乳児院でしたかね、とういう遠いんですよね。だ

から、利用しようと思っても、今はもう皆さん車をお持ちの方も多いと思いますけど、車がな

ければタクシーで行かなきゃいかんとか、それとか公共交通機関を利用していかないかんとい

うようなところでね、実質利用したいという人も鞍手乳児院まで連れていくということは、非

常に距離も長いし時間的にもあるので、非常に利用し難い施設ではなかろうかと思うんですが、

ただ飯塚市の方には余りないと、嘉麻市にあったやつもだめだとの形で、嘉麻市は乳児院とい

うのかどうか知りませんけど、それもだめだということで現在どこかこのようなものを是非利

用しやすいようにするためには、施設をどっかに持ってこないと私は駄目だろうと思うんです

よね。だから今から先やっぱり、今後に子育て支援というものを捉えるならば、永久的に捉え

る、少子化を防止するというな形でやるとすればですね、この施設をどこかに私は持っていく

べきだろうと思います。だから施設を造れといっても答弁は一課長ではできん、できる。部長

は何かできると言っていますので、どうですか課長、そういうふうな要望を是非進めていただ

いて大きな施設でなくていいと思うんですよこれは。宿泊するわけですから、宿泊と食事はど

うするのが知りませんが、そういうふうなものを、簡単なやつをつくればできないことはない

と思いますので、是非その施設をこの飯塚市の中に造って、そして利用しやすい支援事業をや

っていただきたいと思うわけですけど、いかがでしょうか。 
○児童育成課長 
 現在、筑豊地区には乳児院が１カ所しかございません。それで現在ですね、乳児院の設置に

関しましては、県や社会福祉法人と協議を行っております。ただし、まだ２３年度以降の協議

になりますけど、それまでは現在一番近いとこで嘉麻市になるんですが、嘉麻市の児童養護施

設や母子生活支援施設の方に再度お願いに行きまして、できるだけ利用しやすいような体制を

つくりたいと考えております。 
○兼本委員 
 まあ、あまりたいしたことないですね。嘉麻市は当初作るときに、これは利用できないとい

うことの返事を受けて、そのために鞍手乳児院にもっていったわけですからね、再度嘉麻市に

行っても、嘉麻市が受けてくれるかどうかわからん。余り大した答弁やない。もうやっぱり自
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分のところで、自分のところに施設を造るくらいの強い気持ちを持ってお願いしないと今のこ

とでは、市長、副市長は造れとは言わないと思いますよ。しっかりがんばってやってもらいた

いと思いますね。次に、産前産後の生活支援事業委託料についてもですね、この２０年度の事

業状況はどうなっているのか尋ねいたします。 
○児童育成課長 
 利用状況につきましては、延べ利用世帯が１８世帯、延べ利用回数５６回、利用時間が１１

０時間となっております。 
○兼本委員 
 産前産後ですから、子供さんをお産みになった方がまだ１８名ぐらいのことじゃないと思う

んですけどね、利用者数は１８名ということですけど、この現状を捉えてどのように考えてお

りますか。 
○児童育成課長 
 昨年１０月に５箇所の保育所で、入所児童の保護者の方にアンケートを実施した結果、事業

知っていると答えた方が５９％、事業を利用したいと答えた方が３４％、事業を利用しないと

答えた人が６４％あり親と同居されている方や、近くに手助けをしてくれる人が多いようです

が、先月末で利用時間が昨年の実績とほぼ同じになっており、核家族化の多い現在ではどうし

ても利用が必要な家庭もあり今後需要が増加していくのではないかと考えております。 
○兼本委員 
 これについてもですね、知っている方はパーセンテージからいくとあまり高くないようです

けど、これの事業展開、また周知方を含めてどのようにお考えかをお尋ねいたします。 
○児童育成課長 
 現在市報、ホームページへの掲載や保健センター、子育て支援センター、産婦人科、公民館

等にチラシを配置いたしております。また保健センターで母子手帳の交付日や両親学級に職員

が出向きチラシの配布や事業の説明を行い、妊産婦の方が困ったときにいつでも利用できるよ

うさらに事業の周知に努めたいと考えております。 
○兼本委員 
 いずれにいたしましても、今質問しました３事業も少子高齢化の現状を踏まえた子育て支援

の新しい新規事業です。１年ですから、この結果が良い方か悪い方かという検証するのも、な

かなか１年間ですから無理なことがあろうかと思いますけど、しかしいずれにしましても気持

ちは子育て支援という気持ちの中で進んでる事業ですから、より周知を広めて、そして利用者

を多く募る、そしてまた利用できるような環境整備も大事やろうと思うんですよ。先ほどのシ

ョートステイなんかの場合でも、わざわざ鞍手まで連れて行かなければ利用できないというこ

とであれば、これははっきり言って、なかなか利用しがたい事業だというふうに当初から言っ

ておりましたけどね、だからいずれにいたしましても、利用しやすい環境づくり、これも大事

だろうと思いますので、そういうものも含めてやはり飯塚では子育て支援が立派に充実できて

いるというような、他市に負けないような現状づくりを、せっかく予算使ってやったわけです

からね、担当課としては大変だろうと思いますけど、しかし産前産後なんかはですね、必ず母

子手帳をもらうわけですから、あそこでは絶対わかりますから、ほかのところにいろいろＰＲ

りするよりも、母子家庭のあそこでこういう制度がありますよということをやるのが一番ＰＲ

がやりやすいと思うんですよ。そういうものも踏まえて、先ほど述べた４事業ですかね、これ

は２０年度の新規事業ですから１年１年検証していって３年くらい経つと立派なものになった

なということですね、表彰されるぐらいのつもりがんばってやってみてください。 
○委員長 

次に楡井委員に質疑を許します。 
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○楡井委員 
 生活保護の問題について何点かお聞きしたいと思いますのでお願いします。まず最初に改め

てということになるんですけれども、保護課としてどのような立場でどのような点に注意をし

ながら日常業務に今当たっているかということなんです。生活保護行政の基本的な立場という

ことについて述べていただきたい。 
○保護１課長 
 生活保護の基本的な態度といいますか、ケースワーカーの心構えといいますか、そういうふ

うな御質問だと思いますので、その意味で答えさせていただきます。私どもは、生活保護法の

精神にのっとりまして憲法２５条の精神を生かしながら、生活保護法の規定にのっとって業務

を進めております。先ず第１番は、やはり申請者、被保護者、相談者、そういう方々の立場に

立って十分その生活状況とかそういうものを真摯に受けとめて我々行政としてできる最大限の

支援、援助を心がけて対応しておるところでございます。 
○楡井委員 
 今基本的な立場が述べられました。これは立派な立場だというふうに思うんですよね。その

立場が相談者、それから受給日に日常直接担当するケースワーカー、この人達に徹底している

というふうに確信されておられるかどうかについてはいかがでしょうか。 
○保護１課長 
 福祉事務所の基本的な考え方は、４９人のケースワーカーそして所員全員に徹底されておる

というふうに考えております。 
○楡井委員 
 私が相談を受けた方の例ですが、例えばリバースモーゲージですか、この制度を説明されて

申請を断念したという例もあるんです。それから、車の問題等もありますけれども、まずこの

リバースモーゲージ制度という制度について説明していただいて、飯塚の管内ですか、事務所

でこの制度を実施した例があるかどうか、このことについて紹介していただければと思います。 
○保護１課長 
 リバースモーゲージに関しての御質問でございますが、生活保護が必要であるというふうに

福祉事務所が認めました高齢者世帯に対しまして、所有する不動産を担保として生活資金を貸

し付ける制度でございます。これは平成１９年の４月から実施をされております。基本的には、

この審議される中で、扶養義務者が被保護者に対して何の援助もしないのに家屋、土地だけを

相続するというような状況は国民の理解を得られないというような発言提案がございまして、

その中で全国知事会あるいは全国市長会からの提言も合わせ創設されたものでございます。借

入申込者及び配偶者が６５歳以上であることとか、あるいは不動産の評価額が５００万円以上

であることとか、その物件に利用権あるいは抵当権等の担保権が設定されていないこととか、

いろいろ非常に高いハードがございます。この申請につきましては、制度が始まりまして平成

１９年度は該当世帯が１７世帯ございました。制度の内容について、それぞれの世帯に説明を

させていただきまして福岡県の社協とも協議しました結果、２世帯が適用の可能性があるとい

うことで申請をさせていただきました。しかしながら、不動産鑑定の結果評価額とは異なる資

産価値が５００万円に満たないというようなことで適用をされませんでした。平成２０年度に

つきましては、１件申請を行いましたが、これも推定相続人の同意が減られずに適用をされて

おりません。今後もこういうふうな制度を積極的に利用しながら、あくまでも申請者あるいは

被保護者の同意を得ながらということになりましょうけれども、積極的に資産の活用という意

味で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 
○楡井委員 
 今のような丁寧な説明であれば、相談者の方、また申請に訪れた方たちも、納得できたんじ
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ゃないかと思うんですけれども、この説得が非常に荒っぽいんですよね。したがって、せっか

く苦労してローンを払って手に入れた家なのに、とられてしまうのかというような感情を持た

れるわけですよ。それで、それなら少々苦しいけと、家までとられたら生活保護を使ってしま

った後、人の家に住まなくてはならないということになるならね大変だということで断念され

たというのが２件ありますね。ですから、そういう意味では先ほど言われたようにしっかりこ

の教育をしてもらって、こういう事例のないように、この例があるがために申請が妨げられる

というようなことのないようにぜひしてもらいたいんですよね。同時に自動車についても同じ

ような例があります。コミュニティバスやら公共交通機関では通勤も通院も困難だし、求職活

動についても求職した後の通勤などにも大変だと。そういう意味では、自立の道が狭められて

しまうというようなことで車の所要を認めてもらいたい、これは申請の前ですね、というふう

に話を進めたんですけどね、やはり自動車はだめだというかたくなな態度のために、今やっぱ

り車を放せば大変だというようなことから申請を見送るということもあります。役所の態度と

して、言われてるんですよね。それが成果表の１０２ぺージの中にもそういう関係の数字があ

られてるんじゃないかというふうに思うわけですね。この点についてはどうですか。 
○保護第１課長 
 先ほどの私の答弁の中の、また楡井委員の質問の中で出てきましたリバースモーゲージの制

度は基本的には、６５歳以上のご夫婦あるいは２人ともが６５歳以上の世帯についてリバース

モーゲージの適用がございます。そして、家をとられてというふうなご発言がございましたけ

れども、これはご夫婦ずっと住んでおられるうちは、それを強制競売にかけて現金化するとか、

あるいはその契約の途中でどちらか一方がお亡くなりになったというようなこと、その場合も

ずっと住み続けられる制度になっております。そして、５,００万円と以上と言いましたけれど

も、その資産価値が６００万円あったといたしまして、その分を例えば社協からずっと貸付を

続けて６００万円に達したとしても引き続き生活保護で生活を見ていくと、そしてその間はず

っとその家に住み続けていただくというような制度でございますので、ちょっと誤解があった

らいけませんので、その分だけ追加で補足をさせていただきます。 
そして今の御質問でございますけれども、成果説明書の１０２ページに示しております平成

２０年度の相談件数あるいは申請件数、開始件数につきましては、ここに表であらわしており

ます１６年度からしますと開始率というふうに言わしていただきますが、５３０件の申請に対

して４５５件保護を開始しております。これでいいますと８５.８４％、この同様なパーセント

でいいますと１９年度は８４.３５％そして１８年度で申しますと８３.７２％段々開始件数は

開始率といいますか、年々上がってきておると、これは決して私どもの審査が甘いとかそうい

うことで上がってきてるということじゃなくて、やはり保護を申請される方がだんだん多くな

ってきておるということの証左であろうというふうに考えております。 
○楡井委員 
 開始率ですよね、これは今年度は上がってるんですけど、それまではずっと低下してきてま

せんでしょうかね。私が計算したところによると１６年６８、６６、６５、５４ということで

今回また６６というふうに上がってますけど、この点どうですか。 
○保護第１課長 
 委員の申された率は、相談件数に対する開始件数の率が、今委員が言われた１６年度が６８.
４２％、１７年度が６６.９５％ということになるかと思います。先ほど私が申し上げましたの

は、申請件数に対する開始件数です。これは何でそういうふうな特化するか言いますかと申し

ますと、相談件数というのは生活保護の相談件数にカウントしております件数は、生活保護の

申請の相談というよりもただ生活に不安があるとかあるいはどういうふうな制度があるかとい

うような形で来られた方の件数もこの相談件数の中に入っておりますので、実質的な開始率と
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しましては、申請をされてその中のどのくらいが保護開始になったかというようなことで考え

るのが一番妥当な数値じゃなかろうかということで説明をさせていただきました。 
○楡井委員 
 それでは、１９年と２０年度の開始率５４と先ほど数が違いますけどけど、かなりふえてる

んですね、平成２０年度の４５５件、前年度が３８８件ですから、７０件近く増えてることに

なると思うんです。この理由をどういうふうに見ておられるのかについてはいかがでしょう。 
○保護第１課長 
 一般的な答えになろうかと思いますけれども、やはり経済的な問題あるいはオイルショック

等と、そして経済状況、社会状況がやっぱりまだ安定していないというようなことが大きな要

因でこの筑豊地区におきましても有効求人倍率でいいますと０.５６あったものが最近では、０.
３の半ばというようなことで就職状況等も少なく低くなってきております。そういうふうなも

ろもろな要因があるかと思いますけれども、特に飯塚地区については特にこれだというような

分析までにはたどりついておりません。保護開始の理由の一番多いのは、やはり傷病世帯いわ

ゆる病気になって仕事をやめざるを得なくなったとかそういうふうな部分での理由が多いよう

になっとります。 
○楡井委員 
 先ほど示した１０２ページの表なんですけど、一番最後のこの保護率というところがありま

して、４７.５パーミリとかですか、これ百分率に直せば４.７５だと思います。そういうふう

に、年々これ高くなってきております。さらには、この２１年度では先ほど言われたような数

字からさらにまたふえてるというふうに思いますので、ひょっとしたら５％ぐらい、全所帯の

５％ぐらいはその生活世帯になるんじゃないかというような推計もあると思うんですよ。そう

いうところからして、一番始めに人事課との質疑もやりましたんですけれども、ケースワーカ

ーがやはり基準によりも担当世帯が多いという問題は一層これ重なってくるんじゃないでしょ

うか。保護世帯が増えていくこともあるからですね。ケースワーカーがふえなければですね。

是非基準どおりの１人で８０人という基準どおりに改善は一刻も急ぐべきじゃないかと思うん

ですね。そうしないといろいろあまり思わしくないような事件も発生してきてるように聞いて

おります。この点についての改善の決意のほどを聞かせていただきたいと思うんですがいかが

でしょう。 
○保護第１課長 
 午前中の職員数のところでお答えさしていただきましたけれども、現実的に職員一丸となっ

てこの保護行政に取り組んでおります。持ち件数も基準を標準を上回った件数をもっておるケ

ースワーカーもございます。私どもは、その件数が上回ったからその分仕事ができなくなった

とか、そういうふうな弱音を吐くんじゃなくて、自分に与えられた職務を一生懸命遂行すると、

何があってもやはり市民の方の不安を取り除き、安定した生活を提供するというような気持ち

でがんばっておるところでございます。いよいよ耐えられないと、この持ち件数では耐えられ

ないというような、音をあげることはないと思いますけれども、もしそういうふうな時期が参

りましたら関係各課と相談して増員の要求とかそういうふうなものも、とにかく汗をかいて仕

事を進めていく中で考えていきたいというふうに考えております。 
○楡井委員 
 随分暴論じゃないですかね。かつて戦前と言いますか、欲しがりません、勝つまではとかい

う方針が、スローガンがあったようですけどね、今の発言はそれに似たものですよ。そう思い

ます私は。それでは、職員のことを本当に思った課長なのか、というふうに思うんですよ。何

のためにその基準が設けてあるかということを考えていただけませんか。何のための基準なの

か、何のための法律なのか、確かにその相談者または申請者の方のことを考えることも必要で
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す。しかし、実際それを、その人たちを守っていくための職員の側も、公務員の側も同じ人間

なんですよね。だから、自分たちの身分が保障されない状況の中で市民への相談にのれるかと

いう気が今の発言に思いました。これは１番はじめの答弁ですか、基本的な立場と随分合い入

れないものじゃないかというふうに思いますよ。そういう精神論だけではね、一定の苦労は必

要と思いますけれども、耐えられなくなったら考えるとか、これは撤回してもらわないといけ

ないですね。そう私は思います。それで、質問ももう少しありましたけどね、後一つ二つ聞き

たいんですけど、ちょっと今の姿勢なり考え方が変わらんなら、今から質問することについて

も当然切りはなったような答弁になるんじゃないかと心配があります。別の機会に討議したい

と思いますので、今の発言についてどう考えるか、聞かせてください。また部長もその考えと

同じなのかどうか。 
○児童社会福祉部長 
 担当課長の方から、十二分なる答弁いたしております。私はもっと厳しく行きたいと思って

おります。質問議員につきましても、時間外土曜・日曜日飯塚市の職員の仕事の情報・状況、

ぜひともまた御確認をいただきたいと思いでおります。ただですね１点だけ、１人のケースワ

ーカーに対しますところの世帯数のところについては、一定の目安を超えておる部分はござい

ます。当然人事当局、行革対策室、本委員会室におりますので、そこら辺のところは十二分に

認識はしておると考えております。今後は、全市的な立場に立った中での対応を進めてまいり

たいと、担当部長としてもそれなりの要望は展開していきたいとかように考えております。 
○楡井委員 
 今よく趣旨がわからないんですけど、俺たち職員は、またケースワーカーの人たちも、土日

まで働いてるぞというのを言いたかったんですか。そんなふうに聞こえるんですよ。そこをし

っかり見てくれというふうに言われたのではと思うんですが、違うんですか、手を振られたの

は、もう一度はっきりしてください。 
○児童社会福祉部長 
 個々の問題でのですね、御指摘もあろうかと思っております。しかしながら、職員体制、飯

塚市全体の組織の中で、今のところは生活保護制度にターゲットを絞った中での御指摘なり御

要望をいただいております。私どもとしては、飯塚市全体の視点の中でのやはり適正な機構、

人員配置、適正な業務量の把握というところも必要かと思っとりますので、今後関係部課等と

協議をした中で進めさせていただきたいということで、よろしくお願いいたします。 
○楡井委員 
 生活保護の相談に行くとか申請するとかいう人たちは、社会的に一番弱い部分というふうに

言われてるのは、当然御承知のことでしょう。そこに対する職員の態度がどういうことかとい

うことを聞いてるわけですよ、討議しているわけですよ、質疑しているわけですよ。そこにつ

いてギリギリでね、もう我慢ならんというようなところまで行き着かなければ、改善に足を踏

み出さないというふうに言ってるわけでしょう、あなた達は。そういうことが公務員として許

されるかと、法律を守らなければならない一番の実践者がそういうことでいいのかと。これは、

件数が増えたとかどうとかという問題の前、もう一つ前の問題です。この行政に携わる基本的

な立場でしょう。だから私は、一番に聞いたんですよ。そしたら、立派なことを言われた。と

ころが、討論を進めてみると全く反対のことを言われる。ぜひですね、討論が長くなると、皆

さんにも迷惑かけるし、ですからこれ引き続き検証していたいと思いますので課内でもしっか

り協議していただきたい。これはもう保護課だけの話じゃないというふうにも思いますので、

飯塚市全体の問題としても検討して頂きますように市長にもお願いしておきたいと思います。 
○委員長 
 続けてどうぞ。 
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○楡井委員 
 それでは、今日の運営の順番の方からいきますと、私の質問とは逆になってるんですけど、

交通事故の実態についてお聞きしたいと思うんです。これは、９月議会で清掃車の事故が３件

報告されたんですよ。それでそのときに、報告された内容が全部後ろなんですよね。パッカー

車の後部が他の車と接触して事故起こしたということだったと思うんです。それで、従来のこ

とについて、私余り関心を持っていませんでしたので、資料等も持ち合わせてないんですけれ

ども、一般論としてパッカー車の事故防止策、このことについて今後起こさないように徹底し

ていきますとかいう説明があるんですけど、具体的にどういうような方向がとられようとして

るのかについて報告していただければお願いします。 
○環境施設課長 
 環境施設課におきます交通事故の対策でございますが、委員御指摘のように、平成２１年度

クリーンセンターで２件、それから環境センター１件と、１件につきましては前方不注意と、

２件につきましては後方確認を怠るということでございます。日ごろから、朝礼の実施を行い

まして、事故防止に努めるよう指導しております。また内部研修を適宜行いまして、公務員と

しての責任と自覚を持つよう話をしておりますし、さらに今後は、一層事故防止に努めてまい

りたいと、また今回につきましても、一部今内部で検討しておりますが、外部の専門的な方か

ら指導を受けるということも今内部で検討している最中でございます。 
○楡井委員 
 要望も含めてですけど、かつては市の車には運転手の他に二人の乗ってたんじゃないかなと

いうふうに思うんですけども、そういう意味ではそこで人間が減らされてる、作業員が減らさ

れているという意味では行革と関係があるんじゃないかというようなことも考えます。さらに

これは、飯塚市の直接の事故だけじゃなくて、委託先の事故等もきちんと掌握されているのか

どうかと、先ほどの２１年の話が出ましたけど、２０年、１９年どうなっておるのかというこ

とも検証しなきゃいけないのではと思います。それから、朝の朝礼だとか研修だとか外部の人

達を、外部の有識者を招いての講習会とかいうようなことも言われましたけど、先ほどの生活

保護の行政の話でも出ましたけど、精神論だけでは駄目だと思うんですよ。それなりの物理的

な問題解決策をとっとかないといけないというふうに思います。ですか、例えば今は２人です

からなかなか大変でしょうけれども、動く時には必ずその後ろに１人の人がおるとかいうよう

な物理的な対策もたてなければならないんじゃないかというふうに思いますので、是非そのこ

とも含めて検討していただきたいというふうに思います。 
○委員長 
 次に田中裕二委員に質問に質疑を許します。 
○田中裕二委員 
 １５１ページ環境対策費の環境美化パトロール業務委託料についてお尋ねいたしますが、こ

のパトロールの内容についてお尋ねしたいんですが、どのように行われたのかをお尋ねいたし

ます。 
○環境施設課長 
 飯塚地区におきましては、現在直営で収集しておりますが、穂波地区、筑穂地区、それと庄

内、頴田つきましては、現在シルバー人材センターに委託しております。その中で各日、二人

１組によりまして地域内を巡回し、各支所と連携のもと、不法投棄ごみの回収等を実施してい

るところでございます。 
○田中裕二委員 
 不法投棄の回収等のパトロールということだけでしょうか。不法投棄防止のためのパトロー

ルも含んでいるということですか。 
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○環境施設課長 
 委員御指摘のとおり、防止も含めまして環境パトロールをしたおり、散乱等のごみのある場

合につきましては、回収を同時に行っているという状況でございます。 
○田中裕二委員 
 今の内容の中で、回収した不法投棄されたものに対して、これはただ回収してクリーンセン

ターに持っていかれて処理されるだけのことでしょうか、それ以外のこともまたされてるんで

しょうか。 
○環境施設課長 
 この環境美化パトロールにつきましては筑穂地区、穂波地区を一つのエリア、それと頴田地

区、庄内地区を一つのエリアという形の中で、それぞれのエリアごとに２人１組で回っており

ます。そこで環境パトロールをしながら、地域を巡回してるということございます。当然、穂

波地区、筑穂地区のごみつきましては、そこの施設組合、それから頴田、庄内についても基本

的にはふくおか県央施設組合の方にごみを持っていくという状況でございます。 
○田中裕二委員 
 すいません、私はクリーンセンターとひとくくりで言いましたけど、それから先はパトロー

ルの業務ではないということですよね。わかりました。それではこのパトロールによる効果、

どのように評価されているのか。ごみの不法投棄は減ったのか増えたのか、このあたりはどの

ように評価されているでしょうか。 
○環境施設課長 
 環境パトロールの効果ございますが、残念ながら不法投棄につきましては明らかに減少して

るという状況までには至っておりません。不法投棄は、ごみが捨てられている所に次から次に

また捨てられるという状況がございまして、発見次第直ちに回収するということで散乱地域美

化の補てんという形の中で対応しておりますが、なかなか不法投棄ごみの減少につながらない

という状況でございます。また、防止策につきましては、常習地につきましては看板の設置、

それから監視カメラ等々を設置いたしまして、抑止対策を行っておりますし、また今後もあら

ゆる対策を講じまして実施していきたいというふうに考えております。 
○田中裕二委員 
 わかりました。今、今後の対策までお答えいただきましたけども、ほんとに不法投棄撲滅を

目指して、どうすればごみの不法投棄が減るのか、また撲滅できるのかしっかり取り組みをし

ていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。 
○委員長 
 続けてどうぞ。 
○田中裕二委員 
 １５１ページ地球温暖化対策映画借上料についてお尋ねいたしますが、これは不法投棄対策

のための映画ということはわかるんですが、この映画をどこでといいますか、どのような機会

に上映されたのか。また、この映画の内容がどのようなものだったのかお尋ねをいたします。 
○環境整備課長 
 環境教育推進事業の一環といたしまして、本年の２月１１日に開催いたしました環境教育推

進大会において上映したものでございます。「地球は虫の惑星だ。昆虫写真館梅野かずおの映像

世界」という２００６年度に子どもアースビジョン大賞を受賞した作品でございます。例年は、

講演会を行っておりましたが、子供から大人まで環境問題をより身近に感じてもらうため映画

上映を行ったものでございます。 
○田中裕二委員 
 その大会で１回上映されただけということですかね。それでは、なぜその大会で上映しよう
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とされたのか、そしてそれを上映された後、参加者といいますか、どのような、効果まではま

だ至ってないんでしょうけど、どのような感想を述べられていたのか、お尋ねいたします。 
○環境整備課長 
 御存じのとおり、この環境教育推進大会というのは先ほども言いましたように毎年行ってお

りますが、その都度皆様にいろんなアンケートを取らせていただいたりとか、個別な意見を聞

いたりとかしております。先ほど言いましたように、推進大会の中でいろんな皆さん方の活動

を御紹介したりとか、表彰したりとかしておりますけども、あわせまして特に近年は講演会を

してきたということございますが、それとは別に私どもといたしましては、いろんな形で啓発

等行っておりますけども、どうしてもホームページとか、例えばペーパー類に頼りがちなとこ

ろがございます。ひとつにこういった映像を見ていただく、よりわかりやすい子供向けの映像

を見ていただく、こういったことも毎年この推進大会が終わったあとに例会の中でいろいろ検

討を重ねてきております。今後もそういった上映をいたしましたが、そのなかでよかったねと、

わかりやすかったねという声もたくさん聞いておりますので、今後もそういった教育推進大会

のみならず、地域の方にもいろんな説明会にも行かせていただくということを今周知している

ところでございますので、機会があればこういった上映等も今後も使って、広く啓発をもっと

普及したいというふうに考えております。 
○田中裕二委員 
 １回だけの上映では、もったいないんじゃないかなという思いで質問をさせていただいてお

ります。この地球温暖化防止に関しましては、ＣＯ２の削減がまず不可欠でございますし、ま

たこのＣＯ２削減に対して例えば運送業や製造業などの事業所だけそれに取り組めばいいのか

と言えば、そうではなく全市民がやっぱり、全国民といいますかね、取り組むべき問題であろ

うと思っております。また鳩山総理も２５％削減を表明いたしましたし、簡単に言えば各家庭

における電気の使用料４分の１減らすという、単純に考えればそういうことも必要になろうか

と思っております。やはり全市的に、市民の皆様にこのＣＯ２削減に対しての取り組みをして

いただくわけですから、しっかりとやっぱりいろんな機会に市民に対しての啓発、またお願い

なりをしっかり今後取り組んでいっていただきたいということを要望してこの質問は終わりま

す。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 それでは、環境保全推進基金ですね。これについてお聞きいたします。これはかって、１億

３千万円貯め込んでいるいうお話のことだと思うんですが、これは現状はどうなっているのか、

これの活用状況ですね、どのようにしたのかされたのか御答弁お願いします。 
○環境整備課長 
 御指摘のとおり、平成１９年度末の積み立て額につきましては、１３０.７４８,８７５円で

ございましたけども、平成２１年度からごみの分別、ごみの減量資源化というものを目指す中

で、平成２０年度に全市域での７分別化に伴います拠点ボックス購入費及びごみの出し方分け

方の冊子作成費として３４,０００,０００円を取り崩しております。その結果平成２１年３月

末では、９６,７４８,８７５円の残額となっておるところでございます。 
○楡井委員 
 その基金の今後の活用計画等は考えられておられますか。 
○環境整備課長 
 現在の環境基本計画の期間が平成２３年度までとなっておりますので、その見直しとごみの

減量化や地球温暖化防止に関する事業、環境教育に関する事業などさまざまなものを検討しな



 44

がら活用は決めていきたいというふうに考えております。 
○楡井委員 
 この保全基金については以上であります。 
○委員長 
 次に、岡部委員に質疑を許します。 
○岡部委員 
 １５８ページ、清掃工場運転管理及び溶融炉点検整備委託料についてお尋ねをいたします。

本市のクリーンセンターは、完成をしまして丸々１０年たって確か今年が１１年目に入ってい

るというふうに理解をいたしておりますけど、この決算書にあげられている委託料２７９,３０

０,０００円について、これまでこの１０年間をどういうふうな形で推移してきたのか。たしか

最初の１年ぐらいは、何か保証期間みたいなのがあって、かからなかったような記憶があるん

ですけど、この数字はどういうふうに推移してきたのか、まずその点をお尋ねをいたします。 
○環境施設課長 
 平成２０年で１１年経過したわけでございますが、先ほど委員御指摘のように、平成１７年

度の１年目につきましては、点検整備の委託なかったということございます。その後当然のこ

とでございますが、２年目以降に増えていきまして、平成１３年におきましては２６５,３３５,
０００円と、それから平成２０年度につきましては２７９,３００,０００円になっております。

この間の委託増加につきましては、期間経過によります整備の増加が主なものでございます。 
○岡部委員 
 今のお話を聞いても、時代はこういうふうに非常に厳しい時代に入っていってるけど、委託

料の値段の方だけは順調にというか、現実に値上がりして推移をしてきとるわけでございます。

この２７９,３００,０００円という数字を、市がこの運転管理と点検整備と二つにわけて、合

わせて委託をしとるわけですけど、これ、要するに運転管理の方と点検整備の方と分けたらど

れくらいの数字になるんですか、パーセンテージわかりますか。 
○環境施設課長 
 現在、清掃工場におきましては、運転管理と溶融炉の点検整備をあわせた中で契約しており

ます。運転を管理する中で、点検整備の必要なところがわかってきますので、運転管理をせず

に点検整備だけ行うということは困難とならざるを得ないということで考えております。した

がいまして現状では、分離することは、なかなか難しいというふうに考えております。 
○岡部委員 
 そこが私は、おかしいと思うんですけどね。あなた方の基本的な考え方の中に、そしたらち

ょっと質問かえますけどね、ここの点検管理と運転管理は、どこがが受託してやってるんです

か。そのちょっと経緯も教えてください。 
○環境施設課長 
 現在運転及び点検整備つきましては、プラントメーカー新日鉄の関連会社であります日鉄環

境プラントサービスというところが行っております。 
○岡部委員 
 この点について重ねてお尋ねしますけど、確かに飯塚市がこのガス化溶融方式を取り入れた

のは、この新日鉄の炉はたしか全国で５番目ぐらいのときに導入をしたというふうに記憶をい

たしております。しかし今日、あなた方も御承知かと思いますが、この方式をやってるとこと

いうのはクボタさんでもやってるし、エバラさんでもやってる、三菱重工さんでもやってると

いうふうに私は、流動床とかストーカーつくっている炉のメーカーは、部分的なガス化溶融炉

にしろ複数のメーカーにおよぶというふうに私は聞いておりますけど、その点どうですか。 
○環境施設課長 
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 今現在、飯塚市と同じ直接溶融方式、ようするにガス化溶融につきましては、現在新日鉄製

が全国２４カ所それからＪＦＥが１０カ所、それから日立金属、川崎重工、住友金属が各１カ

所いま操業してる状況でございます。 
○岡部委員 
 その中で、今あなたの答弁では、点検委託と操作委託は一体となったものであるから分けら

れないというふうな、私はそういうふうに答弁の解釈をしたわけですけど、この点についてあ

なたがたは、委託を分けたら、要するに新日鉄の今言われた子会社以外にもやれるとかやれな

いとかいう調査をされたのであれば、いつ、だれがどこでやられたのか教えていただきたい。 
○環境施設課長 
 点検整備と委託につきましては、具体的に直接お話してお聞きしたことはまだございません

が、電話等の問い合わせによりましてＪＦＥにつきましては、基本的にはそこのプラントメー

カーの関連会社とやっているという状況は把握しております。 
○岡部委員 
 この２億８千万という数字が、妥当な数字なのかどうかという精査はどこでやられてるのか

なというふうに私は疑問を持ってるわけですよ。つまり、運転管理と操作管理を分けられない

ワンピースであるというふうにあなた方理解してるんだったら、逆にその新日鐵の子会社から

出された数字というのを鵜飲みにしなきゃ数字が決定できないのではないかなという疑問があ

るから今お尋ねをしとるわけですけど、いかがですか。 
○環境施設課長 
 現在新日鉄製のプラントとしまして、先ほど２４カ所という話しをしましたが、その中でＤ

ＭＳというグループがございます。その中で、毎年情報交換を行いながら、実際に時間等々に

ついて検討をしております。実際に飯塚市が２７９,０００,０００円、実際にこれが妥当であ

るかというのは、なかなか難しいところがございますが、例えば近隣の２０年度の近くの施設

でございますが、糸島がございます。これは１００トン炉が２炉ございます。ここが運転管理、

点検整備を合わせまして３９２,０００,０００円程度かかっております。 
○岡部委員 
 あなた方は私の質問に対して、多分安く上がるという答えは出されないと思うんですけどね。

要するに高くかかるから、自分のところが安いんだというかたちで、その表現をされてると思

うんですよ。ただ、基本的にこの委託事業というのは、始めから随契でこの新日鉄の子会社あ

りきというかたちの中で１０年丸々経過をしとるわけですよ。このこと自体は、私はどうなの

かなと。確かに、ここしかやれませんと、やり切れませんという形の中で言われれば、ほかに

調査してなくて、知識がなくて、意識がなければ、これ仕方がないかなと思われるかもしれな

いけど、では切り離して、市場原理に照らして別な部隊を作れるととするならば、金額はあた

れるんじゃないかなと、私はそういうふうに思うんですけど、どうですか。 
○環境施設課長 
 委員御指摘にありますように、基本的にクリーンセンターにつきましては、ごみ処理を１年

間安定稼動すると、例えば事故が起こった場合につきましては早急に対応する体制が一番重要

であると考えております。その中で、今ご指摘のように、私どももいろいろ調査しながら、実

際に飯塚市の今の金額が妥当であるかということにつきましても、いろいろ基本的に情報提供

を受けながら研究している状況でございます。ただ、その辺がなかなか見えにくいというとこ

もございますが、ただ随契ありきと、今後もという形の中では考えておりません。ただ、その

中でも実際にできるところとできないところがあると思います。基本的に、例えば運転管理、

例えば点検整備、点検整備でも機関的なものについては、メーカーサイドのブラックボックス

というところもございますので、それ以外のところについて分離的なものができるということ
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であれば、やっていきたいと。ただ、実際にやってるところもございます。例えば、吸気ファ

ンの取りかえとか、蒸気漏れの修理というとこについては分離的に修理しているというところ

ございます。ただ今後とも、そういうことを踏まえまして勉強して研究していきたいというふ

うに考えております。 
○岡部委員 
 私は、やる気の問題もあるんじゃないかと、できるというふうに考えて分離発注すると。ま

た、その発注方式も、随契じゃなくて入札という形をもしやれたならば、私はかなり金額に差

が出てくるんじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。なぜそんなことを言うかといえ

ば、私が先日行財政の取り組みについて不十分だったから、追加してさらに行財政に、２回目

の２次的な行財政に入るというふうな報告と理解を求める・・ありましたよね。２８０,０００,
０００円を１割カットしたら２８,０００,０００円ですよ。大きな数字ですよ。小さいところ

を一生懸命やるのと違って、そうしたときにこれだけ業者の数もふえてきて、ガス化溶融を取

り込んだときとも社会環境も変わってきて、この状況の中でなぜこれだけが最初からもう決め

られたように点検管理と操作委託が随契で続いていくのかと、やはりそこんところをもう一回

考え直してやる必要があるんではないかなということで、重ねて最後にお聞きしたいと思いま

すけど。 
○環境施設課長 
 先ほどもお話を申し上げましたように、基本的に１年間の安定稼動をすることが一番重要で

あると、そして現在は御指摘のとおりでございますので、分離した方が経費で有利な場合もあ

るというふうな考え方も一点あるだろうと、それにつきましても現在環境整備課として調査研

究を行っております。ただ、直接メーカーがそれぞれございますが、どうしてもブラックボッ

クス的なものもありますので、実際にＪＦＥに運転管理できるかと問い合わせたところ、でき

ないことはないかもしれませんが、責任持てませんというような回答も受けております。そう

いう形もありますので、今後とも分離発注が可能なかぎりできるとこについては、本社、並び

に担当部署としましても、研究調査しながらできるものについては実施していきたいなという

ふうに考えております。 
○岡部委員 
 是非、この分離して発注する、あるいは新日鉄さんのものだから、新日鉄以外のものが触っ

たら、今あなたは安定稼働というふうな形を言われましたけど、安定稼働するにあたって新日

鉄じゃなければ絶対にできないっていうことは、私はあり得ないと思うんですよ。やはり広く

そういうのを求めていった方がいいんじゃないかなと、今飯塚市は非常に財政的に困窮してい

る中で行財政の改革を取り組んでいく、そういうふうな方式をやられている中でここだけが聖

域になって最初から変わらずで、値段は景気に反比例するように上がっていくっていう－請負

金額は委託金額は、これ自身が私はおかしいというふうに不審に思っております。是非、でき

るだけ早い機会にこれが分離発注は可能か、入札して市場原理に照らし合わせるのができるの

かできないのかということを研究していただきたいと要望しておきます。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 それでは、ごみ処理費、し尿処理費の関係です。資料に基づきながらお聞きしたいんですけ

れども、資料で言えば８ページになります。この８ページの資料によりますと、ごみ処理の総

経費に対するごみ袋代の比率が低下していってるような記述があります。これはこのとおりな

のかということと同時に、今後もこの傾向が続くのかどうかということについてご答弁願いた

いと思います。先ほどの環境保全基金の活用等もあって、こういう状況に今なってるのかどう
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かですね。よろしくお願いいたします。 
○環境施設課長 
 ８ページの資料でございますが、平成１９年度に全体の経費として約１８.４６％、平成１８

年と比較しまして１.３６％、それから、２０年につきましては１.８８％下がっております。

下がってきていることにつきましては、１８年度にごみ袋の統一で多かった販売量が減少した

こと、それから施設組合等々の負担金等の減額によるもので、全体的にごみ袋販売、それから

総計量とも減少しているということでございます。それから平成２０年度につきましては、諸

経費や燃料費、それから光熱水費などの電気料金の高騰、それから４地区への拠点収納ボック

ス等の給付によって増えた一方、ごみ袋の販売数が減ったというものでございます。今後どう

いうふうな見通しであるかということにつきましては、なかなかその辺の見通しがつきにくい

というのが現状でございます。ただ、基本的にごみ処理経費につきましては、施設管理等の維

持管理経費をいかに下げていくかとか、例えばごみのリサイクルの推進等々によりまして燃や

すごみを減らすということで啓発的なものを推進していかなければならないというふうに考え

ております。 
○楡井委員 
 先ほどの施設組合への負担金の減少とか、それから燃料費の減少等が言われて、経費そのも

のが下がってきてるということなんですけれども、今後そういう、今、岡部委員の質疑にもあ

ったようなことも含めた経費節減というのは、削減というのは、今後可能なのかどうか。その

点の研究はどうなってるか、お聞きしたいんですけど。 
○環境施設課長 
 通常の維持管理経費については、基本的にコスト削減ということを目指しながらやっていか

なくてはいけないと考えておりますが、ただ、それぞれ施設ごとに老朽化しております。その

後につきましては、当然老朽化によります更新が出てくる、増えていくということは否めない

というふうには考えております。 
○楡井委員 
 そこら辺の考え方が今回のごみ袋の値上げということにつながったのかなと。今１６.５８％

という比率なんですけど、これを３０％ぐらいまで負担してもらいたいということでの値上げ

だったというふうに思います。これが１億５千万円ほど増えたということになって、これ計算

しますと、だいたいごみ袋代だけで５億円近い売上といいますか、手数料収入になるというこ

とになるんじゃないかと思うんですけれども、そういう見方でいいですか。 
○環境整備課長 
 単純に、そういうことだけではないというふうに考えております。 
○楡井委員 
 そういうことだけではないという根拠を示してください。 
○環境整備課長 
 今、手元に資料的なものを持ちあわせておりませんが、ごみ袋の値上げにつきましては、い

ろいろ御説明もしてまいりました。また、委員からもいろんな御意見も頂いております。そう

いう中で当然、今言われました３０％というお話も出たわけですが、それは以前からの経緯の

中で、その部分については考慮いたしましたが、結果として今回の値上げにつきましては、こ

ういう軽費の中でお願いしたいというふうに進めさせていただきました。今後のことにつきま

しては、今まさしくごみの減量化、資源化を目指しておるものでございます。まだまだ取り組

んだばかりですので、今後ごみの減量化がどういうふうに進んでいくのか。一部には少なくな

ってきてはおりますけれども、私どもといたしましては、そういうことを行いながらＣＯ２の

削減も目指していきたいし、いろんな観点の中で求めた結果として、このごみ袋の値上げがあ
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ったというふうに考えております。 
○楡井委員 
 １０４ページの資料をちょっと見ていただきたいんですけれど、ここには平成１１年からの

ごみの状況、ごみ処理の状況が出てます。１１年とか古い話ではですね、合併の前ですから、

合併年度、またその前年度から程度からでもいいんじゃないかと思うんですけれども、年々ご

みの量が下がってきてるんですよね。そして先ほど言いました、御説明にありましたように、

ごみの７分別による資源化というのも今後進むんじゃないかと思います。またそれを進めなけ

れば、意味ないからですね。そうなってくると、ごみ袋手数料の収入もだんだん減ってくるん

じゃないかというふうに思うわけですね。そうなってくると、経費を削っていかなければ運営

が難しくなってくるというような関係が生まれてくるんじゃないかというふうに思いますが、

そういう関連は考え方としてどうなのかですね、お聞きしたいと思います。 
○環境施設課長 
 今、お手元のほうに、１０４ページでございますが、今質問者言われますように平成１９年

度と２０年度を比べまして、通常ベースでございますが約１.４％、それから１８年度から１９

年にかけまして２.８％、飯塚市他４地区でございますが、実際にこのごみの量の低下というの

はここ数年、傾向がございます。理由といたしましては、一つは人口の減少も考えられますし、

またリサイクルの推進の高まりもあるんじゃないかな、と。それとまた、大きな景気低迷によ

る節約思考からごみの量が減っているものというふうに考えております。 
○楡井委員 
 そういう状況で、ごみはどんどん減っていくということになると、ごみの手数料だけでは処

理経費を賄えないんですけれども、経費の削減も同時にやっていかんと運営が行き詰まるんじ

ゃないかということを指摘したいわけです。それで、これを最後の質問にいたしますけど、筑

穂町の産廃問題、これ、一般質問等で市長も全市的位置付けだというふうに言われておりまし

たけど、この産廃問題で２０年度、これに関する支出はございますか。その点だけお聞かせ願

いたいと思います。 
○環境整備課長 
 直接経費を出しものはございません。ただ、毎年、内住の川も含めまして、水質検査等を行

っております。ただ、申し添えますと、平成２１年度につきましては直接経費を一部計上いた

しております。 
○委員長 
 次に、田中裕二委員に質疑を許します。 
○田中裕二委員 
 １５７ページのごみ処理費の器具費について質問をさせていただきますが、この器具費の中

の内容、どのようなものがあるのかということをお尋ねしたいんですが、おそらく７分別の拠

点収納ボックス等の費用もこの中に含まれているんではないかと思いますが、その内容をお尋

ねいたします。 
○環境施設課長 
 質問者が御指摘のように、今回の器具費につきましては平成２１年４月からの飯塚市全市７

分別収集体制の統一に伴いまして、拠点収納ボックス、その中に回収カゴ、ペットボトル・ト

レイの回収ボックス、それから有害ごみを含めた中で今回器具費を支出させていただいており

ます。 
○田中裕二委員 
 ２１年度のお話になるかもしれませんが、申し訳ありません。７分別化によるところの目的、

さらに７分別化によってどのような効果が表れたのか、ごみの減量化につながったのかどうか、
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この点はいかがでしょうか。 
○環境施設課長 
 拠点収納ボックスの中では、資源プラ回収、ペットボトル、トレー、それから古紙、古布、

それから新聞、段ボール、雑誌類等をかかげておりますが、基本的に今回平成２１年４月から

スタートして半年経っておりますが、徐々にそれぞれの地区ごとに回収量は増えてきておりま

す。そのことによりまして、燃やす量が減る、ごみの減量化につながっているというふうに考

えております。 
○田中裕二委員 
 今、楡井委員のほうからもありましたように、本年の６月からごみ袋の値上げが行われてお

りますが、この目的はごみ減量化のためというのが大きな目的であったかと思っております。

今言われましたように、この７分別化による効果が徐々に表れてきているということございま

すので、７分別化がしっかり行われるように今後取り組みをお願いいたしまして、質問を終わ

ります。 
○委員長 
 ほかに質疑はありませんか。 
（ な し ） 

質疑がないようですから、第３款民生費及び第４款衛生費についての質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。 
休 憩 １５：５１ 
再 開 １６：０１ 
 委員会を再開いたします。 

次に第５款労働費、第６款農林水産業費、及び第７款商工費、１５９ページから１７７ペー

ジまでの質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されています楡井委員の質疑を許しま

す。 
○楡井委員 
 平成１６年以降ですね、資料によりますと１１０ページになりますけど、水田の耕作面積の

表があるんですけど、１６年以降１９年までは一貫して減少傾向が続いておりました。それが

２０年になって、増加に転じてるわけですね。これはどういう政策のもとに、この面積が、今

まで私はこの手の質問のときにいつも減ってるじゃないかと言って質問してきたんですけれど

も、今回資料を見て、飯塚の農業も少しは明るいのかなというふうに感じた次第でありますの

で、どういう政策を実行した結果こうなったのか説明をしていただきたいと思います。 
○農林課長 
 水田面積につきましてはおおむね変わっていないわけでございますけれども、水田の耕作作

付け状況、今委員が言われますように２０年度におきまして水稲の作付面積が増加に転じてお

る理由でございますが、一つには筑穂地区の内野におきまして圃場整備が完全に終わりました

関係で、以前そこに工事中、作付ができなかっ大量の面積がございましたが、それによる水稲

の作付面積が増えたという要因と、もう一つ考えられますのが、以前、昭和の時代、生産調整、

転作につきましては、全体の面積に対して何％という形で来ておりました。今日の生産調整に

つきましては、自給需要のバランスに基づきまして、量的な面積できております。従いまして、

ＪＡさん、福岡県が取り組んでおります「ゆめつくし」、昨年あたりから取り組みます新たな品

種「げんきつくし」というのもございますし、八木山、筑穂地区におきまして減農薬のお米を

作付しておりますので、そういうよく売れる品種のところにつきましては若干でございますが

増えたということが、売れたという要因でございます。 
○楡井委員 
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 その増えた関係は、一つは筑穂町における圃場整備が完了して、そこに作付が始まった、水

田の耕作状況ですね。それと同時に、面積で減反をやっていたけれども、その考え方が変わっ

た、米をつくる量だとか新種の良し悪しということで、そういうことが重なって２０ヘクター

ルくらい増えてる、全体としてはね。筑穂だけで言えば２３ヘクタール増えてます。２３ヘク

タール、どのくらいかなと、私はすぐに鯰田工業団地が出てきます。これは１７ヘクタールで

すからね、これよりも広いんですね。だから相当大きな面積が、作付けができるようになった

ということで言えば非常に頼もしいと言いますか、だと思うんですね。そこで、減反の面積と

は、こういう形で増えていって量的面積の関係でどんどん良いお米ができていって、これが増

えていけば、今、国がとっている減反面積との関係はどうなるんですか。 
○農林課長 
 今回政権が変わっておりますが、今までの流れでいきますと、面積は減少の方向で、作付面

積がございました。先ほど言いますように、以前は面積で農家のほうに何％しなさいというこ

とでございましたが、今後は単収、配分単収ということで、収量できております。しかしなが

ら、相対的にここ数年を見ますと、表にも示しておりますように水田面積の４０％近くが生産

調整に伴う水稲以外の面積となってきているところでございます。しかしながら、今後の推移

につきましては、新たな政権が発足しておりまして県並び各自治体とも、その情報収集なりに

来年に向かって努めているところでございますが、来年も同じような配分ではないかというふ

うに、現在はとらえているところでございます。 
○楡井委員 
 そうすると来年も水稲耕作面積、これは増えそうだというふうに思われてるということでい

いですかね。そこで、お米だけに限らず、いろんなものを地産地消の問題に広げさせていただ

きたいんですけど、ＪＡの触れあいとかいろんなスーパーなどにも行きますと御承知のとおり、

生産者の名前の付いた品物が並べられて大変好評であります。少々形が不揃いでも、曲がって

いても、安いし安心だし新鮮だということでの購入だと思うんですけれども、これを学校給食

のほうにもですね、もっと広げていったらどうかというふうに思いがあるんですけれども、こ

の関係で何か新しい取組みが考えられておられるかお尋ねします。 
○農林課長 
 市としましても、先ほどの水田以外の作付面積が多くなっており、生産調整が行われており

ますので、そのような圃場でどういった作物を振興していくか取り組んできたところでござい

ますが、やはり先ほど委員も言われますように、地産地消の推進について重要性を深く認識し

ているところでございます。市としましては合併後、平成１９年度に飯塚市地産地消推進計画

を作成し、それに基づきます、先ほど委員が言われました学校給食への食材の提供の増加、そ

の他いくつも活動をしてるわけでございますが、新たな取組みとしまして、さらにそれを推進

するために、今までは推進計画だけでございましたが、本年度、２１年４月に飯塚市地産地消

推進協議会をつくりまして、学校給食、農協、県、普及所、食生活改善推進委員会、直売所の

代表の方々、保育所、栄養士さん、そういった方を含めまして、地産地消の推進、学校給食、

公共的なものに推進、地域の皆様方に、地産地消の御理解を頂いて、食生活改善の中にも地産

を使った食生活を改善していくということをさらに強く進めていくように、本年度推進協議会

を設立したところでございます。 
○楡井委員 
 畜産業については、乳牛は筑穂地区が飯塚市の乳牛生産のうちの８５％を占めています。そ

れから肉牛は、旧自治体で言いますとね、飯塚地区が６１％、筑穂地区が３７％、何か筑穂牛

はとても人気がいいということでブランド化をされてるということですから、肉牛は筑穂が一

番多いのかと思ったら、飯塚の方が多いということになってます。それから養豚の関係では、
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頴田が非常に高くて７４％、飯塚が２４％、それから卵をとるための鶏、採卵鶏とかいうふう

に書いてあったと思いますけど、これは頴田が圧倒的で９１％、ブロイラーは穂波が８６％と、

こうして見てくると、なかなか地域別に非常に特徴がある内容になっているというふうに思う

んですが、これは何か市としての政策的な反映がこういう結果になったのかどうかについては

いかがでしょうか。 
○農林課長 
 この状態は、合併前からほとんど農家数、畜産業関係の農家数は、変わってないわけでござ

いますが、特別にそういうことをやってきたかということでございますが、筑穂町においては

ブランド化されました筑穂牛、先ほど言います肉用牛につきましては、以前より飯塚に大規模

の肉用牛の畜産業者がおられます。そういった関係で、たまたま地区ごとにそういったような

振り分けになってるということで、その地域を重点的に、畜産であるとか肉用であるとか、そ

ういうふうに取り組んできたことではございませんが、以前に多数の畜産業農家があったのは

確かでございますが、それぞれの旧自治体におきまして、そこの残ったと言いますか、先進的

経営をされてる農家に何らかの形で支援をしたり、そういう形で今日まで至っているというふ

うに認識しております。 
○楡井委員 
 先ほど言いましたように、地域的には非常に特徴的な数字が示されてるんですけれども、畜

産業全体としては横ばい状態という状況ですし、今のご説明でも市としての積極的な対策でこ

ういう状況になったということではないようであります。そこで今後ですね、これをどういう

ふうにしていこうかというお考えがございましたら示していただきたいと思います。 
○農林課長 
 現在も商工観光課と一緒に地域の掘り起こしなどをしているわけでございます。代表例でご

ざいましたら、先ほど委員も言われます筑穂牛のＰＲに農協さん、関連団体と努めております

し、地産地消の観点からも地場の畜産業の振興並びに、やはり売れなくては駄目でございます

ので、ＰＲを今後とも続けていきたいと思いますし、環境面からも含めた省力型の経営に基づ

く機械等の導入を国県に働きかけまして、経営的な支援にも努めてまいりたいというふう考え

ております。 
○楡井委員 
 ぜひご検討いただきたいと思います。 
○委員長 
 次に、江口委員に質疑を許します。 
○江口委員 
 １６５ページ、農業施設費並びに農業土木費に関連してお聞きいたします。農業施設の管理

運営についてですが、農業施設、水路なりいろんなものがあるわけですが、そちらのほうの管

理運営について、どのようになっているか概略を御説明ください。 
○農林課長 
 農業施設につきましては、御存じのとおり農道、林道、農業用の用排水路、井堰、排水機場

など多種多様にたくさんのものがございます。その管理運営につきましては、全面的に委託に

よるもの、操作など一部委託によるもの、及び農林課・各支所経済建設課が管理するものなど、

また並びに農区生産組合の協力を頂いて管理運営を行っておるところでございます。 
○江口委員 
 今言いました農業施設ですね、農業施設は基本的に市の所有になるものという理解でよろし

いかどうか、もしくはそれ以外のものがあるとすればどういったものがあるのかお聞かせくだ

さい。 
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○農林課長 
 委員の言われますように、ほとんど、１００％近くが市の施設でございますが、中には個人

の農家で私設的にポンプを備え付けられたり、地区の農区の財産としての施設が一部ございま

す。 
○江口委員 
 一部個人の農家、もしくは地区の農家の財産というものがある、それ以外については市の施

設だということでございます。それならば、その市の施設に関しては全面的に農林課のほうで

管理運営をしている、そしてまた費用負担についても同様だという理解でよろしいですか。 
○農林課長 
 維持管理の経費につきましては、御承知のように一般財源をも充てているもの、あと御承知

のように飯塚市にかんがい施設整備基金、鉱害復旧事業団のときに設立したものでございます

が、かんがい施設整備基金を財源にしてその果実などを運用してポンプ場、井堰などの維持管

理に財源として充てているもの、それと河川において、これは土木管理課のほうとも同じでご

ざいますが、河川において取水排水用の樋門樋管というのがございます。その樋門樋管の維持

管理経費につきましては、国土交通省から樋門樋管管理委託金の財源をもって操作管理の委託

を行っているものもございますし、また、ご承知のように直売所、乾燥施設などのものつきま

しては、指定管理者を導入し、その運営経費を指定管理者によってやっていただけてる部分も

ございます。 
○江口委員 
 今で言うと一般財源そして基金、そして管理委託金ですね、国から頂いたお金で運営をして

いる。それと直売所等の売上というふうなかたちですね。この管理運営なんですが、定期的に

やっている、例えば農道だったりとか、用排水路とかですね、今回も水害の中で非常に大きな

被害を受けたわけです。そしてそこのメンテナンスの部分についても見直さなくてはならない

部分がかなり出てきているんだろうと思っております。定期的なメンテナンスですね、清掃で

あるとか草刈り、浚渫、維持修繕等々ですね、定期的にどのような形やられているのか、お聞

かせいただけますか。 
○農林課長 
 定期的なメンテナンスにつきましては、何といいますか、電気を使ったり、ポンプとかいう

ものにつきましては電気技術業者さんにおいて雨季前には必ずでございますか、そういう時期

に契約に基づいてやっていただいております。それから、樋門樋管の管理につきましても、契

約に基づいて、必ず雨季におきましては毎月１回の報告、点検を行っている分もございます。

その他、農道・水路の管理につきましては、合併しまして広範囲になっておりますので、注意

深く職員において定期的に点検する部門もございますが、先ほど申しましたように農区長、農

家の方々に点検を日常の農作業の中で御連絡を頂いて、その改良修繕、維持管理、草刈り等に

努めているところでございます。 
○江口委員 
 今の話をまとめますと、基本的に契約に基づくものについては定期的にやっているんだが、

農道ないし用排水路に関しては基本的に自分たちの見回りをしてチェックに努めるんだけれど、

その他は地域の方々から教えていただいたりとか、そういった部分で対応してる。そちらのほ

うは不定期で対応しているというふうな形でよろしいでしょうか。 
○農林課長 
 そのとおりでございます。 
○江口委員 
 そうするとですね、今後やはり、今回の水害を見ても、そこのチェックの部分とかをですね、
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一部考え直す必要があるかと思うわけですが、そういった部分についてどのようにお考えにな

っておられるか、まずお聞かせいただけますか。 
○農林課長 
 今回の７月２４日からの災害におきまして、全地域的に私ども職員で回ることは不可能でご

ざいました。その折におきましても、農区、自治会、生産組合の方々から情報提供をいただき

まして、その旨で大変、災害箇所の分の応急的な工事等を含めたことにつきまして、農家の方々

にこの場を借りましてでも厚く御礼申し上げる次第でございますが、今後も更に一層農家の

方々と連携を密にし、支所も含めまして情報を密にして定期的にそういった改善とか維持管理

に努めていきたいと考えております。 
○江口委員 
 そうするとですね、いろんなところから、このあたりが厳しいんだけれどというようなお話

が出てくるんだと思います。いろんなところがある中で、予算もやっぱり限られる部分がある

と、そういった中でどうやってその順位をつけるんだろうと。やはりそこら辺が明確にされな

いと、地域の方々にとっては、なぜうちのが後なんだという部分があるんだと思います。そこ

ら辺については、どのように対処をなされてるんでしょうか。 
○農林課長 
 私どもの考えにつきましては、最優先を危険箇所にしております。交通量、学童さんの通学

路とか、人家がありまして、そこを通られる方、一番大きな優先順位は、危険箇所で一番多い

のが、ため池でございます。ため池の、取水用の水でもございますが、今回の災害ではたまた

まなかったことなんですが、亀裂が入って崩壊の恐れがあるとか、そういうのを最重点で行い

まして、後につきましては老朽化に基づく地元と話し合いをいたしまして、改良等に努めてる

次第でございます。 
○江口委員 
 ぜひ、その分についてわかりやすいというか、透明性のある対処をお願いいたします。もう

一点、管理の中で地域の方々の力を借りてやっているという部分があるというお話ございまし

た。草刈りとか浚渫とかいう部分については、特にやっていただいてるんだろうと思うんです

が、そういったときに例えば、費用負担が発生することはあるのでしょうか。地域の方々に対

して費用負担が発生することはあるのかどうか。 
○農林課長 
 財政的に大変厳しいわけでございますが、農家の方々におきましては、そういうことをやっ

ていただくにおきまして、大変皆様から御理解を頂いております。例えば、すべて自分たちで

草を刈って後片付けもしますというところもあるわけでございますし、また草刈りとか泥を上

げるから、後の処理だけお願いすると、ケースバイケースで合併後その地域によって様々なや

り方、全面的に市がやってるというようなところもございますし、様々なやり方で取り組んで

るところでございます。 
○江口委員 
 ケースバイケースと言いますが、そのあたりでケースバイケースがあまり多用されると、地

域の方々にとっては、なんでうちのところは、全部やってるのにあそこは全部市もちなのとい

うような話になるかと思います。その点においてもきちんとした対応、公正公平が求められる

と思いますが、その点についてぜひやっていただきたいと思いますが、よろしいですか。 
○農林課長 
 当然でございまして、公正公平が一番でございます。その点を含めまして、現在市として取

り組んでおりますのが、中山間地域等直接支払事業というのを、国県の補助金に基づきまして

中山間地に事業として交付しておりまして、その中である程度やっていただきたい、と。それ
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から近年取り組んでおりますのが農地・水環境という事業を、国の農地・水環境協議会のほう

から市の負担をもってそういった環境美化、こちらのほうにつきましては農家だけではなく自

治会を巻き込んだ組織をつくっていただきまして、そういった作業的な費用に充てていただき

たいという、そういった方面も取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。 
○江口委員 
 今お話のありました、中山間地について私は詳しくは知らないんですが、農地・水環境につ

いては、これは期限が切ってある制度である、と。逆にこれをやることによって今まで地域で

皆さんでやっていただいた分が、一度お金をもらえたと、そこでまた外に出すようになったと、

ところがそれが切れると、その後どうするんだというところで、ある意味コミュニティが壊れ

る原因になりかねないというお話を他の自治体から聞いたことがございます。ぜひその点も気

を付けながらやっていただきたいとお願いをしておきます。 
○委員長 
 次に、兼本委員に質疑を許します。 
○兼本委員 
 １６９ページの林業振興費の委託料、荒廃森林再生事業委託料などについてということで質

問させていただきます。ここに荒廃森林調査委託料、それから荒廃森林再生事業委託料という

ことで約８百万円ほどの決算が上がっております。これは、個人あるいは法人が県税として一

定金額を納めまして、県から荒廃林を再生しなさいということで市のほうに返ってくる分の事

業だったと思います。たしか２,６００万円程毎年返ってくるんじゃなかったかなというふうに

記憶しておりますが、この事業は、当初、雇用の拡大にも繋がっていいのではないかというこ

とで予算のときに質問しましたら、８千円の講習料を払えばできる、と。しかし、地区の森林

組合に委託したいというような答弁があっておりました。それで今、この委託は地区の森林組

合に委託してることだろうと思いますが、そこにおいて雇用の拡大等々はどのようになってる

のか、その点をまずお尋ねいたします。 
○農林課長 
 御承知のように、これにつきましては福岡県が荒廃森林再生のためにその財源として森林環

境税が導入されまして、その目的によって、私有林だけでございますが、そちらにその財源を

つぎ込んで、荒廃した森林をやる、と。今御質問の、それに基づいて雇用が創出されたのかと

いうことだと思いますが、これにつきましては合併前から森林組合が合併しまして、今、嘉飯

山森林組合というふうになっております。そこに委託をしまして、そこで一番雇用的に申しま

すと、荒廃森林再生事業、昨年の２０年度から始まったわけでございますけれども、そこの森

林組合におきましても嘱託職員１名、臨時職員４名、作業班３名を雇用してるわけでございま

すが、その現場で間伐とか下草を刈る作業につきましては、それぞれの再生する現地のほう、

例えば八木山であれば八木山、建花寺であれば建花寺、筑穂内野地区であれば内野、そういう

ところに作業班を、そこの地区の方を雇ってその作業チームを使って荒廃森林事業をやってる

わけでございますので、今後発注が膨らみますと現地の作業員につきましては大幅な作業員の

雇用が生まれるのではないかと考えております。 
○兼本委員 
 この荒廃森林再生事業の委託料の５４６万円は、当然調査をやっての結果だろうと思います

が、どこの地区をやったのか。今、作業班を云々ということがありましたが、具体的な人数は

わかりませんでしたけどね、どの地区でどの程度、そしてこの金額、約５４０万円というのは、

２０年度からの新規事業ですから、最初から大幅な予算は使えなかったのかもしれませんけど、

約５４０万円というような予算で終わってますが、このことについての見解はどのようにお考

えかお尋ねいたします。 
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○農林課長 
 平成２０年度は初年度でございましたが、荒廃森林環境税の荒廃森林事業が１０年間という

ふうになっております。前期５年間で５年見直しという予定になっておりますが、市としまし

ては毎年２００ヘクタールくらい調査をかけまして、その調査に基づいて荒廃再生の間伐とか

の事業に取り組むように予定をしていたわけでございますが、２０年度におきまして、私ども

のＰＲ不足もございまして、調査は実績的には１５９ヘクタールほど行ったわけでございます

が、実際の作業、間伐とか下草刈につきましては１７ヘクタールほどしか出出来ておりません。

この内容につきましては、この２０年度の最初に取り組んだ月としましては、穂波地区と頴田

地区に全面的に調査に入ったわけでございますが、やはり所有者、山林を持っております民間

の方に理解が、最初のＰＲ不足もあったかと思いますが、調査の同意を得たんですが、間伐の

同意を得られなかったことと、同意に基づきまして相続物件が複雑なものがございまして、そ

こら辺の調整がうまくいかなかったということでございます。何十人も相続がございまして、

代表で印鑑を、同意を頂けるというような予定をしておりましたが、なかなか難しかった面が

ありまして、本年度につきましてはその反省を含めて大幅に取り組んでるところでございます。 
○兼本委員 
 では、初年度は穂波地区と頴田地区を実施したということですか。先ほどあなたの話では、

八木山地区とか建花寺地区とかで雇用の創出が出たとかいうことで、例として地区の名前は八

木山地区、それから建花寺地区という名前が出ましたけど、調査やったのが穂波と頴田だった

ら、八木山と建花寺は旧飯塚市ですから、ちょっと答弁が違うようですが、どうなっておりま

すか。 
○農林課長 
 申し訳ございません。説明が不足しておりました。嘉飯山森林組合は、そこそこに八木山と

か建花寺とか穂波とか、それぞれの地区に班長を置かれております。経験のある常に雇用をお

願いするその方に基づきまして、そこをチームとして５名とか１０名とか２０名とか付けて実

際の作業があるわけでございますが、先ほどの例につきましては、当該年度にやったことでは

なく、今年も取り組んでおりますことを建花寺とか八木山とか言いましたので申し訳ございま

せんが、平成２０年度におきましては頴田と穂波でございますので、頴田と穂波地区において

そのような雇用が出ているということでございます。 
○兼本委員 
 実施したのは１７ヘクタールですからそんなに大きな雇用はできなかったんではなかろうか

と思いますけど、しかし、いずれにしても保水力を高めるとか、それから崩壊を防止するとか

いうような意味で間伐をするということでございますので、せっかく１０年間しかやりません

ので、我々市民もそれぞれ税金を納めてるわけなんですよ。だから、事業をやればやるほど、

２,６００万円ぐらいが毎年上限じゃなかったかなというふうに思いますけど、そのくらいの金

額が多分要求すれば取れると思いますので、とにかく間伐をやるということですので、それと

合わせて、間伐をやることで森林組合だけを潤すのじゃなくて、このように雇用が少ない時期

ですからね、特殊な仕事ですから誰でもが行ってできるという仕事ではないと思いますけど、

去年の予算では８千円払って講習を受ければできるようになるという答弁が確かあったようで

すから、そういうものを利用しながら雇用の拡大も含めて、それから森林を整備すると、大き

な目的は整備ですから、それに進んでもらいたいと思います。 
それとですね、昨年、切った間伐材をどうするのかとお尋ねしましたら、県の税金で間伐を

するので、その間伐材を利用するということになれば有料になるから個人に、間伐は税金でや

る、その間伐材を売ることについて個人の利益になるようなことは望ましくない、禁止されて

いますという言葉であったかどうかは分かりませんけど、捨て置くと、放置しておくというよ
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うな答弁が去年あったんですよね、去年、予算委員会で。ところが、この頃の新聞、一ヶ月程

度前の新聞を見ますと、近畿大学が田川の間伐材を利用しながら、それでもって村興しといい

ますかね、そのようなものを商品化するというような話が出ておりました。近畿大学は飯塚の

大学なんですよね。そして、飯塚は各大学に平成２１年から補助金を出して、そして、より密

接に大学と行政とで連携しながらやろうやというような動きがあってるわけなんですよ。それ

を、よその地区の間伐材を利用してやられると。それをじっと捨て置くというような昨年の答

弁があって、田川はそういうものを使ったということですよ。だから個人の間伐材であっても、

放置するのであれば、それを無償で持って帰っていいですかと言えば、持って帰れるはずなん

ですよね。それを、あなたは去年は放置しておくと言って、それが今年になったら近畿大学は

それを利用して木工を造るというような新聞報道があっておりましたよね。だから、出来ない

ことはないんですよ、去年からそういうことを言ったときに、もう少し検討してみましょうと

かいうような形であればね、私は出来ないことはなかったと思うんですよ。せっかく飯塚は税

金から大学に補助金を出して、そして補助金を九工大、近畿大学に出しながら、大学の頭脳を

使おうというふうにやっているのにね、よその地区の間伐材を利用してやられるということは、

私は飯塚のトップの人にとっては恥だろうと思うんですよね。どういうふうに考えますか、そ

ういうことを。 
○農林課長 
 御指摘のとおりございます。昨年の私の説明が至らなかった点もあろうかと思います。この

森林環境税を利用した、荒廃森林の間伐した間伐材につきましては、山から出しますと、また

税金を投入してそれ以上の経費がかかりますので、森林内に置くというようになっております。

しかしながら委員が言われますように、それを、あくまで税金で間伐したんですが、間伐材に

ついてはその山林の所有者のものでございまして、その所有者が有料で売るということは禁止

されておりまして、無償によって提供するというようなことは委員が言われますようにそのと

おりでございます。田川におきましても、無償で渡したということでそういう利用ができてお

ります。実際、飯塚市におきましてもそういう希望がありまして、キャンプのときに使いたい

からということで、ただし、そこから持ち出すのに、山林の方が持ち出す経費とそれがペイす

るかという問題ございまして、そういうこともありますので、前期５年間で見直すということ

がございますので、そこら辺も含んで県のほうに強く要望したいと思っておりますし、先ほど

近畿大学の間伐材を利用した、田川のほうで大規模にやられたのは確かでございます。飯塚市

におきましても、その活動の母体であります筑豊地区森林林業推進協議会、筑豊地区の自治体

と森林組合が入った協議会でございますが、そこで近畿大学理工学部の建築デザイン科と、そ

の協議会が連携して、木材需要のＰＲの一環としてランプとかコースターとかの作成をされて

おりまして、毎年あいタウンのほうでＰＲ活動もやってるところでございます。今後さらに、

この協議会を通じたその活動も飯塚市のほうで大々的にやるべきであろうと、委員ご指摘のと

おりというふうに考えております。 
○兼本委員 
 よそでやったことですから、あまりそのとおりやって二番煎じがいいかということにもなり

ますからね、あまり強力にはやりなさいということは言いませんけど、しかしいずれにしても、

一番最初に手を挙げてやったほうがやっぱり何でも勝ちなんですよね。よそがやってしまった

やつに、よそが良かったからあのとおりやろうって、二番煎じしたところで上手くいくかわか

らないしね。やはりいずれにしても、そういう形の中で我々市民が、確か５００円でしかたね、

税金を投入するのは。それと法人税いくらかと、そういう形の中で貴重な財源を県に入れて、

それから県からバックしてもらってやってる事業ですから、やはりできるだけそれを活用しな

がら、例えば今の経済の低迷時期で雇用の拡大ができるんであればぜひ推進して、雇用の拡大
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だけでも推進してもらえば、大きな一つの目的も達成できるんじゃなかろうかと思っておりま

すので、その他、例えば間伐材を他に有効利用するようなことがあったら、ひとつ農林課のほ

うで知恵を絞ってやってもらいたいということを要望して終わります。 
○農林課長 
 訂正を一つだけさせていただきます。先ほど委員が年間上限があるだろうということござい

ますが、年間環境税は、見込みでございますが、福岡県の市民税が納められての個人法人で年

間１０億円を超えるというふうに推定されております。その事業の取り組みにつきまして自治

体に交付される分については、事業費の１００％交付されますので、上限はないという認識で

ございますので、５億円の事業をすれば５億円来るというような形でございますので、訂正さ

せていただきます。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 １７１ページの企業立地セミナーその他工業団地造成に関した質問をさせていただきますが、

成果説明書の７９ページにありますところの産炭地域活性化基金助成金というお金の性格と言

いますか、総額、活用状況等についてご説明願いたいと思います。 
○総合政策課長 
 ７９ページの産炭地域活性化基金助成金でございますが、平成２０年度は３億円の収入があ

っております。 
○楡井委員 
 そのお金のうちから、諸収入というところに３億１万６千円が出されたと、こういうことで

いいんですね。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １６：４４ 
再 開 １６：４７ 

委員会を再開いたします。 
○楡井委員 
 質問をしなおします。企業立地セミナー、この関係についてお聞きしますが、企業誘致が果

たして成功するかどうかという問題なんですよね。それで、資料の１１５ページには、筑豊地

区にどのくらい工業団地があるものなのか、さらには鯰田が完成したとして、本市分はそのう

ち、どのくらいを占めるものなのか、さらには本市以外の工業団地への誘致活動がどういうよ

うな見通しになっているのか、そのことについてお聞きしたいんですよ。それで筑豊地区にど

のくらいの工業団地があるのか、まずその辺から説明をしていただけますか。 
○企業誘致推進室長 
 筑豊地域には８１カ所の工業団地がありまして、約１,０５４ヘクタールの工業用地がござい

ます。そのうち分譲可能な面積がこの資料にございますとおり９５.２ヘクタールでございまし

て、鯰田工業団地を含め飯塚市は２０.８ヘクタール、約２２％を占めております。 
○楡井委員 
 筑豊地区には分譲可能なところが９５ヘクタールということであります。鯰田工業団地が造

成なったとして、全部で２０ヘクタールくらいになりますかね、２１ヘクタールくらいになる

んでしょうか。そうすると全体の２０％ぐらいを占めるということになるわけですね。そこで、

鯰田工業団地へ企業が来るかどうかということについて、名古屋事務所が昨年１１月に開いた

ものについて少し中身をお聞きさせていただきたいんですが、ここに報償費として２０万円が
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支出されてますよね。この２０万円について、どういう内容なのか説明をしていただけますで

しょうか。 
○企業誘致推進室長 
 資料１１６ページの報償費、インフォメーションセミナーの報償費でございますが、これに

つきましては企業立地セミナーの講師謝礼ということで、これはトヨタ自動車九州の特別顧問

でございます雨澤氏を講師として招いて講演をしていただいた分の報酬でございます。 
○楡井委員 
 一日お話しになったでしょうから、この２０万円というのが妥当な金額なのか、相当高い報

酬じゃないかなというふうに思うんですけれども、そこでお話しになった内容ですね、いろい

ろ参考になるような講演があったんでしょうけれども、この講演の内容は公開できるんですか。 
○企業誘致推進室長 
 雨澤氏の講演につきましては、こちらのほうに、手元に資料がございませんので、公開する

というよりも資料がございませんので御理解いただきたいと思います。 
○楡井委員 
 どのように理解すべきなのか、ちょっと戸惑いますけれども、講演されてその講演の内容の

資料が無いと、市には。どういうことなのか説明してください。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １６：５１ 
再 開 １６：５３ 

委員会を再開いたします。 
○企業誘致推進室長 
 改めて答弁させていただきます。雨澤氏の講演つきましては、講演資料としては残っており

ませんが、その内容については御説明はできるということでございます。 
○楡井委員 
 資料は残ってないけれども、説明はできるということですか。講演の内容は、たいてい資料

付きなんですよね。何か答弁があるそうですから。 
○経済部長 
 雨澤氏は当日、パソコン上のパワーポイントを使ってご講演されました。ですから、こうし

た講演の折にはパワーポイントのペーパー資料ですね、あらかじめ増し刷りさせて、会場に参

加された方に配られる講師の方もございますし、社内の統計、特に今回の資料につきましては

トヨタ自動車九州の生産ラインにかかわる内容等もございました。そうしたことでありまして、

当日そうした資料については配付されておりません。でありますから、私ども主催者側につき

ましても、パワーポイントの資料については入手してないということで、資料については無い

という御説明を今、室長がした次第であります。でありますから、講演の内容、概要につきま

しては私どものインフォメーションセミナーの記録としてございますので、その概要について

は公開できるということでございます。 
○楡井委員 
 そういうところで２０万円も支出してお話しいただいた内容ですから、これはその後の誘致

活動に活かさなければならないというふうに思うんです。そういうときに資料を、後で振り返

るときに資料がないというようなことでは、活動に障害を来すんじゃないかというふうに思う

んですよね。確かに今言われた企業秘密というんですか、そういうものがあってということな

んでしょうけれども、やっぱりそういうところにはきちんと資料を提出してもらって話は聞く

べきではないかなというふうに強く思うんですよ。そういう意味で講演資料ですかね、そうい
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うのをぜひ聞かせていただければというふうに思いますし、私達もまたそれを参考にしながら

工業団地問題についても検討させていただきたいなというふうに思いますので、準備していた

だけますようにお願いしたいと思います。それから、セミナーを開いた効果、これをどういう

ふうに考えておられるかについてお聞きします。 
○企業誘致推進室長 
 このインフォメーションセミナーにつきましては、飯塚市が名古屋事務所を開設し、名古屋

での最初の大々的なＰＲ活動でございまして、東海地方では知名度の低い飯塚市という名前を

知ってもらうための大きな効果があったと考えております。秋以降は不況になりまして、その

後の訪問企業の増加にはつながっておりませんけれども、数多くの企業との出会いの場となり

訪問する機会を得られたことも効果として考えております。 
○楡井委員 
 セミナー後の訪問数なども言われましたけど、具体的一つずつ見ていきますと、１１６ペー

ジの表の上の段ですけれども、セミナーが開かれた後に企業を訪問した、これは名古屋事務所

の方が訪問したんでしょうけれども、全体でこの１年間で７４社ですか、７４回でしょうか、

訪問された。訪問されたうちセミナーの後はわずか１９回なんですよね。その中には、新規が

たった５件しかないということも数字で出てきてます。さらには団体への訪問、これも名古屋

事務所の方がやった活動だと思うんですけれども、全体で２６回ある中でわずか４回ですよね。

それから逆に今度は、事務所に来てくれた方たちが、全部で５５回のうち、このセミナーが開

かれた後はわずか１０回しかないということで、このセミナー効果が果たしてあったのかとい

うふうにこの数字からだけでいえば思うんですよね。そういう意味で、セミナーの費用１１０

万円かけてますけれども、果たして今、室長が言われたように知名度アップの効果があったと

いうふうに大見栄切られましたけど、果たしてそうなのかなと、費用対効果の問題考えたら効

果は小さいんじゃないかと私は思うんですよ。いかがですか。 
○企業誘致推進室長 
 この活動につきましては、名古屋に事務所を置きまして、そして東海地方で活動する、そし

てセミナーをやるということで、その知名度のアップを図るという大きな成果があったという

ことですけれども、併せまして、それだけ名古屋で真剣に取り組んでいるというようなことで

企業さんからも大変好感を持って受け入れていただいております。そうした意味からすると、

私は効果があったというふうに考えております。 
○楡井委員 
 あったなかったは水かけ論です。その水掛け論をきちんと検証するのは数字なんですよ。数

字を示して効果があったならあったというふうに答弁してもらわんと、話がかみ合わないとい

うふうに思います。今後、そういう態度をとっていただきたいと思うんですけれども、この数

字から見るところはそうはならない。今、室長が言われたような方向ではないんじゃないかと

いうことを指摘して、この質問は終わります。 
○委員長 
 次に、江口委員に質疑を許します。 
○江口委員 
 １７１ページ以降、商工業振興費の中での負担金補助及び交付金並びに委託料、各種委託料

等についていくつかお聞きいたします。まず、今ちょっとお話ありました企業誘致アドバイザ

ーの部分であります。今、確かにですね、言われたようにこの訪問件数につきましては私も、

ちょっと少ないのではないかと思っております。やはり名古屋事務所をつくったのは営業のた

めであります。知っていただくのが第一というお話がございました。そうであるならば、お客

様のもとへ行かないと話は進まないわけであります。やり方として、名古屋事務所のほうで情
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報収集もやって、そしてまた訪問もやるとなると、このようなる数字になるのかもしれません。

であるならば、方法を考える、情報収集なりそういった企画立案の部分はこちらのほうで、飯

塚のほうでやって、前線にいる名古屋のほうはとにかく企業を回ってくれと、そういったこと

を考えなくてはならないんではないかと思っております。その点については今後努力を待ちた

いと思います。 
新産業創出支援コンサルタント業務委託料というものございます。５６７万円、１７３ペー

ジにございます。こちらのほうでの成果についてお聞かせをいただきたいと思います。 
○産学振興課長 
 具体的な成果はどのようになっているかということでございます。本年７月から８月にかけ

まして市内のベンチャー企業にヒアリング調査を行ってまいりました。このコンサルタント業

務に対する御意見の中で活用したことがある２３社中１４社からは、事業の方向性を再確認で

きた、また新規顧客の獲得に繋がった、契約書作成アドバイスなどでトラブルを回避できたと

いうような評価を聞いております。一方、コンサルタントと意見が合わなかった企業からは、

よくなかったというような意見も頂戴はいたしております。 
○江口委員 
 前回、予算委員会の時にも、こちらの分についてお聞かせをいただきました。今、ヒアリン

グをして、このような結果が出たというお話ございました。５６７万円に見合う成果が出たと

いうふうにご判断されていますか。 
○産学振興課長 
 個々の事例を詳しく申し上げるわけにはまいりませんけれども、ここ数年で起業をしたベン

チャーさんに対してはすべてこのコンサルタント、関わっていただきまして、中には非常に売

り上げが伸びた会社もございます。また、一貫したコンサルタントを行いまして成長段階に応

じた支援をしたということで、それなりの成果は上がっているものというふうには考えており

ます。 
○江口委員 
 商工業振興費の中で委託料は支出済み額で言うとざっと２千万円であります。そのうちの約

４分の１がこの新産業創出支援のコンサルタントの委託料であります。ある意味、ここに関し

ては、ベンチャーを育成するためにやっているわけですよね、現実としてそのベンチャーが、

数字として、業績として上がっているのかどうか、そういったことを考えると、果たしてこれ

が妥当だったのかどうかというものについては私は疑問を感じざるを得ません。この点につい

ても再度考え直していただきたいと思っております。 
次に、負担金補助及び交付金がございます。このあたりざっと、いろんな各種の協議会とか

ですね、そういったものへの会議とかの負担金が並んでいるわけなんですが、この分野につい

ていくつかお聞かせをいただきたいと思っています。福岡県海外企業誘致協議会負担金、こち

ら５０万円ございます。こちらへの負担金に関する部分で成果といえるのはどういったものが

あったのか。そして、こちらに関してどのような団体が参加しているのか、負担金をお支払い

してるのか、お聞かせください。                 
○産学振興課長 
 まず加入自治体でございますけれども、本市のほかに、北九州市、福岡市、久留米市、大牟

田市がございます。今までの成果ということでございますが、過去におきましては中国からの

ＩＴ企業が本協議会から登記に関する費用の一部の助成を受けたというようなこともございま

したし、企業の紹介も、数は少ないですが受けたことがあるということでございます。 
○江口委員 

このあたりですね、ほかにも実際に成果がどのくらいあったのかという部分になると首をか
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しげざるを得ないようなものが散見されると思っています。もうこの時代でございます。ぜひ

その点を考えた上での今後の施策をお願いしたいと思います。 
あともう一つですね、あるんですが。新技術新製品開発補助金５百万円がございます。こち

らのほう、成果説明書を見ると、３社の応募があって１社が採択なされたというふうにあった

と思います。成果説明書でいうと３２ページにあるわけですが。こちらついてはどのような製

品であったのか。そしてその製品の今後の見通しですね、どういった成長が見込まれるのか、

その点ついてお聞かせください。 
○産学振興課長 
 まず平成２０年度に採択しました採択テーマでございますけれども、全方位走行ができる電

動の台車の開発ということでございまして、現在も研究開発を継続なさっております。 
○委員長 
 次に、兼本委員に質疑を許します。 
○兼本委員 
 私も新産業創出支援コンサルタント事業についてお尋ねしたいんですけど、これ５６７万円

と。頂いた資料なんか見ると、そんなに多くない相談のようであります。で、これを例えば、

このコンサルについては経済産業省とかいろんなところで、これの支援をやってるところはか

なり、他の団体もあるわけですよね。だから、そういうところと一緒に何か、そういうところ

でやれるところが、どうしても地域的に飯塚市でなければやれないというようなものと区分し

てやるような方法を取ると、かなりの節減ができるんじゃなかろうかと思うんですよね。その

点は、先ほどの江口委員の質問で、いろいろ課長のほうから「やってると思います」というこ

とで、現状で効果があってるというような答弁であったと思いますけど、その点いかがでしょ

うか。 
○産学振興課長 
 このコンサルタントにつきましてはワンストップで継続的にフォローができる大きなメリッ

トがあると考えております。そして、この委託料につきましては平成１９年以降、毎年見直し

をさせていただいておりまして、平成１８年度比で申せば、今年度はもう１００万８千円の減

というふうなことにもなっております。しかし、今言われましたように、ほかの機関もござい

ます。今後とも、より効果的なコンサルタント業務のあり方ということや、また経費との関係、

そういったものと合わせまして検討をさせていただきたいと思いますので、ご了承をよろしく

お願いいたします。 
○兼本委員 
 ちなみにですね、同じ相談ということで、業種は違いますけれども、うちの顧問弁護士代は

年間でどの程度になっておりますかね。 
○総務部長 
 １１０万６千円でございます。 
○兼本委員 
 弁護士で、いろんな裁判なると、また特別な報酬はいると思いますけど、顧問として市のほ

うが聞きに行く場合は１００万ですよ。これも、当初は弁護士さん２名いたのを、行財政改革

の一環としてかどうかちょっとわかりませんけど、１名に減らしました。で、１００万円です

よ。このコンサルの委託料を、例えば１件につきいくらというふうにした場合にどうなるかと

いうことをですね、まあ、そんなこと計算してくれとは言ってないのでここで答弁は出ないと

思いますけどね、計算すれば私はこんな、五百何十万という金額にはならないと思うんですよ。

で、弁護士は常時そこにいますよね、聞くところによればこのコンサルは福岡から週に、毎週

の何曜日かに日程を決めて、ソフトウェアセンターのほうに出てくるというような話を聞いて
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おりましたけど、そのとおりですかね。 
○産学振興課長 
 この業務に当たる時間を最低６４時間ということにしておりまして、毎週火曜日の午後にト

ライバレーセンターに詰めていただくということを最低条件とさせていただいております。 
○兼本委員 
 毎週火曜日の午後、１時から５時か６時までかは知りませんけどね、６時間から７時間です

よ。毎週、そして４週あれば２８０時間ですか。月に４０万ちょっとですよね。いかに専門的

な方であったとしてもですよ、この金額を黙って払うということは、私は、前からずっと払っ

てるからいいじゃないかということは、おかしいと思うんですよ。ほかのことについては、い

ろんな経費の中で、市民には負担をかけてるんですよ。で、無駄な経費を省こうというふうな

形を今やってるわけですよね。コンサルタントで、それは素晴らしい方もしれません。けど、

火曜の昼から出てきて週に１回ですから４週で、丸々、言ったら２日ですよ、月に。月に２日

で、年間五百何十万円ですから月４０何万ですよね、５０万まではいきませんが、４０何万で

すよ。こんな金額を支払ってね、これで成果が上がってるからいいじゃないかと言って、毎年

五百何十万の税金を納めてくれればね、それはいいかも分りませんよ。もしくは飯塚市を発信

して、このコンサルの指導のおかげで全国に名を売った企業が出ましたとかいうことだったら

ＰＲ料としては高くないかもわかりませんよ。でも、いいですか、週に、火曜日に昼から来て

月４回としてですよ、それで、月に平均したら四十何万ですよ。これ、例えば会社だったら、

自分が経営する会社だったら、こんな金、１円も出せませんよ、勿体なくて。これ、何年やっ

てますか、ずっと継続して毎年毎年、予算に上げてきてですね。これを、担当者が変わったと

きにおかしいですよねという、私は声が出ていいと思うんですよ。で、恐らく今年も予算に上

がってると思いますけどね、どうですか、これ。例えば、どうしてもその方にお願いするとす

れば複数年の委託を結んで、１年１年だったら身分保障がないから、危険負担を含めて高くな

るかもわからんけど、複数年の委託をしますから２００万円位にしてくださいというのであれ

ばいいかもわかりませんけどね。ぜひ私はですね、これは見直すべきだと思うんですよ。こん

な金額をずっと出してきて、そして、あなた達は１２月、今度のボーナスも減るんですよ、人

勧の関係で。これを減らしたから人勧が適用にならないということはありませんけどね。しか

し、いずれにしても自分達の俸給は下がっていってるのに、こんなところにこんなお金を出し

てね、そして市民の税金ですよ、これは。こんなのおかしいと思いませんか。あなた、もう継

続して予算上げてきてるからね、減らすということはね、公務員の性格は、前のとおりやって

おけば大体問題ないということでやりますけどね。やっぱり１回くらいは問題提起して、おか

しいんじゃないかというぐらいのことはですね、私は言うべきだと思います。とやかくここで

言ったところで、課長一存でどうのこうのという問題でもない。部長に聞いてもこれはできな

いと思いますけどね、ぜひこれは、検討してですね、早急に見直して、何百万円か見直せばそ

れがほかのことに使えますよ。これ、企業経営者がこんなことやったら、自分の会社つぶれま

すよ。従業員に給料をやるならまだいいけど、他人にやってですね、何の成果も出ないという

ことでね、前が良かったから続けてやるんだという考え方はもう意識改革をすべきです。今度

よく見直して、例えば委託についても全部見直しするような、補助金の見直しも今度、行財政

改革の中で案件で出てるでしょ。委託料も全部見直ししてですね、本当に適切な委託料かどう

かということをぜひ見直してもらいたいと思います。他にこの件についていろいろ指定管理料

とか何とかありますけどね、まあ、ここで今言いましたから、同じようなものですからもう言

いませんけどね、ぜひ、検討するということだけは、部長、あなたが答弁してください。 
○経済部長 
 先ほど産学振興課長からもお答えいたしましたけれども、委員御指摘の、飯塚市内には産業
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支援機関は複数ございます。そうしたところで行われております、こうした相談事業あたりと

の関連性も含めまして、今御指摘のございました有効な経費の活用という意味で、この委託料

に関しまして十分検討させていただきます。 
○委員長 
 次に、楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 商業の問題で少しお聞かせ願いたいと思います。商工業統計というのがあると思うんですね。

既にお持ちでしょうけれども、それを参考にしながら飯塚市の商工業の状況を説明していただ

けますでしょうか。 
○商工観光課長 
 商業統計につきましては３年ごとに実施をしておりまして、直近では平成１９年となってお

ります。平成１９年の商業統計によりますと、商店数については卸売業、小売業合わせまして

１,６５０店となっており、１６年統計２,０８２店より１１４件の減少となっております。次

に従業者数ですが、平成１９年では１２,１３４人となっており、１６年１２,８３４人より 
７００人の減少となっております。また年間販売額、１９年では２,７９６億２,５１８万円と

なっており、１６年２,９４４億９,６８１万円より１４８億７,１６３万円の減少となっており

ます。事業所数、売上額、全てにおいて減少しております関係上、大変厳しい状態ではないか

というふうに思っております。 
○楡井委員 
 その原因というのは、どういうふうに考えておられますか。 
○商工観光課長 
 一つは車社会ということで、郊外に大型店舗の進出等があろうかと思います。また現在、大

変厳しい経済情勢の中での関係もございまして、こういった数字的なものが出ているのではな

いかと思っております。 
○楡井委員 
 それと直接関係するかどうかわかりせん、私も商売人ではありませんのでですね。しかし、

中小企業資金融資制度というのがありますよね。これに２０年度もほぼ１億円くらいの枠を積

み立ててるんじゃないかと思うんですね。それの活用状況が非常に悪いんですよ。それはもう

認識しておられるというふうには思いますけれども、その点の確認はどうでしょうか。 
○商工観光課長 
 平成２０年度の融資実施状況つきましては、申し込みが８件、申込金額５,６５０万円に対し

貸付決定７件、貸付金額５,２００万円となっております。 
○楡井委員 
 この預託金、融資枠、全部減少してきてますよね。先ほど私１億円と言いましたが、１８年

度の預託額は１０億円でしたね。１９年が８億４千万円、それから２０年度は約７億円という

ことになってるんじゃないかと思いますが、こういうふうに預託枠も、それから融資枠もずっ

と減ってきているんですね。これは、なぜこんなふうにこの制度が使えないのか。また、使わ

れないのか。このこと何度かお聞きしてきたんですけれども、なかなか明確な回答が出ずに、

この融資制度が広がっていくという状況が生まれてないんですよ。この点、この制度そのもの

の存在意義がどうなるかというようなこともあるんですけれども、その点いかがでしょうか。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １７：２２ 
再 開 １７：３２ 
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 委員会を再開いたします。楡井委員、もう一度質問をお願いします。 
○楡井委員 
 度々運営を混乱させて申し訳ありません。私の質問が１７３ページの商都の問題と、それか

ら一つ空けて中小企業の融資の制度の問題でありましたんですけど、ちょっと質問を考える上

で連動といいますか、関連させたほうがいいというふうに思いまして田中委員にもご迷惑をか

けますけれども、私は二つ続けて質問させていただきたいということで田中委員には了承をし

ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
それで預託金、それから融資枠、ずっと下がってきてるけど、この実績から見れば、この制

度の存在意義と言いますか、これも問われてくるし、このままで果たしていいものかどうかと

いうふうに考えるわけですね。それで、この状況をずっと続けていくつもりなのかどうか、そ

のことについて答弁願いたいと思います。 
○商工観光課長 
 まず預託金と融資枠が平成１８年から減少しておりますけれども、これは平成１５年７月 
１９日の大水害の融資も含んだところでの融資枠でございますので、現在これについての返済

が行われております関係で預託金等が減少しております。また利用の減少につきましても、 
７.１９の返済が始まりました平成１７年度からの申請件数が減少しているという状況でござ

います。しかしながら、中小企業者の安定した経営のためには事業資金の確保は必要だという

ように考えておりますので、この融資につきましては、制度につきましては継続して実施をし

ていきたいと考えております。 
○楡井委員 
 この制度を存続させて充実させていきたいということであれば、ちょっとこの数字を考えて

いただきたいんですけれども、無担保無保証人扱いということについては、この３年間、１件

の申し込みも申請も貸付も実施されてないわけですね。これはなぜですか。 
○商工観光課長 
 大変失礼しました。飯塚市の制度融資につきましては、個人で申し込まれる場合は無担保無

保証人扱いとなっております。法人の場合だけ、代表者が保証人ということになっております

ので、現在は無担保無保証人としての取扱いをさせてもらってます。 
○楡井委員 
 すると、このかっこ書きの中は、実際は数字があるということなんですか。 
○商工観光課長 
 そういうことでございます。失礼ました。 
○楡井委員 
 そうすると、平成２０年度を見ていただきたいんですけど、事業貸付資金というのは、申し

込み貸付ゼロなんですよね。そして、当然のことながら無担保無保証人もゼロと、これはもう

これでいいわけですね。例えば、１９年の事業資金、申込件数が２件で貸付が２件ということ

になってますけれども、この中にその無担保無保証人扱いというのがありますか。 
○商工観光課長 
 資料的に大変申し訳ございません。このかっこの中に数字が入ってくるようになります。 
○楡井委員 
 結局、事業資金の２がかっこの中にも２と、こうなるというわけですね。 
○商工観光課長 
 委員御指摘のとおりございます。 
○楡井委員 
 こういう数字を、こういう資料を出されると、質疑を考えていく上で論拠が成り立たないん
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ですよ。私はこの表を見て、無担保無保証人という制度が全然活用されないから、この制度が

成り立たないんじゃないかな、活用が低いんじゃないかなというふうにこの数字から思ったん

ですよ。そういう論拠が、今のような、いやそうじゃありませんでしたと言われると全然違っ

てくるわけですね。俗に言う振り上げた拳の下ろしようがないということにもなりかねんわけ

ですよね。 
それはそれとして次に行きます。これは、ほかの所も数字がいろいろ違うんですよね。それ

はまた後で言います。それから先ほど言われたように、平成１５年でしたか、大災害のときの

利用者が多かった。それから今回また、今年の７月の関係でこの利用者が、数字で出てきませ

んけど、増えてるんじゃないかというふうに思うんですよ。そのときの利用者が多かった理由

は何でしょうか。 
○商工観光課長 
 一つは大災害に遭われたということで、経営改善のための資金が必要だったというのが一つ

あろうと思います。また平成１５年の７.１９のときの水害におきましては、金融機関の協力も

頂きまして利子補給行っておりますし、補償料につきましても免除ということでさせていただ

いております関係で、この利用者が多かったのではないかと考えております。 
○楡井委員 
 今言われた側面もあるかもしれませんけれども、申し込むときに国保税完納とか市民税は完

納しとかないかんとかいうような条件があるんですけれども、そのときは確か国保税の滞納が

あっても申し込んでよろしいというような条件が、今言われた条件のほかについたと思うんで

すよ。そういうふうなことを考えた場合、やはり、この制度の利用するための条件が厳しいん

じゃないかというふうに思うわけですね。その証拠にということで、無担保無保証人の話を持

ってこようかと思ったんですけれども、それができないという状況になっているわけですよ。

しかしいずれにしても、条件を緩和するという方向が一つの解決の方向じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、その点どんなふうにお考えでしょうか。 
○商工観光課長 
 この件につきましては、ずっと答弁させていただいておりますけど、この災害時の融資につ

きましては先ほど言いましたように、通常、金利１.５５のところを０.５５という金利の中で、

また補償料につきましても市のほうで負担をするということで、大変借りやすい融資制度であ

りますし、またこの融資につきましては、いつも答弁しておりますように、原資が税金という

ことでございますので、この件につきましては国保税の証明がないということにつきましては

考えていないところでございます。 
○委員長 
 次に、田中裕二委員に質疑を許します。 
○田中裕二委員 
 今、楡井委員のほうからありましたので、委員長すみません、順番を入れ替えさせていただ

きたいと思うんです。中小企業の融資預託金を先にさせていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。はい。まず、平成２０年度の件数をお聞きしたいと思いましたが、これは資料

に出ておりますので、これはわかります。小口事業資金が１件と、商業活性化資金が６件とい

う合計７件の融資がされているようでございますが、この商業活性化資金の６件を見ますと、

前年度はゼロで、その前の１８年度がゼロで、今年度だけ６件ということでこれが増えており

ますが、この内訳をお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 ２０年度の商業活性化資金につきましては、平成２０年４月の２１日に発生しました本町火

災で被災された方が申込みをされたものでございます。 
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○田中裕二委員 
 ６件全てがそうだということですか。ということは、この火災がなければ、２０年度は小口

事業資金の１件だけだということになろうかと思います。この中小企業の融資制度に関しまし

ては、これは中小企業の活性化のための重要な政策だと位置付けられているかと、このように

思っております。その重要な政策でありながら、年間に１件というのはやっぱり、楡井委員も

言われたように非常に件数が少ないと、このように思います。これはもう融資を受けたい人が

少ないのか、それとも、多いんだけれどもなかなか条件等で合わないのかだと思いますが、昨

年の１０月から始まりました国の緊急保証制度を見ましても千件を超える申し込み、申請があ

っておりますし、認定もだいたい同じ数の認定がされているかと思います。そう考えますと、

融資を受けたい人は少ないことはない、多いんだろうと思うんです。それに対して、そうであ

りながらも１年間に１件というのは、どのような理由で、申請そのものも１件ですからね、も

う１件申請ありますね、企業支援資金というのは１件申請あっておりますが、非常に少な過ぎ

ると思うんですが、どのような理由が考えられるとお考えなのか、お尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 本市の融資制度つきましては低金利であり、先ほどの話にもありましたように、保証人も法

人は代表者、個人の場合は不要ということで、大変借りやすい制度ではないかと思っておりま

す。しかしながら、今質問者ご指摘のとおり実際の利用者が少ないということでございますけ

れども、申し込みが少ない理由としましては、先ほども答弁いたしましたように、平成１５年

７月の本市各所に大きな被害を与えました水害の復興に向けての融資、当時３９２件、３１億

１千万円の返済が始まった平成１７年度からの申請件数が減少していることから、水害融資返

済の最中であるため新たな融資の申請をなされていないのではないかというふうに考えており

ます。平成１５年、平成１６年につきましては、１０件を超える融資の申し込みがあっており

ますので、そのように判断をさせてもらっております。 
○田中裕二委員 
 １５年度の水害による返済が今始まったのが理由の一つだろうと、そしてもう一つは緊急補

償制度、昨年１０月からの、これで融資をされているので少ないという考えのようでございま

すが、ということであれば、１８年度１９年度は緊急補償制度がないわけですから、それほど

大きな理由にはならないのではないかと思っております。ということを考えますと、やっぱり

条件面での折り合いがつかないというのがあるでしょうし、また個人の状況に応じて、その条

件を考慮するとか、そういったふうな借りやすい融資というのを考えるべきではないかと思い

ますが、どのようにお考えなのかお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 先ほどと同じ答弁になりますけれども、本市の融資制度、他の融資制度に比べまして低金利

で保証人も法人は代表者、個人の場合は不要であるなど借りやすい制度とは思っております。

しかしながら、融資制度に対するＰＲについてはまだ不足している点が多いかと思っておりま

すので、今後は商工会議所、商工会等との協力を求めながら今後ＰＲに努めて、利用者の増に

努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○田中裕二委員 
 今、課長が御答弁されましたように、融資を受けたい方は多い、しかも条件面では非常に借

りやすい条件になっている、それでも少ないというのはやっぱり言われたようにＰＲ不足だろ

うと、このように思います。しっかりと、こういった制度があるわけですからＰＲをしていた

だいて、何とか中小企業の皆さんが活性化するような制度に努めていただきたいということを

要望いたしまして、この質問を終わります。 
続きまして、中心商店街空き店舗対策事業についてお尋ねをいたします。この中心商店街空
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き店舗事業に関しましても、中心商店街活性化のための重要な政策の一つだと位置付けられて

おりますが、この中心商店街活性化事業の内容、さらに効果は上がってるのかどうか、この点

お尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 この補助金は、商工会議所が実施する中心商店街の空洞化に歯止めをかけるため、空き店舗

の解消や中心商店街内で空き店舗を活用した賑わいを創出する事業に対し、補助を行っている

ものです。その事業費につきましては、地元商店街、福岡県、飯塚市が負担をしております。

平成２０年度の補助金を活用した事業につきましては、新規商業企業者が空き店舗に入居する

際の家賃補助として１件、商店街への集客イベントでの空き店舗貸借料補助が７件、その他夏

の売り出し、永昌会、年末年始イベントや雛のまつり期間に商店街空き店舗を利用したイベン

ト事業を行い商店街の集客力向上を図っております。事業の効果といたしましては、空き店舗

率は１９.６％と昨年より１.７％改善しておりますけれども、依然高い空き店舗率は続いてお

り、さらなる活性化に向けた取り組みを商業関係者と行っていかなくてはならないと考えてい

るところでございます。 
○田中裕二委員 
 今の御答弁の中で、効果につきましては１９.６％から１.７％改善しているという御答弁で

ございましたが、これは商店街の集客イベント等での活用があるからこの数字になっているわ

けですよね、いかがでしょうか。 
○商工観光課長 
 イベント等による集客もこの解消の一つの理由かというように考えております。 
○田中裕二委員 
 ということは、新規に空き店舗に入られたというんでしょうか、入居された方は１件という

ことですよね。ということは、やっぱこれも非常に少ない数であろうと思っておりますが、出

店の問い合わせ等はどのくらいあったのでしょうか。この点お尋ねいたします。 
○商工観光課長 

出店の申請窓口であります商工会議所に確認したところでは、４件の相談があったというこ

とを聞いております。 
○田中裕二委員 
 ４件の問い合わせがあって出店が１件ということでございますが、残りの３件が出店をされ

なかった理由としてはどのようなものがあると考えられているのか、把握されているのであれ

ばお知らせいただきたいと思います。 
○商工観光課長 
 この３件の方につきましては、商工会議所のほうで制度の説明を受けられた後、申し込みを

されなかったということでございまして、例えば家主との条件が折り合わなかった場合などが

考えられるのではないかと考えております。 
○田中裕二委員 
 一つの理由として家主との条件が折り合わなかったというのは、家賃の面での折り合いがつ

かなかったということでありますかね。最初に言いましたように、この制度も中心商店街の活

性化のための重要な制度でございますので、この制度が活用されて中心商店街に出店されるよ

うな取組みをもっとされるべきであろうと思います。やっぱり商店街の中で空き店舗が余りに

も目立てば、お客として行くときにも、ちょっとやめとこうかな、みたいな感じがするんじゃ

ないかと思いますので、出店者を増やすための取り組みが必要だと思いますが、今後どのよう

に取り組みをされていくのか、この点をお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
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 市役所や商工会議所及び商店街が連携して、出店希望者への問い合わせに対しまして対応し

てるところございます。現在、今後の空き店舗対策事業について国、県の支援事業との効果的

な連携をとるため、商工会議所や商店街と事業の見直しなどを行い、事業効果を上げていきた

いというふうに考えております。 
○委員長 
 次に、柴田委員に質疑を許します。 
○柴田委員 
 １７６ページ観光費１２節役務費っていうことでお尋ねいたします。ここに伊川温泉の成分

等の分析検査手数料１２２,８５０円とありますが、どのような分析があったのかお尋ねいたし

ます。 
○商工観光課長 
 平成１９年に温泉法の改正がありまして、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保

の観点から温泉利用事業者に対して温泉成分の１０年ごとの定期的な分析と、その結果に基づ

く掲示の内容の更新が義務づけられております。御承知のとおり、本市は伊川温泉に源泉を保

有しており、現在３つの温泉施設に対して温泉を供給しているところでございますが、直近の

成分分析は平成７年でございましたので、今回の法改正に従って改めて成分分析を行い、その

結果を三つの温泉施設に通知し、新しい分析結果での掲示を行っていただいております。なお、

本市が保有する伊川温泉の分析結果につきましては、ラドン温泉でございまして、主な効能と

いたしましては神経痛、筋肉痛、疲労回復などがあげられております。 
○柴田委員 
 先日私も伊川温泉のほうに行ってみました。これは普通の日で、土日ではなく夕方でしたけ

れども、普通の日にも宿泊客も、もう満杯ということで入浴だけのお客様もたくさんいらっし

ゃいました。宗像の方からも５０代の女性の方々が５人くらい来てありまして、お湯が良いか

ら来たということで、言われておりました。私も温泉の方にお聞きしますと、ラドン含有率で

すか、温泉の方が西日本１位ということを話してありましたんですけれど、どのような内容だ

ったのかちょっとお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 伊川温泉のラドン含有料は、西日本随一とＰＲをしておりますが、この件につきましては他

の温泉地と比較はしておりませんので、はっきりしたことはわかりません。今回の伊川温泉の

検査結果ではラドン含有量は２６マッフェ、通常のラジウム温泉のラドン含有量は５.５マッフ

ェ以上あればよく８.２マッフェ以上あれば療養泉として認められておりますので、伊川温泉は

先ほど言いますように２６マッフェでラドンの含有量は大変多いことになります。現在も市内、

市外から多くの方が温泉を利用されておりますし、飲料としてもわざわざ汲みに来られてる方

が多くおられます。 
○柴田委員 
 地元の人たちがあまり知らないで、外のほうから来られる方がすごく体にいいということで、

みえてあるということで、今おっしゃいました普通のラジウム温泉の含有量は５.５マッフェと

あります。療養泉としては８.２５以上あればいいということなんですが、その３倍以上もある

ということで、これはほんとに素晴らしいことではないかなと思うんですね。だから私知って

る方もよくそこに行って、体が大変痛いところがあるから行くとおっしゃってありますけど、

こういうことだったんだなということが分かったような気がいたします。これは、今観光地と

して、伊藤邸も嘉穂劇場として有名になっておりますが、温泉もこのように体に効くんだとい

うＰＲをもっとしなければいけないんじゃないかなという気がいたします。現在は見て通過し

ていくというところで、やはりここで宿泊していただくというようなＰＲをしなくてはいけな
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いと思っておりますが、いかがでしょうか。 
○商工観光課長 
 伊川温泉につきましては、市役所に問い合わせがありましたら、パンフレットの郵送や口頭

での説明を行ってるとこでございますが、しかしながら委員御指摘のとおり積極的なＰＲに努

めていないのが現状でありますので、観光協会とも連携しホームページ等を活用して普及宣伝

に力を入れてまいりたいと考えております。 
○柴田委員 
 この状況中でこの含有量という、伊川温泉の分析ということで本当に私たちも改めてこの温

泉の効能を知ったわけなんですけれど、そこには伊川の福祉センターもございます。ほんとに

私はよそのほうの温泉を視察したときに健康のために活用するということで温泉の中で色々と

体操があったり、取り組みがありました。そこもその１つの温泉の中で、男性も女性も水着を

着て訓練があってるんですね。何か伊川の福祉センターを介護予防に有益なことに使っていた

だけるような取り組みをですね、飯塚市の方からも社会福祉協議会とよく話し合っていただい

て、そういう取り組みができないものかと思っております。どうぞそのように何かしていただ

きたいなと思っておりますので、要望としてよろしくお願いしておきます。 
○委員長 
 次に、兼本委員に質疑を許します。兼本委員。 
○兼本委員 
 観光費長崎街道紹介映像作成委託料についてお尋ねいたします。決算書の金額見ますと約４

７２万５千円。たしか予算は５００万円位だったと思います。それでこの金額は作成料は高い

のか、妥当であるのか我々素人なのでわかりませんのでそれは別にいたしましてですね、この

作られました映像を現在どのように活用されてるのか。またどのように活用しようと考えてい

るのかお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 長崎街道紹介映像につきましては、飯塚宿の内野宿の街並を再現して宿場町の風情ある魅力

を引き出しかつ現在の周辺の観光スポットもおりまぜた構成で観光の周遊を促すように作成を

しております。現在は、当初の計画どおり内野宿展示館で紹介することによる内野宿への集客

を目的に内野宿展示館だけに紹介ビデオを流しております。当然、飯塚宿のあります本町商店

街にもＤＶＤを渡して活用お願いしてるとこであります。今後は幅広く飯塚に来られる観光客

等に見ていただき、内野宿の魅力、飯塚宿の歴史を知っていただき市内観光の集客を促し観光

による経済効果につなげていきたいというに考えております。 
○兼本委員 
 このＤＶＤ最初から見終わるまでに何分ぐらいかかるのか、それといつできたのか合わせて

お尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 見終わるまでには２０分程度だというふうに考えております。できましたのは、ことしの４

月の上旬、昨年の末に作り上げまして４月の長崎屋のオープンの時には皆さんに見ていただい

ております。 
○兼本委員 
 長崎屋のオープンというのはいつ、だいたい。あなたは長崎屋のオープンでわかるかもしれ

ないけど、私は分からない長崎屋のオープン。 
○商工観光課長 
 失礼しました。内野宿にあります。長崎屋とそれから展示館、一緒にオープンを４月１２日

に行っておりますので、そのときに皆さんに見ていただいております。 
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○兼本委員 
 ４月の１２日で今１０月のあれですか、半年過ぎとるわけですよ。今このＤＶＤの活用状況

を聞きますと内野展示館だけに流しておると。本町商店街にもＤＶＤを渡して活用をお願いし

ていると。人頼みのようなことで約５００万円近くかけた金額で作成したＤＶＤを有効に活用

するという意志が全然見当たらん。内野宿の展示場で流すのは当然のこと。私は予算のときに

は確か予算委員会でこう言いましたよ、名古屋事務所なんかにも思っていて飯塚のものを流し

たらどうかとか、それから２０分であればね市の庁舎の待合室のテレビで２０分ぐらいなら流

すとかね。それから歴史資料館で流すとかそれから旧伊藤邸でも流すとかいろんな活用状況が

あるわけですよ。だからあなたたち作ってね、内野宿だけでつくるのに約５００万円もかけて

ね、内野宿だけで流すＤＶＤをつくる必要があったのかということですよ、今の答弁を聞くと。

全然ＤＶＤを活用して町おこしをしようというような意欲が見えない一つも。そのような中で

いつも指摘をすると前向きに考えます、どうしますと言うけどねそんなこと我々が聞いたら、

どこで流してるんですよ、どこでも流してるんですよと。まして私はね今長崎屋とかいったそ

こに行ったことがないから分からないけど、恐らくここにおられる委員さんの中でもそのＤＶ

Ｄを見た方というのは余りいないんじゃないかなと思います。見た人いますか。誰か手をあげ

て、はい。１、２、３、４名ですよ。だから議員にも例えばどこでもいいからちょっと流して

ね、こういうものをつくりましたよというような形でね見せていただくと、これは良いもんだ

なとか悪いもんだなとか、さすがに５００万円ぐらいかけたＤＶＤだなということが分かりま

すけどね全然分からないそれが、意欲がない全然。そしてまちづくりまちづくりと言ってね、

後でまた質問するけど色々な形にお金を使いながらやってることが見えない全然。今のね飯塚

市の観光はやっぱりどうしても日帰り観光というのが主なんですよ。日帰り観光が主ですから

こういうものを利用しながらまちづくりが観光客の招致の拡大とかそういうものに繋げていく

必要があると思うんですよね。だから、どのように考えるかと言ったら答弁はしますけどね、

答弁したらそのとおりやってもらわないとだめですよ。実際やってもらわないと。答弁だけじ

ゃなくして。遅くなったらいけませんから早く答弁をもらいますけど、どうですかその点は。 
○商工観光課長 
 観光の目的は一時的にも流入人口の増加と合わせ、観光客の消費行動の拡大による経済効果

にあると考えております。内野宿につきましては、紹介映像にもありますように地元物産を使

った女性に人気のヘルシーな食事の提供を行うと共にまち歩き観光を行い、地元の活性化に結

び付くよう等まちづくりに取り込まれているところであります。飯塚宿におきましても、まち

歩きガイド、ボランティアガイドの組織であります筑豊飯塚観光案内人の会が実施するととも

にシュガーロードを活用したお菓子のＰＲに努めているとこであります。また、ご当地グルメ

の開発もスタートさせており、食という観光素材の磨き上げにも取り組んでいるところでござ

います。現在の観光は委員ご指摘のとおり、日帰り観光が主流であります。観光による経済効

果を上げるためには市内の周遊による滞在時間を延ばすことが必要かというふうに考えており

ます。その１つに委員ご指摘のとおり紹介映像を活用できるようにさらに検討してまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○兼本委員 
 今その中に一つ柴田委員さんが伊川温泉の成分が素晴らしいということですので、そういう

ものも取り入れた中で、宿泊というのはなかなか飯塚は難しいので日帰り観光に重点を置いて

そして例えばどっかで昭和のまちを再現したとか、豊後なんとかというのがある。ああいうふ

うなまちづくりでも結構集客力があるんですよ。ちょっと飯塚とおもむきは違うけどね、しか

しＤＶＤとか何とかそういうものせっかく５００万円もかけて作ったんだから、やっぱりせめ

てに有効に利用するようなことをする。支所にもあれば支所でも流すとか、ＤＶＤは複製でき
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るんでしょうも、あれはなにか引っかかるんですか著作権違反かなにかに、どうせ飯塚の業者

が作ったんだからできるでしょう、だからそれを全部そういうところに流してこんなもんです

よということでＰＲをするということをまずやっぱり、まちづくりとかなんとかね口で言うん

じゃなくして体で示すようなことをねするようにぜひやってください。 
続きまして、飯塚観光協会の補助金についてお尋ねいたします。これは昨年観光協会の充実と、

それからあいタウンになにか移すとかいうような形の中で何百万円か入れました。私も質問し

ましたけど、隣におります江口君も質問しまして、この観光協会の事務局長さんは公募でいく

のかと。私のときには誰々さんをお願いしましすと言ってて、この人のときは公募でいきます

と言ったからね、答弁が違うということで異議の申し立てをしようかと思いよりましたが、も

う去年も予算委員会のときに長くなりそうだったからそのまま流しましたけどそれはそれでい

いんですよ。いずれにしましても、そういう形の中で観光協会を充実するという目的で人員を、

事務局長さんを入れるし、あと二人臨職かなんかを入れるというような形で観光協会の充実と

いうようなことで予算をつけたという答弁があっておりました。当然１年たったからですね、

思ったような充実はないにしてもつける前とこう変わりましたよというようなことはですね、

ぜひここで答弁があるというふうに私は期待しているわけですけど、いかがなもんでしょうか。 
○商工観光課長 
 観光協会につきましては、平成２０年度から観光協会に対する補助金を増額し、観光協会の

充実は図ってきたところでございます。事務所を今議員ご指摘のとおり、あいタウンの二階に

設置しまして事務局長と２名の職員で年末年始以外は無休という体制での中で観光客の案内や

市民の方々等の問い合わせに対する対応を行っております。また、九州観光推進機構が行いま

す旅行会社への旅行商品説明会に参加するなど市、商工会議所と連携した普及宣伝にも務めて

おり２０年度は假屋崎省吾の華展など新しい取り組みや麻生大浦荘の特別公開、雛なの祭りな

ど観光素材を活用したイベントにも中心的に取り組んでおり、多くの観光客の来訪につながっ

ているものというふうに考えております。 
○兼本委員 
 これは全部今言ったのは、観光協会が主体となって事業計画を起こしたやつですか。今言っ

たやつ、今いろいろこう縷々述べたやつ。行政が主体になったり、色々なところで主体となっ

てじわっと横から来た形のものが多いでしょ、これは。だから、こういう形で金額入れて事務

局長増員したなら例えば当時にもあったよね、どっかに広告宣伝票入れてするとかね、例えば

常駐していて電話があったときに、どこどこに観光スポットがありますよとかいうような形で

ただ企業案内するんじゃなくして、独自のやっぱり活動をやったり今までのまちづくりと違う

ことをやるとかね。そういうふうなものも期待してますよということで予算をわれわれは承認

したんですけどね。だけど、それだけの効果がまあ１年ですからね実質それをやれというのが

まだ無理なことかも分かりませんけどね、しかし今年度も同じように予算ついとりますから、

だからどういうふうな形でやるかということですよ。観光協会がですね私はこれは本来やっぱ

り、飯塚は宿泊力はないけど他のところの観光協会は宿泊を斡旋して、いくらかマージンを取

るとかいうような形で自習財源を確保しているんだろうと思いますけどね、飯塚の場合はそう

いうふうなマージンを取るようなところがありませんからなかなか自主運営というのは大変だ

ろうと思うんですよ。だけども今後はですね、観光協会としてもやっぱり自主財源を確保しな

がらいつまでも市の補助金で運営するというようなことだけじゃ、私はやっぱりいかがなもの

かと思うわけですけど、その点今後自主運営について観光協会としてはどのように検討されて

るのか。もちろん、観光協会ですから飯塚市のほうとよく話し合いをしとかないと分からんと

思いますけどね。どういうふうな運営をしようとしているのか、お分かりになればちょっと述

べてください。 
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○商工観光課長 
 観光協会は行政や民間、観光関連団体などの多様な主体のネットワークを推進する母体であ

りまして、観光関連施策の先導的な実施組織として大きな役割を担っております。観光事業に

よりますまちのにぎわいの創出、観光客の消費行動による経済効果への波及に期待をしている

ところであります。そういうことから観光協会の運営に対する資金支援につきましては都道府

県を含め各自治体も行っているとこであります。しかしながら委員ご指摘のように、観光協会

も自主運営を行うように努めるべきであり、観光関連事業者への協会加入促進や、観光支援自

販機の増設、観光物販による収入増、広告収入の導入など、自主的な運営を図るべきだと考え

ております。ちなみに平成２０年度の自主財源確保のための取組みといたしましては、新規会

員として１８事業者を加入し、旧伊藤邸の中での白蓮館の物販も３１事業者、１６５品目を販

売しております。また観光支援自販機も２台増設いたしまして１４台設置して、自主財源の確

保に努めているところでございます。しかしながら先ほども申されましたように、取り組み始

めまして１年半でございまして、効果としては大変厳しいものがあります。今後さらなる努力

と、それから委員言われますようにアイディアを創出した中で引き続き自主財源の確保に向け

た取組みを観光協会、商工会議所を市と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えてい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○兼本委員 
 この資料の１２０ページにもありますように、いろんなお祭りに対しては、市は独自に補助

をやってるわけですよ。これはお祭りですからね。こういうものにやるというのは今あなたか

ら答弁のあったように、行政も積極的に関係していくというのは本来の姿だろうと思います。

しかし、今回は事務所運営費というような形で出したものですからね。というのはもう形とし

ては人件費というふうに特定されてるわけですよ。だからそれで採用された職員の方はやっぱ

り、今答弁があったように知恵絞って全然今までと違った形の観光協会の形を作るぐらいのね、

やっぱり取組みをやっていただかんと。ただこういうふうな補助金をやる窓口の整理係とか、

それからそういうふうなもので、やるだけじゃ私はだめだろうと思うんですよ。だからそうい

う形の中で観光協会は飯塚市とまた違いますから、いろいろと直接にあーしろ、こーしろとい

うのはなかなか難しいかもしれませんけどね。しかし決して喜んでこれだけの厳しい財源の中

でこれだけのものを出してないという議員もおるわけですからね。そういうものはやっぱり相

手さんによく伝えて、そして観光協会として独自の運営、独自のあり方、そして、例えば飯塚

に、行政に対して、今までと全然違った事業をやるから、少しこの事業について補助を出して

くれんですかというな形のものを提案されて、議会で例えばそれが出て、全然違うものをやる

んだなというようなものでも出れば、なるほど新しい人材を入れてやったことに効果があった

なというふうに思うわけですけどね。限られた今までの従来の町のお祭りばかりにやってるわ

けですからね。いろんな意味でもう少しやっぱり行政、課長にいろいろ言ってもなかなか難し

いところがあろうかと思いますけど、そういうふうな意見も議会内であるということを伝えて、

しっかり頑張るように伝えてください。終わります。 
○委員長 
 次に柴田委員に質疑を許します。 
○柴田委員 
 同じところでございます。１９節の負担金、補助金の中の事業費、観光協会の事業費につい

てちょっとお尋ねいたします。 
○商工観光課長 
 観光協会補助金の事業費の内訳につきましては、飯塚山笠やどんたく宿場まつり、筑前いい

づか雛のまつりなど、観光協会を介して補助金を交付している観光行事事業費等を交付してお
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ります。資料にも挙げておりますように大将陣桜まつりにつきましては８５５千円、来場者は

実行委員会発表で５,０００人。飯塚大人山笠２,５００千円、飯塚子ども山笠６８４千円、来

場者３０,０００人。飯塚納涼花火大会５１０千円、来場者１００,０００人。穂波納涼花火大

会１,０２６千円、来場者１０,０００人。飯塚どんたく宿場まつり２,０００千円、来場者５５,
０００人。伊川温泉祭り１７１千円、来場者１０,０００人。筑前いいづか雛のまつり１,５０

０千円、来場者３８０,０００人。その他に観光ボランティアガイド要請費２００千円、まち歩

きマップ作成費に５８８,０００円でございます。 
○柴田委員 
 この成果説明書の中にも３４ページの中にもありますが、私いつも同じ質問をすると思われ

るかも分かりません。この中で成果説明書の３４ページの中でいつもお伝えして、ほんとに飯

塚山笠、これ大事なものです。飯塚市民が一体となってされるお祭りで、これはもう大事なこ

とだと思っております。それと同じに筑前いいづか雛のまつり、これは飯塚市民だけでなく、

ここに載っておりますけれどもよそから各地から見に来られます。年々増えております。今度

いつあるんですかっていう問い合わせもあるぐらいでいつも２月に行われるんですけれど、寒

い時期に関わらずたくさんのかたがお見えになります。それが本当に山笠と比べて１,５００千

円という状況でなんですね。何で私はこれをよくお伝えするかと申しますと、この雛のまつり

が末長く続いていただきたい。末長く続くためにはやはりこのお人形としても雛のまつりの雛

人形も予算がない中なんですけども、飯塚市も少しずつ飯塚市として確保をしていかなきゃい

けないんじゃないかなと思います。これが長く続いていくために、そのように、もう年間少し

ずつでもいいですがこの人形の確保を本当にしていってお祭りを続けていっていただきたい。

そういう思いでお伝えしておりますが、本当に決算はこのような状況だったと思いますがぜひ

次の予算等に上げられるときはこれを増やしていただきたいんですが、いかがでしょうか。 
○委員長 
 ここは決算委員会なんですね。 
○柴田委員 
 すみません。そういう要望とさせていただきます。 
○委員長 
 次に、江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 同じく１７７ページ、観光費、飯塚観光協会補助金等についてお聞きいたします。先ほど兼

本委員からも質疑ございました。ある意味同じような問題意識を持っております。その中で事

務所をあいタウンに構えたわけです。あいタウンの２階なんですね。あそこにどれぐらいのお

客様が来られたかというものがもしお手元にございましたらお聞かせ願えますか。 
○商工観光課長 
 昨年の４月から観光協会の事務所をあいタウンの２階に設置をしておりますけども来場者が

どれぐらいおられるかという、数字的なものは把握しておりません。大変申し訳ありません。 
○江口委員 
 お客様がたぶん市役所の商工観光課の方々は観光協会によく行かれると思うんですが、その

ときに見た感じではどのような状況ですか。 
○商工観光課長 
 私も時々行きますけども、お客様はそんなに多いとは思いません。 
○江口委員 
 そのとおりだと私も感じております。まず第一にロケーション、あの場所の選定を間違って

いると私は思っています。それこそ人が来られる駅であるとか、そういった目立つ所ですね。
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人の目に付くところでお客様を待っていなくてはならない観光協会であるはずなのに、年中無

休で年末年始を除いてやっているんだと言われるんですけれど、であるならばこそ、きちんと

お客様をお迎えする場所でやっていただきたいと思っています。そういった議論はなかったの

でしょうか。 
○商工観光課長 
 事務所開設の折にはいま議員ご指摘のことにつきましては協議をしたところでございますけ

ども、なかなか適切な場所等が見つからなかったこともありまして、現在の事務所となってお

ります。 
○江口委員 
 であるならばその協議が足りなかったのかなとを私自身は思っています。例えば新飯塚駅、

駅の施設が上がって左手にあります。右手のほうには前に売店がありましたけど今は売店はな

くなってますよね。色んな所、観光地の多くは駅の中に観光ガイドの場所があるわけです。そ

れこそすぐそばにあるんですね、適した場所。そのほかにも多分あるんだろうと思います。何

もそのバスセンターの近辺がいいのであればバスセンターの近辺でも構わないんですが、だけ

どそのときには２階にあるのではなく１階に降りて来て目立つようにしないとお客さんは分か

らないですね。その点についてもう一度きちんと考えていただきたいと思っています。まず何

よりそういったものを考える上でそのキーマンとなる事務局長、先ほど話がありましたが、ま

だまだアイデアを絞るという、そこが買われる人間が果たして十分な働きをしてるかというこ

とに関してはまだまだ疑問だと思っていますし、それについてサポートするというふうに言っ

てもね、役所の方も弱いのではないかと思っています。観光協会の補助金の中で観光ボランテ

ィア育成費という分がありますね。２００千円、ガイド会員研修費、各種勉強会参加費用他と

あります。以前、一般質問の中で筑豊飯塚観光案内人の方々に対する支援が非常に心もとない

というお話しをさせていただきました。そのときの市長の答弁の中で、車いすテニスとかのボ

ランティアとは違うと。通年を通して支えていただいてる方々であると、それ相応の対応をし

たいというお話しがございました。それがこの２００千円になっているのだろうと思うんです

が、果たしてこれが観光案内の方々ないし、観光ボランティアの方々の助けになったのかどう

かなんです。その点どのようにご判断なされてますでしょうか。 
○商工観光課長 
 ボランティアガイドにつきましては委員ご指摘のとおり、平成１９年の旧伊藤邸の一般公開

から伊藤邸の中で活動していただいています。現在まで大変多くの方が旧伊藤邸へ来ていただ

いておりますけども、このボランティアガイドの活動あってのことだというふうに認識をして

おります。このボランティアガイド養成費２００千円につきましては昨年第２期の養成講座を

開始しまして会員の増を図っているところでもございますし、またいろいろなボランティアガ

イドの会議につきましては市のほうも参加をさせていただきまして、会場それから資料等の提

供、それからいろいろな問題点の協議については、商工観光課のほうと十分に行ってるとこで

ございますので、市としては支援のほうは完璧ではないと思いますけども、行っているところ

でございます。 
○江口委員 
 そのお話をボランティアガイドをやっていただいてる皆さん方が聞いたら、それこそ「認識

は違うんじゃないの」と言われないかと思っています。今のお話ですと、完璧ではないんだけ

れど、おおよそはできているという認識ですよね。ボランティアの観光案内人の方々とお話し

されますよね。どういった御要望がございますか。どういったお話を聞かれますか。 
○商工観光課長 
 役員会等には参加をさせてただきます。確かに、財政的な支援のお話もございますし、いろ
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いろな組織としての活動の悩み等々につきましてもお話しをしていただきます。先ほど言いま

したように、ボランティアの支援ということで、市として、先ほど言いましたことについては

させていただいているところでございますけれども、今後、そこのボランティアガイドのあり

方等につきましても、観光協会と市と十分協議をしながら、先ほど委員言われますように末永

く活動していただくようにということで努力をしてまいりたいと思っております。 
○江口委員 
 観光協会と市と協議して末永くと言うんですけど、まずお話を聞かなくてはならないのは現

場にいる方々なんです。現場にいる方々が何を困っているのか、それを聞かなくちゃならない

んだと思ってます。第２期のボランテイアガイドの育成をやったというお話ございました。と

ころが第１期、スタートのときは、やったのは、このボランティアガイドの方々ではないです

よね市のほうで、教育委員会の方でやられましたよね。その方々がボランテイアでなったわけ

です。組織化されたわけです。それなのに今度、そこの部分、支援が必要だというところで、

これが支援と思ったかもしれないんですけど逆にボランティアガイドの方々、悪く言うとです

ね、ある意味そこまで、私たちにある意味支援と言いながら、もう一つ荷物を負わされたのか

なという思いもあるかもしれません。本来これは市がしていただいて、メンバーが増えて、だ

ったらよかったんだけれど、このメンバー増やすために自分たちはそこまでやっぱりやらなく

ちゃいけないのかな、と。そして、ボランティアガイドの方々、観光案内人の方々の多くは、

それこそ月に数回どころか十数回、来られてる方もおられるわけです。そうすると、身体的、

経済的な負担も多いわけですよ。そういったところがあって、だんだんだんだん活動から離れ

ていかれる方もおられます。そしてまた、そこら辺が厳しいと、案内人の中でもそれこそぎく

しゃくする部分が生まれてきます。観光案内人の方々、そんなに増えてないですよね。その現

状をどのように把握されてますか。 
○商工観光課長 
 先ほど、観光協会と市で協議ということでしたけど、当然、筑豊飯塚観光案内人の会の役員

と観光協会と市と協議を行ったりしておりますし、今言われるように観光ボランティアガイド

の御意見を十分に聞きながら進めたいというふうに思っております。今、委員言われますよう

に、実際、ボランティアガイドの会員は現在５４名おられますけれども、その中で実際活動さ

れてる方は、同じ方が月に１０回以上来られて活動されているというふうに認識しております。

組織の中でのいろんな問題もあろうかというふうに思っておりますけど、そういった役員会等

を介しまして、いろいろ協議のほうは進めていきながら、ボランティアガイドを末永く続けて

ただきたいという気持ちには変わりありませんので、よろしくお願いしたいと思います。 
○江口委員 
 やっぱりその観光案内人の方々なりを、ボランティアガイドというところで、やはりそこの

部分が間違ってるんだと思っています。ある意味、一番支えていただいてるのは彼ら彼女らで

す。そこに対して適切な支援をしないと。ボランティアだから、好きで来てるんだから、嫌だ

ったら、きつかったら来なかったらいいじゃない、それだったら回らないわけですよ。きつい

んだけれど、来ていただいたお客様からありがとうと言っていただける。そして、それが地域

の誇りつながる、だから無理して頑張ってるわけです。そこに対して話し合いをいくらやって

も、そこの部分が前進しないとならないわけですよね。この前の補正でも観光協会に６百万円、

確か付きましたよね。でも、この６百万円は、山笠に５百万と雛のまつりに百万です。この一

番の現場で、ほんとに毎日毎日来られる観光客の方々と日常的に接しておられる方々、そこに

対する支援は非常にお寒い限りなんです。そこを解決していかないと、協働協働と言うんだけ

れど、ちっとも協働じゃないじゃないか。ある意味、ただ働きという言葉が適切かどうかわか

りませんが、そういった感覚でさえ持っておられる方が多いわけです。そしてまた、観光協会
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の方々の動きであるとか、この予算の状況を見ると、あちらのほうにはきちんと付いてるんだ

けどな、同じ伝右衛門邸の中でも市の直接雇っている方々がおられますね、そしてまた観光協

会が雇ってる方々がおられますよね、自販機もありますよね、ここでも売り上げがあるのに、

あの方々はお金をもらって働いておられる、だけど私たちは自分達でガソリン代出して、お金

を出して来る。多少の、資料に関しては刷ってはくれるんだけれど、とてもこれでは続けられ

ない、そういう思いの中でも頑張っておられるんです。そしてまた今度、２月にまた県のボラ

ンティアガイドの部分が飯塚でありますよね。きちんとそこら辺考えないと、本当にもたない

ですよ。市長がきちんと支えなければならないと発言、一般質問の中で答弁していただいたの

は、そういった部分にきちんと報いなくちゃいけないという認識であったと思います。そこの

部分をきちんと、現場がちゃんとそこを通訳してやっていかないと、それこそ観光元年である

とかですね、観光都市というのは、本当に絵に描いた餅になります。その点、十分お気を付け

ください。あともう一点。この観光協会の事業を見ても、ほとんどは旧飯塚なんです。飯塚以

外の事業に関しては、大将陣桜まつり、穂波納涼花火大会、この二つですね。先ほど、長崎屋

の話もございました。飯塚市の観光資源というのは、飯塚市全体に広がってるわけです。そう

いった意味も合わせてきちんと配慮をしていただきたいと思うんですが、その点についてはど

うでしょうか。 
○商工観光課長 
 合併いたしまして、飯塚市の旧町の観光素材につきましても掘り起こしを行っていこうとい

うことで、お話をさせていただいております。特に内野宿につきましては先ほどから話をして

おりますように、観光施設の法整備等も行ってきたところでございますし、内野宿につきまし

ては地域のまちづくりで取り組んでいる方々もおられますので、観光協会と内野宿の団体との

協議をしながら、観光の振興について進めていかなければならないのではないかというふうに

考えています。また、現在そこまで行き着いてはいないかと思いますので、今後そこにつきま

しては十分協議をさせていただきたいというのというふうに思っております。それ以外にも市

内には大変すばらしい観光素材がございますので、そういう活用につきましても観光協会と協

議しながら進めてまいりたいというに思っております。 
○江口委員 
 残念ながら世界遺産のリストから外れましたが、見ていただいて喜んでいただける部分があ

ると思いますし、何より、それをきちんと説明していただける人がいることが、飯塚市の観光

にとっての一番の財産だと思います。観光は、お客様に来ていただいて収入が入ること、それ

だけではなくて、やっぱりそのことを地域の方々が自分たちの地域ってこれだけいいところな

んだという、それを改めて認識していただくことで地域に誇りを持っていただく、非常に大切

な分野だと思っています。ぜひ、その点も併せてきちんと頑張っていただきたいとお願いをい

たします。 
○委員長 
 ほかに質疑はありませんか。質疑はないようですから、第５款労働費、６款農林水産事業費、

および第７款商工費についての質疑を終結いたします。暫時休憩いたします。 
休 憩 １８：３９ 
再 開 １８：４９ 
 委員会を再開いたします。次に、第８款土木費及び第９款消防費、１７７ページから１９７

ページまでの質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されています江口委員の質疑を許

します。 
○江口委員 
 １７９ページ、道路橋りょう維持費の中の各所草刈り等委託料についてお聞きいたします。
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かなりの部分、担当課とお話をして解決しましたけど、一点だけ。堤防と市の道路－法面と管

理が分かれてるところがございますよね。お話を聞くと、道路から１メートルに関しては市の

ほうが草刈りをする、そして法面については国土交通省がするというふうなお話だったかと思

います。やっぱり、市民の方々からしてみれば、なんで一緒にやらないのよ、という話だと思

うんです。その点について、現状、なぜそうやってる分けなくてはならなかったのかが１点。

そして今後、やはりそれは私自身も一緒にすべきだと思いますので、それに向けてどうやって

いかれるおつもりか、お聞かせください。 
○土木管理課長 
 草刈り等についてお答えいたします。今、江口委員が質問されました道路というのは、遠賀

川道路、堤防を占用させていただいた市道のことと思います。遠賀川沿いの堤防を市道に認定

しているところにつきましては、今言われたとおりで、１ｍの道路管理上の管理規程というの

がありまして、どうしても堤防の道路から１ｍの草刈りは市のほうで、市道を管理するところ

が刈るというふうな取り決めになっておりますので、そこのところはしていかなければならな

いとしています。先日もお話にこの件が出たんですが、遠賀川管理事務所のほうに、そこのと

ころも一緒に刈ってほしいというふうな要望は、口頭ではしたんですが、やはり今までどおり

の管理があるので、ちょっと難しいということなんですが、今後の解決策としましてもですね、

これは飯塚市だけじゃなくて、ずっと芦屋のほうまで続いておりますので、そこのところまで

のことを考えまして国交省のほうとは話をしていかなきゃならないんじゃないかというふうに

思っております。 
○江口委員 
 できない理由っていうのはわからなくはないんですが、確かに市のやらなくちゃいけない部

分を刈ってくれと言ったら、先方にしてみれば費用が増える話なので、それについてはちょっ

と、できないよというふうに言えるんだと思います。であるならば、費用負担をするので、ど

ちらか片一方がやりましょう、と。例えば市のほうでその分の費用を出しますので、国のほう

で一緒にやっていただけませんか、もしくは逆で、市のほうで法面もやりますので、その分の

費用をいただけませんかというお話があるんだと思います。そうすると、契約については一本

になりますし、市民の方々にとってはやはりそこを、近くの方々にとってみれば、２回草刈り

があるのは迷惑な部分があるかと思いますので、対応をお願いいたします。 
 あともう一点お願いだけをしておきます。草刈りや浚渫、そしてまた清掃等も、市がやらな

くてはならない部分がかなりあるわけですが、そういった部分の中で、定期的にやってる部分

もございますが、不定期にやってる部分もあるかと思います。委託料として発生してる分もあ

りますが、それ以外で直営でやっておられるところもかなりあるとお聞きいたしました。そこ

を選ぶときに、ぜひ、いろんなところからは要望が上がってくるのはわかるんですが、そこを

きちんと比べた上で、ここの部分はこちらでやろうとか、そこの切り分けが市民の方々ないし

自治会の方々から見てきちんと公平になるようにぜひお願いをしたいと思っています。よろし

くお願いいたします。 
○委員長 
 次に、岡部委員の質疑を許します。 
○岡部委員 
 １８３ページですか、河川維持費の排水機場操作管理委託等点検委託料についてお尋ねをい

たします。まず最初にですね、本市が業者に操作管理を委託している排水機場は全部で何機場

あって、そのうち所有権者はどこなのか。これからお尋ねをいたします。 
○土木管理課長 
 市が操作管理の委託を行っております排水機場は、国交省所管の庄司川、鯰田、殿浦、菰田、
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学頭、明星寺の６カ所でございます。また、市の所管で管理をいたしております排水機場は薙

野、徳前の２ヵ所で、計８箇所でございます。 
○岡部委員 
 そこで、決算書のほうに具体的な数字と、それから成果説明書の３５ページにも数字が上が

ってるんですけどね、飯塚市が持っている薙野排水機場、これの操作管理委託料というのが年

間に２１１万２,６００円。ほかは全部国のもので、具体的にこの３５ページの成果説明書の中

では、６カ所の排水機場のうち５ヵ所が国交省の受託分で、国交省からもらってる受託料とい

うのが６百万円。１機場当たり約１２０万円という単純計算になるわけですよね。これからそ

のことについて聞きたいんですけど、できればですね、あなた方のほうから事前にポンプ場の

排水能力を書いたやつを頂いてたんですよ。これちょっと見てみましたらね、ポンプの能力と

お金とが反比例するような形で出てるわけ。例えば薙野排水機場、飯塚市の所有物の場合は２.
５㎥/セコンドだから、秒当たり２.５ｔですか。２.５トンが２台という形になってるわけね。

集水面積、要するに集めるところですね。これが０.７９k ㎡ですね。あと残りのやつ見てると、

秒当たり５t の能力のあるやつが３台３台、こういうふうな形で、集水面積も５.１k ㎡という

ふうな形になってね、能力から言っても、要するに、冠水を防ぐための排除するための面積に

したって、格段に国交省の方がでかいわけですよ。にもかかわらず、今、金額的なものも言い

ましたけど、何でこういうふうな差がついてるのか。適正な金額ってのは、飯塚市の薙野のほ

うがあってるのか、それとも国交省の受託金額があってるのか。そこのところ、教えていただ

けますか。 
○土木管理課長 
 今言われますとおり、集水面積の違いがございますが、薙野排水機場の操作管理委託料につ

きましては、今委員が言われましたように２１１万２,６００円でございます。これは、委員ご

存知のとおり、上流にも今言われました５トンの排水機場がありまして、下流には旧頴田町が

管理を行っておりました０.５トンの水中ポンプがあります。それぞれの委託料は、上流部が１

１２万５,６００円、下流のほうが９８万７千円となっておりまして、合計が２１１万２,６０

０円というふうになっておりますので、各排水機場には差は余りないというふうに思います。 
○岡部委員 
 そうしますとね、薙野の場合はこの決算書を見ておりますと、機械設備の点検委託、あるい

は電気設備の点検委託、その他もろもろのやつをまた別に上がってるわけですよ。また、国交

省のやつは上がってないんです、これはどういうことですか。 
○土木管理課長 
 国のほうはですね、ここには載っておりませんが国のほうもやはり薙野と同様に、電気の点

検または受水槽の連携などありまして、他の国所管の５カ所、６カ所につきましても、国の直

轄で点検管理を行っておりますので、そちらのほうで国のほうが点検料を払ってやっていると

いうことになります。 
○岡部委員 
 わかりました。ところでね、飯塚市に国交省のポンプが、要するに内水面排除のポンプが５

ヵ所ついてるわけですよね。これ、調べてみましたらいずれも製造メーカー違うわけですよね。

この運転管理に対してですね、互換性はあるんですか。 
○土木管理課長 
 各排水機場の基本的な操作の考えは同じでございますが、それぞれの排水機場に設置されて

おります機種、例えばディーゼルエンジンとかタービンエンジン、また、横軸駆動と縦軸駆動

との違いがございまして、それぞれ操作方法は異なっております。 
○岡部委員 
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 そこでね、発注元である本市のことなんですけど、この互換性の異なる各排水機場運転管理

を国交省が受託しておるわけですけど、市のほうには運転できる人がいるんですか。 
○土木管理課長 
 操作マニュアルを見ながら操作できる職員はおりますが、人数については数人でございます。 
○岡部委員 
 私の知る限り、管理者として運転をできる人は、私はいないというふうに理解はしてるんで

すけどね。それで、今度はそこから指名して委託する受託業者のことについてお尋ねしたいん

ですけど、この受託業者の選考方法、現在、指名入札制ということになっておりますけど、そ

の指名基準とかあるいは資格、これはどういうふうになっていますか。 
○契約課長 
 今、契約課のほうにおいては、排水機場の年間操作管理業務委託に係る選考につきましては、

原課からの要望等もございますけれども、機械の操作、それからポンプ等の機械類の正常稼働

の判断など、専門的な知識が必要であるといったことから、原則、この条件を満たしている市

内の機械器具設置工事の業者を選考して入札を実施しておるところでございます。 
○岡部委員 
 私の知る限りですね、指名するに当たって、例えばこういう技術がいるとか、あるいはこう

いう適正な人間を持ってるとか、機械を保有してるとか、そういうふうなことが私はないよう

に思うんですけど。それは内部で考慮されて出されてるわけですか。 
○土木管理課長 
 指名の基準でございますが、さっき契約課長が申しましたように機械器具設置業者というこ

とになっております。資格につきましては、河川ポンプ設置技術協会の二級ポンプの設置管理

者技術を必要としておりますが、この資格は国家試験でないことから、この資格を持っている

人が望ましいということでございます。 
○岡部委員 
 望ましいのは、私も思います。確かに資格を持ってる人が運転管理をするほうが望ましいん

だろうと思うんですけど、この受託業者に対する運転操作といいますか。これはどこがやって

るわけですか。教えてください。 
○土木管理課長 
 受託業者への運転操作の指導等につきましては、市における運転操作の指導は行っておりま

せん。しかし、毎年、国交省が主催します排水機場操作研修会へ各排水機場の受託業者の作業

員と、うちの職員が参加をしております。 
○岡部委員 
 今言ったやつは、出席義務というか参加義務があって、やってるやつですか。 
○土木管理課長 
 義務でなく、出席お願いをしている状況でございます。 
○岡部委員 
 それでね、緊急時に、雨の降るのは遠賀川水系、大体同じところにどっと降るわけですから、

それぞれの排水機場に受託業者が入るわけですよね。そしたら、これに市の職員も今、確か入

ってると思うんですけど、その配置体制はどういうふうになってるのか。それと、何人ぐらい

これに着かれて、もう一つ、その配置された人がどんな仕事してるのか、お尋ねいたします。 
○土木管理課長 
 緊急時には各排水機場へ職員１名を配置しております。この職員の業務目的は、操作員が作

業に、運転管理者の方が作業に集中できるように、周辺住民の方がよくポンプ場のほうへ様子

を見に来られたり訪ねたりとか、よくお見えになります。そういった方の対応と、また、市の



 80

対策本部への連絡、これは３０分ごとに水位の報告業務を行っております。 
○岡部委員 
 私も長いこと市議会議員してますけど、ポンプ場の操作管理とかいう質問をしたことないん

ですよ。いささか遠慮しとかないかんところもあると思うんですけどね。それで、先だっての

９月議会の中でも、何人もの一般質問者が、この大雨の問題で一般質問されましたよね。あれ

は松本委員さんだったですね。要するに、もうポンプをかける時は浸かってると。時間あたり

１００mm くらい雨が降った時は対策をどうするのかというふうな質問がありました。それぐ

らい、今、とにかく予断を許さないという状況になってるわけですよ。それで、私が聞きたい

のはですね、何か問題が起きた場合に、今、あなたの答弁の中でも、市民の方がちょこちょこ

来られると。確かにもう、先の水害の時からポンプ場の管理の問題に対しては住民の方、非常

に敏感になっておられるから、もうどうかしたら受託業者よりも住民のほうが先にポンプ場に

入られるっていうような状況になってるわけですよね。で、現実に今度の水害でも何カ所も水

災が出とるわけですよ。このときの管理責任、これは大体どういうふうに考えてあるのか。ど

こが調べてあって、最終的な決断を出すところですか。 
○土木管理課長 
 責任所在というものにつきましては、今、受託業者場の方との管理協定の中にはそこまでは

明確にうたっておりません。ただ、注意報が出たら一人入場、また警報になると二人入場とい

うふうな、そこのところしか記載はされておりません。これにつきましては、責任所在、ほん

とにちょっと明確になかなかできないところもあるんですが、例えば今言いましたような、注

意報が出ても入っていないとか、警報が出ても全然人がいないとか、そういうふうな場合は、

また状況的に違ってくると思いますし、また、市の職員が連絡不足よりこちらのほうとの連携

を取れなかったとか、いろいろな状況が考えられると思います。そういった、時にはケースバ

イケースというふうなこともございますし、国交省の預かっている機場でございますので、そ

の機種の点検等に不備があれば、またそれは機種の問題と、運転の問題とはかけ離れていると

いったようなことも、いろいろその場によって出てくると思いますが、今のところ責任の所在

についての明確な記載はございません。 
○岡部委員 
 それでね、その管理者責任のことについてですけど、今の入札制度を今後もとっていかれる

ということであるならば、もう少し選考基準をしっかりした形のものでやっていただきたいし、

それから、今度はその責任の範囲とその責任の履行について、どういうふうな形でやるのか。

例えば、受託業者には必ず保険に入らせるとか、いろんな意味であると思うんですよ。今非常

にそこのところもね、あいまいになって、恐らく契約のほうで出されてる問題の中にもこうい

った、何かあった時の責任の問題というのは、非常にあいまいになってるというふうに私は感

じるんですけどね。いかがですか。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １９：１３ 
再 開 １９：１６ 

委員会を再開いたします。 
○岡部委員 
 申し訳ありませんね。同僚議員からも御指摘をいただきましたので、この中身については節

度ある範囲の中でお話を聞きたいと思うんですけどね。例えば、最初の話に戻りますけど、１

機場が仮に国土交通省から受けてくるに当たってね、例えば、緊急時には一人着けなさいとか

二人着けなさいとか、いろんな条件が付いてるわけでしょ。そのときに、今どき飯塚市が発注
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してるポンプで２百万円超える数字が出てる中でね、１機場百万円ぐらいで雇ってこられるよ

うな現状がないし、そういう責任を持たせること自体もね、いろいろ支障があるような気がす

るんですよ。この点についてはどういうふうに思ってますか。 
○土木管理課長 
 運転管理の受託金額の設定につきましては、排水機場を所管しております、今言われました

国土交通省の積算基準に則りまして算出しているものが市のほうに来ております。そういうこ

とから、委託については、市の方からも排水機場の設置を望んだという背景もございますので、

そういう上での協定を結んで、現在の取り決めになっております。そういう形でなかなか、飯

塚市だけじゃなくて、遠賀川沿いにはずっと排水機場ございますので、委託金額の変更、そう

いったものにつきましては全体的なものに関わってきますので、今の段階では難しいんじゃな

いかというふうに思います。 
○岡部委員 
 今みたいな雨の降り方といいますか、昔みたいな季節感があってね、台風時期が多いとかな

んとかというのと違って、今、いつ何時、時間当たり１００mm っていう雨が降るかっていう

のがよくわからんような、非常に世界的な天候異変というのが出てきてると思うんですよ。だ

から、当然だけど市のほうもね、何かあっても対応できるような体制づくりというのは改めて

考えなきゃいけないし、そのための予算化。もしくは国交省から受託するときに、例えば職員

の研修費とか何とかいうのもね、全部そこの上に乗っけていただいて対応すべきだというふう

に私は考えるんですけどね。どうですかね。 
○都市建設部長 
 今回のゲリラ豪雨を受けまして、排水機場もですね、非常にもう状況としてはパニック状態

というふうな状況も起こっておりました。そういう中で、先ほど担当課長が申し上げますよう

に、それぞれ各排水機場には職員の配置はいたしておるところでございます。しかしながら、

今後、こういうゲリラ豪雨に対しては、果たして１名が妥当なのかどうか、そういったことも

含めまして考えますと、ある程度、職員体制も充実しなきゃいけないというように思いますし、

さらには、職員自体の排水機場の研修あたりも十分にさせていただきたいというふうに考えて

おります。今後、こういうふうなゲリラ豪雨を想定しながら、各排水機場の管理体制も十分に

整えていきたい、研修も重ねていきたいというふうに考えております。併せまして、先ほど管

理責任の問題もあっております。これにつきましてはケースバイケースというふうなことで担

当課長も申し上げておりますが、受託業者の明らかな誤作動があったとか、あるいは配置をし

てなかったとかいうことで、明確な瑕疵行為があれば、その辺の問題が出てくるだろうと思い

ます。責任は出てくるだろうと思いますけれども、今後そういったことにつきましても、ある

程度この仕様書の中で、今後の問題整理も重ねてやっていきたいというふうに考えております。 
○岡部委員 
 最後にします。先ほども言いましたようにね、なんにもなくても、要するにポンプが動いて

てもまちは浸かるという状況がもう現実に出てきてるわけですよ。そうすると、やはりそうい

うふうな状況をしっかり国交省に把握していただいてやっていかないと、今みたいに当てがい

ぶちみたいな、これだけの予算しかありませんのでこれで何機場分で分けてくださいとかいう

ような意識の中で、国から受託をしてくるという今の排水機場の受託状況ですよ。こういった

ものは根本的に見直して、リスクが大きすぎると思うならね、ここはもう請け負われません、

と。確かに排水機場の設置というのは地元の要望に基づいて出てきてるけど、今はそれの、や

っぱりリスクを問われる時代になってきてるからですね、もう。これじゃあ受けかねますとい

うことは、やっぱりはっきり言うものは言う必要があるんではないかな、と。そして、さっき

言いましたように、いかなるときも市の職員もそういう運転操作ができるようなこと、そうい
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うふうなこともきちっとやって、今度は受託業者も、今、部長が言いましたように、誤操作と

かいうふうな問題が出たときには、はっきり、あなたの責任において保険にも入ってください、

こういうふうな地元に対する弁済もやってくださいとか、そういったものもね、やっぱり契約

の中できちっとうたって、やっていくべきだというふうに思います。これで終わります。答弁

は要りません。 
○委員長 
 次に、楡井委員の質疑を許します。 
○楡井委員 
 決算書でいえば１８８ページになりましょうか。委託料に関連して、健康の森公園の諸施設

の運営についてお聞きしたいと思います。資料でいえば１２１ページから１２２、１２３ペー

ジと思います。公園内の施設は、これまでに９億２,５００万円ほどかけて公園施設、それから

プールが１４億円とか、多目的広場が６億円とかいうようなことで、総額２９億４,７５０万円

をかけて、関連施設をつくっているということであります。で、今まではこれだけの数字しか

明らかになっておりませんけれども、このほかにもまだ投資した金額といいますか、使った金

額があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まずその点からご説明願います。 
○スポーツ振興課長 
 まず、プール、多目的広場でございますが、これにつきましては、これ以外に投資というも

のはいたしておりません。が、案を新たに多目的施設というのを本年８月１１日にオープンい

たしましたが、これを建設いたしております。これに係るものが平成１９年度に設計委託料と

しまして８８２万円、平成２０年度に建設工事費、出来高払いの分としまして８,９８１万円、

ほか申請手数料を約２０万円ということで、支払合計約９,８８０万円となっております。これ

につきましては、総事業費といたしましては約２億２,２４５万円でございます。 
○ 楡井委員 

約２億２,４００万円ですね。そうすると、２９億５千万円ほか３２億円近いお金がこの間、

健康の森公園関連施設に使われたと。それで、これらの施設がですね、投資しただけの利用状

況に到達してるんだろうかどうだろうかというふうに思うわけですね。本関連施設が目的どお

り活用されているかどうか、この点についてはどのようにか評価されておるのか、説明をいた

だきたいと思います。 
○スポーツ振興課長 
 まず、多目的広場でございますが、これにつきましては公園としての機能も有しております

ので、多岐にわたり利用があっております。スポーツとしましてはサッカーであったり、公園

として小学校の遠足であったり、家族連れで遊びに来られたりということで、市民の憩いの場

として広く利用されているものというふうに考えております。また、プールにおきましても、

平成１８年度指定管理者にしたことによりまして各教室等も開催されるようになり、利用者も

ふえてきているというふうに思っております。 
○楡井委員 
 １２２ページから１２３ページにかけての一連の表をですね、利用状況等の表を見ると、今

言われた状況だと思うんですよね。例えば、屋内プールの関係で言えば、４１，０００から４

３，０００、４３,７００人という形で増加しておりますし、屋外プールのほうについても、そ

ういう状況には、ちょっと凸凹ありますけど、なってるじゃないかと思うんです。他の関連施

設もそういう状況だと思うんですよ。しかし、利用者が多くなっているということと、この公

園、公園と略させてもらいますけど、この関連施設をつくった目的通り運営されてると。それ

から、その目的に合致するだけの利用者になってるという状況とは、また違うんじゃないかと

思うんですね、評価の仕方が。そこらへんの評価の仕方をはっきりさせるという意味では、こ



 83

のプールその他を造った時に、だいたいどのくらいの目安を立てて、目標を立ててスターとし

たのかということについては、どんなふうですか。重ねて言わせていただきますけれども、関

連のやつが三つあるわけですからね、三つとも説明してくれというふうには言いませんので、

屋内プールなら屋内プールということで説明していただいても結構です。 
○スポーツ振興課長 
 屋内プールにつきましては、今、指定管理者によりまして屋内に関しては、４１,０００が４

３,０００ということで来場者がふえております。当初利用計画があったというふうに思ってお

りますが、その中におきましては当時これが平成１５年オープンいたしております。旧飯塚市

になるわけでございますが、その当時としましては、数字的にはこの４０,０００から５０,０
００程度くらいで考えてあったんじゃないかなというふうに思っております。ただ今現状とし

ましては、利用者若干増えてきておりますが、もう少しＰＲをしながらプールの利用を増やし

ていただきたいということには指定管理者の方に申し入れております。 
○楡井委員 
 あまりしつこく言いたくないんですけど、結局その平成１５年開設したころの、この施設で、

どのくらいの市民の方々に利用していただこうかというような－今のご発言では、スタートを

する時の目標がはっきり定まってなかったというような発言じゃなかったかなというふうに私

は受け止めたんですけど、そういうふうな状況であれば、現在のこの４３,０００という数字が、

果たして３２億ですか、も投資した効果があるのかと、合致してるのかというような総括がで

きないんじゃないですかね。そこらあたりをどんなふうに考えておられるのか。自分たちがや

ってる事業は、はたして市民のためにおおいに役立っているのかどうかという基準は、やはり

そういう数字として表れることになると思うんですよね。いかがでしょうか。 
○生涯学習部長 
 当初の利用の目標人数といいますか、私もはっきりした目標数値は持っておりませんが、こ

こに示しておりますように年々増えております。さらに先ほど申しましたような多目的施設、

これも建設されて多くの方が８月から利用されておりますので、周辺のいろんな施設を整備す

ることによってプールだけでなくて、広場もありますし多目的施設ありますので、これにより

更なる利用者も増えるというふうに期待をしておるところでございます。 
○楡井委員 
 要望と指摘といいますか、させていただきまして終わりたいと思います。私たちが仕事をす

るうえで、やっぱりどういうように総括して次の年度にどう生かすかというために、やっぱり

目的と目標、そういうのがやっぱりないと総括はしにくい。だから、まあ前年度並みにしとこ

うかというなことになりかねないんじゃないかと思うんですよね。ですから、是非毎年例えば

この４３,０００人を今年はひとつ５０,０００人にしようと、あと７,０００人増やすためには

どうしたらいいかと、指定管理者と一生懸命話をすると、指定管理者とこういうような方向７,
０００人増加させようじゃないかというような中身の話し合いをぜひやっていただくように、

そして巨額の税金を突っ込んだ施設が、市民のために非常に効果があったと有効だったと言え

るような状況をつくっていただくようにお願いします。 
○委員長 
 次に柴田委員に質疑を許します。 
○柴田委員 
 １９０ページの一番上にありますが、１５節の工事請負費の中の勝盛公園改良工事４，２４

８万円とありますが、どのような工事が行なわれたのかお尋ねします。 
○都市計画課長 
 勝盛公園改良工事の中で、まずは健康遊具ゾーン整備ということで、健康遊具、これは１０
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基つけております。それと勝盛公園改良工事フェンス設置工事ということで外周のフェンス工

事、また同じく老朽化しました倉庫の解体及びそれの新設、また中央部にあります老朽した階

段の新設などを行っております。 
○柴田委員 
 昨年私も一般質問の中で、１点質問いたしました。勝盛公園は、春の梅、桜から始まり、つ

つじ、藤と続いております。その公園の中に、四季を通じて来客していただくようにバラ園を

つくっていただいたらどうかということで質問したことはございます。そのときに、おっしゃ

ったことに土地が適しているかどうか、それを調査したいとおっしゃっておられましたが、ど

のようになっておるのかお尋ねいたします。 
○都市計画課長 
 本年度も引き続き勝盛公園改良工事を実施しております。その中で、平米は約２５平米程度

ですけども、花壇を整備するようにしております。ただ、バラ園にこれは限定したものではご

ざいませんで、花壇づくりにつきましては、花いっぱい推進協議会やボランティアの団体にお

願いし末長く花づくりが続くような方に作っていただきたいと市では考えております。 
○柴田委員 
 バラというのは割と愛好者がたくさんいらっしゃいますし、特にまた女性にそういう方々が

多いと思います。勝盛公園がいかされていくためにも、何とかそういう花ですか、特にバラと

かを取り組んでいただきたいと思っております。ボランティアの方々が今情熱的に熱心に取り

組んおられますので、その方々の協力も得ながら１年中公園が活用されるような、またそうい

う市民の楽しみの場になるように取り組んでいただきたいということを要望して質問終わりま

す。 
○委員長 
 続けてお願いいたします。 
○柴田委員 
 次に同じ１９０ぺージの１９節の負担金補助及び交付金の中の花いっぱい推進費補助金とい

うことで、４０７,０００円ですね、このようにあります。飯塚市は、市長も観光地として皆様

のおもてなしで花いっぱいにしていきたいというお思いをお聞きしたことはございますが、旧

１市４町、飯塚市全体のお花を今ボランティアの方々も植えていらっしゃいますが、その補助

金として４０７,０００円、財政厳しいときですのでいろいろは申せませんけれども、４０７,
０００円で足りてるのかなという心配がございまして、ちょっとお尋ねいたします。 
○都市計画課長 
 御指摘のとおり補助金は４０７,０００円でございます。これとは別に、公園費の決算書１８

８ページ、中ほどに需用費の一番上で消耗品費７,１２２,４７３円のこの中で花苗や花の種な

どの購入費として４,９９０,７８４円を支出しております。各地域の公共花壇や小中学校など

にこれらを配付しております。 
○柴田委員 
 いろいろと配慮していただいてるという状況も分かります。何とかそういう観光地としてふ

さわしい、そういう花いっぱい事業をしていただきたいなと思っております。またこれは私も

ちょっとボランテイアなんかいたしますが、夏場は一生懸命花を育てても、建物の近くにある

ところは水やりすごくやりやすいんですが、飯塚市の市道の周辺に植えている花はなかなか水

やりができません。皆様がペットボトルに入れて水をかけたりしておられますが、それでは間

に合わなくて枯らしてしまう花が沢山あります。そういうことで、前も質問の中で散水車の要

望を一度させていただきましたが、そういうことはどのようになっておりますでしょうか、お

尋ねいたします。 
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○都市計画課長 
 今言われましたとおり、地元での花壇づくりの御苦労については承知しておりますが、現在

の本市の財政状況や諸状況をかんがみますと、散水車の確保は難しいと言わざるを得ません。

しかし、都市計画課に樹木消毒などに使用するポリタンクがございます。これは５００リッタ

ーほどございますので、これらを貸与することはできるのではないかと考えております。そう

いったことで、少しでも御苦労の軽減が出来るのではないかと考えております。 
○柴田委員 
 何とかそのような努力をしていただいて、花が夏場でも咲き誇っているような、そういう取

り組みをしていきたいなと思います。そこでひとつアイデアと申しますか、先ほども決算書の

中にもし尿汲み取り料とかいろいろなことが載っておりました。飯塚市でそういうバキューム

車というですか、そういうのを土日等で活用できるようなことができないのか、そういう車が

ないのかどうかちょっとお尋ねしてみたいと思います。飯塚市が関係することろでバキューム

車がないのかちょっとお尋ねいたします。 
○市民環境部長 
 市の直営をもっておりますので、バキューム車はございますが、バキューム車を散水に使う

ということは、衛生上非常に問題がございますので、ちょっと無理かと思っております。 
○柴田委員 
 それこそ花壇とか花には肥料をいろいろやったりします。そういう状況で、そういう車でも

私は影響ないんじゃないかなと。かえっていいかなという思いもいたします。こういう水をや

れない、そういう散水車が買えないならば知恵を出して、そういう車でも活用しながら飯塚市

の観光のために花を咲かせていただくような努力を、水やりをお願いしたいと思って、そうい

う要望をいたしておきたいと思います。次に、楡井委員に質疑を許します。 
○楡井委員 
 住宅の管理の関係で何点か、５点ほどですけども、資料の５ページにもありますけど市営住

宅への応募が依然として非常に高い状況が続いています。事前の説明によりますと、あんまり

人気のない住宅もあって、そこは非常に低いですよという話もありましたけど、平均すればこ

のように９.２１というような状況なんですよね。この状況を市の当局として、担当課として、

どのように感じておられるのか、考えておられるのか、評価についてお聞きしたいと思います。 
○建築住宅課長 
 応募倍率の高い団地につきましては、建物が新しいとか高齢者にとりましては公共の交通機

関や買い物と病院等が利用しやすいとかいうところ、また若い所帯にとりましては、学校や保

育所等の教育機関に近いなどとの立地条件の良いところがやはり応募倍率の高い団地になって

おります。半面、応募倍率の低い団地につきましては、補修はしているものの建物も古く、ま

た郊外のため公共の交通機関の便も悪いと、また買い物や病院の利用、学校等の通学にも不便

なことなどが考えられるところでございます。 
○楡井委員 
 そういう団地の状況を説明していただきたいということではなくて、こういう応募が高いの

はなぜかと、どういうふうに考えておられるかということの説明を求めたわけですが。 
○建築住宅課長 
 平成２０年度の応募状況で説明をいたしますと５月募集時点で応募倍率がやはり高いのが大

坪団地の４７倍とか、８月募集時の新弁分団地の１１２倍、それからまた１１月募集では忠隈

泉町団地が５７倍とか新弁分団地が７３倍、２月でいいますと松本団地の６７倍、黒萩団地の

８０倍、新弁分団地の９３倍というような数字が出ております。また反面、応募率の低い団地

といたしましては、年４回の募集をしておりますけども吉北団地、また目尾第二団地、上三緒
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団地などもありますが簡易耐火性の二階建ての住宅などでは申し込みが１件から、２件とそう

いう状況も続いておりまして、かなり応募倍率の高いところ、それから低いところの差が出て

いるようでございます。ときには申し込みがゼロというようなところもございます。 
○都市建設部長 
 平均で見ますと９コンマ何倍というふうなことでございます。やっぱり依然としてですね低

所得者の方々が公営住宅を望まれるというふうなことです。先ほど課長が言いますように新し

い団地につきましては、かなりですね倍率が極端に高いわけですけれども低い状態の中でもで

すね、老朽化施設の中でもそういうふうに応募倍率を平均しますと九点何倍というのは、やっ

ぱり低所得者の住宅確保というふうなところで提供を今後考えていけなければいけないなとい

うように考えております。 
○楡井委員 
 今経済状況等がですね、今のここの地場賃金問題とかがあってやっぱり安い住宅にですね皆

さんが要求しているということの反映であると、今部長言われたとおりだと思うんです。そう

いう状況にもかかわらずですね当選しても入居しない人が平成１８年で２３％、それから１９

年では１９％、平成２０年では２８％も当たっても入らないという数字がこの中から出てくる

わけですけど、応募するというこの切実性はかなり高いのに、いざ当たったら入らないという

点はどういうふうに分析すればいいのでしょうか。ご答弁願います。 
○建築住宅課長 
 先ほども申し上げましたように、やはり先ほど部長も私も答弁いたしましたけども、新しい

団地とか利便性の高い団地につきましてはやはり応募率が高いと。反面ですね、そういう立地

条件的なものとか補修はしているものの古い住宅とかにつきましては、やはり１件とか２件、

ときには応募がないものもあるということで、やはりそのあたりの格差がかなり出ている状況

があると考えております。その辺りにつきましても今後、やはり十分に考えた対応をしていき

たいというふうには思っております。 
○楡井委員 
 住宅のこの種別に考えますとですね、母子所帯向けとか老人世帯向けとか身障者所帯向けと

かいうところにはですね、結構当たった人はほとんど全員入ってるんですよ。でないところも

あるか。一応かなり高い率で入ってるんですよね。ところが一般向けの住宅のところにそうい

う住宅が多いと、そういうその状況、当たっても入らないという状態が出てるということは今

言われた古い住宅、そういうのが圧倒的に多いと。障害者向け母子所帯向け身障者向けこうい

うところはみんな新しいんですか。そうでもないんじゃないかと思うんですが。 
○建築住宅課長 
 それぞれの母子所帯向け、老人所帯向け、身体障害者所帯向けというのがありますが、今委

員が言われますようにすべて新しい住宅ということではございません。 
○楡井委員 
 それではですね、この平成２０年、決算年度でいえば２８％のところに当たっても入らなか

ったというわけですよね。もうすぐにでも使える住宅になってるわけですよ。そういうふうに

すぐでも使える住宅はですね、次の募集の時期まで空き家のまま放置されるということなんで

すか。 
○建築住宅課長 
 そういうことになります。 
○楡井委員 
 それはこういう住宅がまだ空いておりますと募集かけて抽選をするというようなことにはな

らないんですかね。大変もったいない話じゃないかというふうに思うんですけれど、そういう
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方向へ改善するようにですね検討してみていただけませんでしょうかね。そうしないとせっか

く大きな財産になるわけですから、ぜひ検討していただきたいと思います。 
次にですね、この表には出てきてないんですけれども、こういう種類の住宅の別に同和向け

住宅があるんじゃないかと思うんですよ。それはこの一般目的、母子、老人、身障改良、この

中のどれかに一緒に入ってるのか、それとも全く入ってない別枠なんですか。 
○建築住宅課長 
 同和向け住宅につきましては、一般公募とは別の募集の仕方をやっておりまして、同和向け

住宅が平成２１年３月末現在２１団地３４２戸ございます。同和向け住宅の募集方法につきま

しては、空き家が発生した場合は関係団体への募集の案内を送付いたしまして入居希望があれ

ば一般公募と同様の資格審査を行い、入居資格それから収益基準を満たしている申請者であれ

ば推薦を依頼しておりまして、推薦を受けた申込者に対しては入居手続きを経て正式入居とい

う形になります。 
○楡井委員 
 同じ住宅なのに一般募集をしないということで３４２戸もあるわけですよね。市の住宅は４,
４００ぐらいでしたかね、そうすると５％以上に比率を占める、６％、７％になるわけですけ

どそういう状況なんですけれども、空き家ができたら関係団体に連絡して推薦依頼をするとい

うようなやり方で、この同和向け住宅というのが運営されていっていると。これはやっぱり入

会手続、それから資格や基準、これは今簡単に述べられたようですけどもね、やっぱりこれは

これだけたくさん住宅で困っている人たちがおるわけですからね。これはオープンにして一般

施策としてね、住宅政策の中に組み込むべきだというふうに思いますけれども、どういうふう

にお考えでしょか。 
○建築住宅課長 
 これは地域改善対策特定事業に関わる国の財政上の特別措置法に関する法律が平成１３年度

末をもってその効力を失うことに伴いまして、住宅施策においても国の特別対策は平成１３年

度も末をもって終了することになっておりますが、依然として住宅にかかわる地域の実情や施

策ニーズがある場合には平成１４年度以降についても一般対策に工夫を凝らした対応をするも

のであるという国からの通知もあることから、本市におきましても歴史的な背景や社会的理由、

福岡県の住宅施策等を考慮した結果、まだまだ生活環境等の安定を図る上からも引き続き同和

向け住宅の優先的な入居は必要であると判断をしているところでございます。 
○楡井委員 
 そういう意味ではですね市営住宅という公の住宅のところからですね、差別思想がですね、

排除しないといけない、排除しないといけない、失くしていかないといけないと言いながらそ

ういう差別思想を助長するような状況をですね、住宅の側面から作っているというふうにお考

えになりませんか。 
○建築住宅課長 
 現在、県におきましてもですね、現時点においては旧同和向け住宅の優先的な入居につきま

しては、本市と同様の判断を継続しているところでございます。所得格差や教育力の格差が解

消されたという状況には至っていないという実態等も考慮いたしまして、同和向け住宅として

の取り扱いを継続したいとそのように考えているところでございます。 
○楡井委員 
 押し問答になると思います。そういう状況を私はですね解消する１つの方法としてこういう

団地は解消すべきだというふうに思います。確かに所得の低い人が入ってるという状況があり

ますけど、先ほど言ったように２８％もの空き家があるという側面もあるわけですね。こうい

うところはあまり人気のないところだというなことでしょうけれども、そういうところを活用
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するためにもですねこの同和向け住宅というのは解消していただきたいというふうに思います。

最後に、障がい者向け住宅という問題を提起して終りたいんですけど、現在この障がい者向け

住宅というのが募集にかけられておりますけれどもゼロが多いんですよね。応募もゼロ募集も

ゼロということですけど、この障がい者向け住宅という位置づけの住宅は現在飯塚市に何戸あ

るんですか。 
○建築住宅課長 
 現在、障がい者向け住宅は７１団地、４,４２５戸のうちのですね４６戸を設けております。

これらの住宅につきましては、建設時より身障者向け住宅として建設されたものと、中層住宅

等で１階を身障者向けに指定して入居させているものがございます。また現在建設中の新弁分

団地につきましては、今回の建設中の団地に１戸、また残りはすでに建設が完了しておりまし

て入居をしてあります３棟の団地の中で空き家ができ次第、身体障がい者向け住宅として１棟

１戸の割合で設けていきたいとそういうふうに考えております。また、なお現在の新弁分団地

におきましては、もう既に８所帯身体障がい者の方が入居してありますので、そのことも十分

に配慮した設置が必要であると考えておるところでございます。 
○楡井委員 
 弁分団地のことは今から言おうかと聞こうかと思いましたけど、先に今言われたんで結構な

んですが、障がい者の方がですねすでにここに入っているからいいんだというわけではないん

ですよね。一般向けのところにたまたま抽選で当たって入ったということですからね。ですか

ら障害者の方は優先的に抽選応募で入居できるというところを確保してもらいたいということ

で、これは穂波の時代からの弁分団地への確保ということでありまして、新しいところに今か

ら、今まで建った３棟にもですね以後確保をしたいという課長の決意でございますので、ぜひ

都市建設部としてもですね、それを確認した上で全棟建ったときにはですねそういう募集もか

けていただきたいというふうに要望しておきます。 
○委員長 
 次に、江口委員に質疑を許します。 
○江口委員 
 １９３ページ非常備消防費、消防団についてお聞きいたします。消防団のトレーニング、研

修ですね。どういった形になっているのか概略をお聞かせください。 
○総務課長 
 消防団につきましては、訓練それから研修というふうに大きく分けて２つほどございます。

このうち訓練につきましては、年間を通じまして飯塚市消防団の全体訓練、それから夏と冬に

分団別の訓練、それから飯塚市の総合防災訓練、その他幹部教養訓練、礼式訓練、そういった

ものがございます。 
○江口委員 
 先日の水害の際にはですね、消防団の方々には非常に活躍をしていただいたわけなんですが、

訓練並びに研修の中で防火以外のですね、今回の風水害とか、そういった部分への対応につい

ては組まれているんでしょうか。 
○総務課長 
 今までは正式な形では組まれておりませんでしたが、今回の水害を機に次回の幹部教養訓練

の中で水害をテーマにした訓練を実施する予定でございます。 
○江口委員 
 ぜひですね、その部分を幹部の方々以外の一般の団員の方々にも広げてほしいと思うわけで

す。というのはですね前回の水害の際にボートで救助にあたるということが各地で行われまし

た。ところがボートで救助にあたろうとしていても、どこが側溝なのか分からなかったりをす
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るとかですね、そういった部分で非常に危険性も高い部分がございます。ぜひそういった事故

がないように消防団の方々にきちんとやっていただきたいと、ぜひその点について配慮をお願

いして質問を終わります。 
○委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 

質疑はないようですから、第８款土木費、第９款消防費についての質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ、明日１０月３０日午前１０時から委員会

を開き審査したいと思いますがご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。以上をもちまして、平成２０年

度決算特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。 
 
 


